
 

 1

長野県治水・利水ダム等検討委員会 第１３回浅川部会 議事録 

 

日時 平成１４年３月３１日(日) 午前１０時から午後５時４５分まで 

場所 メルパルク長野郵便貯金会館「ホール」 

 

開会 

○事務局（田中治水・利水検討室長） 

それでは定刻となりましたので、只今から長野県治水・利水ダム等検討委員会、第１３回浅川部会を開催

致します。開会にあたりまして、石坂部会長にご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

部会長あいさつ 

○石坂部会長 

おはようございます。委員の皆様におかれましては、年度末の何かと大変忙しい中、ご出席を頂きまして

誠にありがとうございます。第１３回の浅川部会の開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。昨年の

１１月２３日に第１回の部会を開催致しまして、それから今日までの約４ヶ月余の間、１３回の部会及び公聴

会を開催し、委員の方々には、大変過密なスケジュールの中で、ご尽力を頂きまして、本日最終回を迎える

ことになりました。大変感謝を申し上げたいと思います。おかげさまをもちまして、部会報告を皆様に発表で

きる運びとなりました。これまでの審議の経過を踏まえながら、浅川の治水・利水対策について、まとめまし

た。本日の議事につきましては、この報告案について議論を深めて頂き、来月１１日に予定されております

第９回検討委員会へご報告したいと考えております。大変限られた時間の中での会議でありますけれども、

十分にご理解頂きまして、議事進行に関しましてご協力お願い致します。以上、大変簡単ではございます

が、ご挨拶とさせて頂きます。 

 

部会の運営について 

○事務局（田中治水・利水検討室長） 

ありがとうございました。本日の出席委員は１９名中１７名でごさいます。条例第７条第５項で準用する第６

条第２項の規定によりまして、本部会は成立致しました。それでは議事に入る前に、資料の確認をさせて頂

きたいと思います。次第と右肩に部会資料１とございます、「浅川部会の報告（案）」ということで、ご確認をお

願いしたいと思います。それから資料２として、「浅川ダムによる洪水調節の矛盾」という山岸委員からの資

料、それから番号付ってございませんけれども、「浅川ダム問題解決のために」という意見書が机の上にあ

るかと思いますので、ご確認をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは議事の方、よろしく

お願いしたいと思います。 

 

○石坂部会長 

資料の方、ご確認頂けたと思いますので、議事に入りたいと思います。それでは議事録署名人を指名さ

せて頂きます。本日の議事録署名人は竹内委員と武田委員の二人にお願いします。 
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質疑・討論（検討委員会への報告について） 

○石坂部会長 

それでは只今配布致しました資料１に基づきまして、この間の部会の議論の取りまとめ報告につきまして、

ご議論頂きたいと思います。前回の部会で私の方から報告を取りまとめるにあたっての基本的な考えにつ

いてご提案致しまして、その方向で良いだろうということで、ご了解を頂きまして、その後５人の委員の方か

ら、ファックス、メール等でご意見を頂きました。それを取りまとめさせて頂きまして、昨日までご意見を頂い

た訳ですが、私の方でまとめましたものを途中経過のものでありましたが、皆様にお送りをしてありますので、

目を通して頂いたかと思いますけれども、昨日までの補足、修正のご意見を加えましてまとめ直したものを

只今配布してあります。少しお時間を頂きまして、私の方から全文を今日皆様に配布するのは初めてでもあ

りますので、ちょっとスピードを上げまして読ませて頂きまして、それについて色々な角度からご意見を頂け

ればと思いますので、そんな風に進めさせて頂きたいと思います。資料１をご覧下さい。 

はじめに、長野市北部を流れる浅川は、飯綱山に源を発し、駒沢川、三念沢と合流しながら、豊野町を流

れ、小布施町地先で千曲川と合流する流路延長１７㎞、流域面積６８� の一級河川である。古くから洪水

被害を繰り返してきた浅川の治水対策として、河川改修で対応する場合は河川拡幅幅８０ｍとされたため、

家屋の移転、優良農地の大規模買収という点で地元の理解が得られず、昭和５１年に「ダムと河川改修」の

計画が合意され、昭和６０年建設採択、平成８年付け替え道路完成、現在までにダム建設事業の約５０％、

河川改修の約８０％まで進捗している。 

平成１２年１１月に、田中知事が本体工事の一時中止を表明し、改めて、浅川流域の治水・利水対策につ

いての見直し、再検討をすることとなり、「長野県治水・利水ダム等検討委員会条例」によって設置された浅

川部会は、公募で選ばれた住民委員参加のもとで１３回の部会と公聴会１回を開催し、議論を重ねてきた。 

上流、中流、下流で、利害や認識が大きく異なっている浅川流域で、ダム建設に対する賛否両論の委員

が、共通の認識を持ち、お互いの立場も配慮しながら、粘り強い誠実な話し合いでの合意をはかることを願

ったが、知事からの要請でもある「３月末までに一定のめどを出してほしい。」という期日との関係で、部会の

最終段階でも意見をひとつにまとめられない状況である。したがって、この報告では、残念ながら、部会の

議論を通じて明らかになったこと、意見の特徴についてまとめて報告することとする。 

第１部 「浅川流域の現状と課題」 古くから洪水被害を繰り返してきた浅川は、かつては河川改修の遅れ

から、富竹地区などで、住宅の２階付近に河床が位置するなどの著しい天井川で、さらに、ＪＲ信越線との交

差部においては、浅川がＪＲの上を水路橋で横過する全国まれな形態となっており、洪水のたびに流域住

民を破堤、氾濫の不安にさらしてきた。また、洪水時に、合流する千曲川の増水と重なることが多く、千曲川

の水位が高い場合、浅川の水が流下できないことによる氾濫（１次内水氾濫）と、浅川の水位が高い場合、

支川などの水が浅川へ流れ込まないことによる氾濫（２次内水氾濫）などが、下流域の洪水被害を深刻にし

ている。 

浅川の洪水被害は、上中流部における流下能力不足による外水氾濫と、千曲川との構造的な関係から来

る内水氾濫によるものである。 

上流域の飯綱高原などの乱開発、大型開発が規制されず、森林の持つ保水力が低下してきたこと、ダム

予定地より下流域の急速な都市化と開発が、流域での保水力低下をもたらしたことなどが、浅川への雨水の
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流出を早めるとともに、流出量を増やしている。 

このような現状の中で、過去の災害、とりわけ昭和５６、５７、５８年の災害を受け、昭和６０年１月に国・県・

市・町等の関係機関により「浅川流域治水対策等連絡会」が組織され、総合的治水対策について取り組み、

平成２年には千曲川合流点の排水機場を４４ｍ３／ｓに増強し、昭和５８年災害に対しては、床上浸水防止ま

での対応が完了したといわれている。 

今後の課題として、上流での森林整備や環境保全、土石流・流木対策、護岸整備や天井川の解消・流下

能力確保のための河川改修、中流部で勾配がゆるくなり、土砂堆砂が進む地形を考慮して、天井川の原因

になっている土砂流出対策、流出し、堆積した土砂の浚渫、浅川への都市部からの流出抑制の努力、内水

災害の解決に欠かせない、千曲川への排水、千曲川の改修促進、下流地区と協議しながらの立ヶ花狭窄部

の改修などが考えられる。 

第２部 「治水対策案について」  

１．治水対策案についての検討経過。平成１３年１１月２３日の第１回から平成１４年３月３１日まで、１３回

の部会を開催し、公聴会を１回開催した。概要は以下の通りである。第１回部会（午前）浅川流域の概況説明、

論点整理、（午後）上流部現地調査、（１２月４日）中流部・下流部現地調査。第２回部会、論点整理。基本高

水、ダムサイトの安全性、千曲川との関係、治水対策について論議していくことを確認。第３回部会、基本高

水ワーキンググル―プの報告を受け、基本高水について討議。第４回部会、安全性について、各委員提案

の治水対策案について討議。第５回部会、「浅川ダム地すべり等技術検討委員会」関係者への質問事項に

ついて、治水対策案の討議。第６回部会、「浅川ダム地すべり等技術検討委員会」元委員３名の出席による

説明。第７回部会、森林ワーキンググループからの報告、安全性について、治水対策案について討議。松

島委員の断層調査の実施を確認。第８回部会、治水対策案について討議。第９回部会、治水対策案につい

て討議。第１０回部会、治水対策案について討議。第１１回部会、国土交通省北陸地方整備局、千曲川工事

事務所関係者の出席による説明。松島委員からトレンチ調査結果報告。治水対策案について討議、公聴会

に提案する治水対策案について討議し、確認する。公聴会開催、流域住民５３名が公述。第１２回部会、公

聴会を受けての治水対策案について、部会取りまとめについて。第１３回部会、部会取りまとめについて。 

２．基本高水について。基本高水については、大きく意見が２つに分かれており、部会の議論の中で一

致できなかった。基本高水ワーキンググループの報告によれば（第７回浅川部会資料）、基本高水流量は

総合的判断で決定されるものであり、河川砂防技術基準（案）を常識的に読むことが妥当とされている。浅川

の場合も、基本高水算出に採用した降雨パターンにより、同じ計画規模１／１００（１３０㎜／日）でも、最小が

２２６ｍ３／ｓ、最大が４４０ｍ３／ｓと算出結果に約２倍の幅がある。基本高水を、現行計画通り４５０ｍ３／ｓと

する考え方は、ダムを含む治水対策案の考え方の根拠になっており、４５０ｍ３／ｓは現実的でなく過大だと

いう考え方は、ダムによらない治水対策案の根拠となっている。  

「現計画の４５０m3／ｓが妥当」。浅川は、急峻な山地から市街地平坦部に一気に流下する洪水の危険性

をもち、長野市全体の約１／４の人口９万人が生活し、推定資産総額９,５００億円を有する規模から、河川の

危険度および重要度を総合的に判断した場合、設定された計画規模「治水安全度１００年確率、基本高水 

４５０ｍ３／ｓ」は、現在全国的に用いられている流出解析法で算出されたもので、過去の降雨パターンから

起こりうる流量であり、将来計画を見込んだ妥当な数値である。また、他の河川とのバランスから大きすぎる
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値ではなく、これまでの地元や地権者への説明の経過や、すでに国の認可を得て進めてきた基本高水を

下げることは混乱を招くだけである。さらに、一昨年の東海豪雨のように近年１時間に１００㎜を越える雨が

多くなり、昨年９月の軽井沢での集中豪雨など、予想を上回る集中豪雨が発生している現状では、基本高水

流量を４５０ｍ３／ｓより下げることは実質的に治水安全度を下げることになるため、現計画の４５０ｍ３／ｓは

妥当である。 

「現計画の基本高水は過大であり、確率雨量を含めて再検討するか、既往最大相当の洪水を基準とする」。

基本高水の算出にあたり、必要とする雨量、水位、流量のデータが、限られた不充分なものとならざるをえ

ず（浅川の場合、治水基準点での流量観測はされておらず、これからである。）、採用する降雨パターンに

よって、数値に大きな幅が出る。また、実績降雨の計画規模への引き伸ばしの仕方によっても、数値は大き

く変動する。浅川の場合、この計算結果が１０の降雨パターンで約２倍もの開きがある。「この計算結果が、

せめて４０～５０％程度の開きであるならば、科学的といいえるかもしれないが、開きが大きすぎ、これでは

科学的に判断できる範疇にないといえる。」（第１２回浅川部会大熊報告）事実、降雨継続時間と実績総雨量

との関係（浅川）のグラフから読みとる限り、４４０ｍ３／ｓ、４１５ｍ３／ｓなどの流量を算出した降雨パターンは

１００年確率を大きくこえる確率降雨となっている。（第１２回浅川部会大熊報告）。現に、浅川流域では、雨量

が多かったが大きな被害が出ていない年もあれば、雨量はそんなに多くないのに被害が大きかった年もあ

り、原因は雨量の大きさだけでなく、河川改修や天井川改修の遅れ、千曲川へ排水できないことからの内水

氾濫など一律ではない。平均して、被害が大きかった年は、長期間降り続いた雨が多く、その年の降雨パタ

ーンをとれば、引き伸ばし率が小さく、流量計算の結果は小さくなる。現計画の「浅川ダム流出解析」による

と、１／１００（１３０㎜／日）の雨が降った場合、ダム地点で１３０ｍ３／ｓの流量とされているが、平成７年７月

の梅雨前線豪雨の場合、飯綱で１５４．５㎜／２４ｈ、1／２００超の雨が降ったにもかかわらず、北郷で最大 

３３．４ｍ３／ｓ、ダム地点で５４．６ｍ３／ｓで２．３８倍もの開きがある。めがね橋下流の天井川区間ピーク流

量は、基本高水２６０ｍ３／ｓに対して、７０から９０ｍ３／ｓで、実測値とあまりにもかけ離れており、信頼性に

欠ける。議論の過程では、従来の「河川砂防基準」では一般的に採用されており、現行の「河川砂防基準

（案）」のなかでも選択肢となっている「既往最大相当の洪水」を基準に、「浅川ダム流出解析」で検証すれば、

６１年型洪水で３３０ｍ３／ｓという試算も出た。以上の点から、４５０ｍ３／ｓは、ひとつの計算結果ではあって

も絶対値ではなく、幅のある数値の中から、総合的に判断して、より信頼性のある、納得できるものを選ぶべ

きである。雨量、水位、流量のより正確なデータを集めて、計算し直すか、降雨パターンを妥当性のあるも

のを採用する、実績降雨の計画規模への引き伸ばし方の再検討、既往最大相当の洪水を基準として考える、

などの再検討が必要である。  

３．ダムサイトの安全性。 ダムサイトの安全性にも、多くの議論の時間を必要とした。浅川部会として、「浅

川ダム地すべり等技術検討委員会」の川上元委員長、赤羽、奥西元委員に出席を要請し、説明を聞き、質

問をした。また、小坂信州大学教授からも文書で意見が寄せられた。その結果、安全性を検証したとされて

いる「浅川ダム地すべり等技術検討委員会」は、安全性のすべてを検討したのではなく、調査は不充分なも

のであったことが確認された。浅川部会として、ダムサイトのＦ-Ｖ断層の追加調査を松島委員に依頼した。

調査の結果、Ｆ-Ｖ断層は第四紀断層（活断層）であることが「浅川ダム地すべり等技術検討委員会」の２名の

委員を含め、立ち会ったすべての専門家によって確認された。しかし、その活動度については限定された
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調査であることもあり、意見が分かれている。部会での議論の中でも、土木工学的に対応できるかどうかで

意見が分かれた。対応できるとする意見は、ダム建設に賛成する意見であり、ダム建設に反対する委員は、

安全性の保障はなく、造るべきではないと主張した。 

「地質的に、ダム建設に支障はない」。ダムの安全性は、「旧建設省土木研究所」および、専門的な知識

をもつ県内外の学識経験者による「浅川ダム地すべり等技術検討委員会」が、客観的に技術検討を行って

妥当としたものであり、それを尊重する。今回の部会からの疑問および現地調査の結果に対する元委員の

見解においても、結論を見直すべきとの主張は出されていない。Ｆ-Ｖ断層については、新河床礫層への影

響が少なく、変位量も確認できず、旧河床礫層への影響が地震動によることも考えられる。また、上流部で

裾花凝灰岩とその上位の一ノ瀬砂質シルト岩層との境界がずれていないことから、断層は大きなものでは

ないと判断される。「浅川ダム地すべり等技術検討委員会」で、「浅川ダム予定地には、ダム建設に支障とな

る第四紀断層は存在しない。」とした結論は、今回の調査結果を踏まえても変わるものではなく、工学的見

解を揺るがすものではないため、「浅川ダム地すべり等技術検討委員会」の結論は尊重すべきである。また、

スメクタイトを多く含む地盤であっても脆い地盤ではなく、その分布範囲や性状が調査されており、通常の

施工方法でダム建設は十分可能であるという国の認可と県の認識が示された。アルカリ性湧水はコンクリー

ト劣化の原因とはならない。したがって、地質的な問題点は土木工学的に対応可能であり、浅川ダムの安全

性は確保されると考える。なお、工事実施に必要な調査等については、充分に配慮し、慎重な対応を行う。 

「ダム建設に、安全性の保障はない」。浅川ダム建設予定地は、地すべり防止区域に隣接しており、個人

は６ｍ３をこえる小さな池も許可されない。ダム地帯は長野盆地西縁部断層地帯に接し、また北部フォッサ

マグナ津南―松本構造線、信濃川断層帯にも接する危険な地質構造の中に計画されている。安全性を心

配する住民らの指摘によって、深い地すべり発覚後設置された、「浅川ダム地すべり等技術検討委員会」が、

安全性のすべてを検討したのではなく、肝心な調査も不充分であったことは、浅川部会による追加調査で 

Ｆ-Ｖ断層が第四紀断層（活断層）と確認されたことで実証された。「浅川ダム地すべり等技術検討委員会」は、

建設省の「調査指針（案）」で示された調査手法への適否についても、「指針（案）」そのものについても議論

しなかった。「指針（案）」では、「一次調査の結果、第四紀断層またはその疑いのあるものがダム敷近傍に

存在するとき、あるいはダム敷近傍に存在する可能性があるときには、二次調査を実施する。」とされている

にもかかわらず、調査は不充分なままだった。また、地附山地すべり発生原因の裾花凝灰岩とスメクタイト

（モンモリロナイト）の分布を知っていながら、これを一度も議論しなかったことも、地すべりの安全性につい

て検討したとはいえない。限られた調査の中でも、第四紀断層が確認されたことや、右岸凹地の隆起、スメ

クタイトをこれだけ多く含む脆い地盤・地質への大型ダム建設の事例は全国的にもまれであり、阪神大震災

でも大丈夫だったといわれる布引ダムは、硬い地盤上への建設であったにもかかわらず、ひび割れを億単

位の予算をかけて補修しており、地すべり地帯へ造った群馬県下久保ダムの下流域では、３０年後に建設

省が直轄で総額３８０億円の地すべり対策工事に追われる結果となっている。アルカリ性湧水によるコンクリ

ートの劣化も心配される。地附山災害でその責任を認める結果となった長野県が、再び同じ過ちを犯すこと

のないように、たとえ、技術的に可能であっても、建設後の堆砂の問題を含め、ダム災害の可能性も予想さ

れる危険な場所へのダム建設は避けるべきである。 

４．森林の整備について。ダム上流の森林の整備と復元により、保水力を高めることができ、土砂・流木の
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流出を最小限にとどめることができる。森林の有効貯留量は過小に評価されている。（森林ワーキンググル

ープの報告） ①ダム予定地上流の森林約１，０００ヘクタールのうち、カラマツ・杉の人工林は５００ヘクター

ル程度であり、これらの人工林を強度に間伐して、林内に広葉樹を誘導することにより、針広混交林を造成

すれば、保水機能を増加させることができる。間伐作業に並行して、山腹工、床固工、治山堰堤の整備など

を行えば、土砂崩壊を防ぐことができ、流木対策にもなる。間伐材は、林外に搬出し、河川改修などに利用

すれば一石二鳥である。また、浅川に合流する各支川の上流にも、必要な森林整備を行う。 ②ダム上流の

既開発地域の復元を図る。 京急ゴルフ場の調整池を、３０年確率から１００年確率にして、調整池の拡張を

するべきである。スパイラル施設の調整池を連続させて増設する。ダム建設のためにすでに伐採した２１ヘ

クタールの森林は早急に広葉樹を優先して再造林する。飯綱スキー場を森林に戻すことも検討する。当面、

スキー場駐車場および周辺グランドの浸透性を高める施策を実施する。 

５．浅川への流出抑制、内水対策など総合治水対策。浅川の治水対策を考えるうえで重要なことは、ダム

建設予定地より下流での都市化が急速に進んでいる現状の中で、浅川への流出量を抑制するための多角

的で具体的な努力を払うこと、また千曲川の水位により、自然流下が困難になる構造的な問題から来る内水

被害の軽減のために具体的な対策を強化することである。部会の議論の中で、浅川にダムができれば、穴

あきダムによる洪水調節で、ダムがない場合より、千曲川への浅川流量の排水が遅れて長期化し、千曲川

の増水と重なりやすく、排水が困難になるために、かえって内水氾濫を助長する可能性が高いことが確認さ

れた。とりわけ、下流域の深刻な内水災害対策、流域対策は、ダム建設の有無にかかわらず、重要な問題と

して解決を迫られている。具体的には、現在までの「浅川流域治水対策等連絡会」での取り組みの教訓を生

かし、更に、県、市、町、住民が一体となった取り組みを強める。たとえば、現在までに流域内で実施された

主な雨水対策として、長野市建設部所管の雨水調整地等は、学校校庭貯留８箇所、下水道雨水調整池３箇

所、区画整理調整地４箇所、開発行為調整地６箇所、その他調整地２箇所の合計２３箇所であり、合計貯留

量は３７，５１０ｍ３である。今後さらに、公共施設を中心に雨水調整地や貯留施設の新設・拡充を図るととも

に、それを補完する各戸貯留・浸透の取り組みに、住民が自らの問題として取り組むとともに、新たな助成制

度も検討するなど、行政と住民が一体となった取り組みが、今まで以上に求められている。浅川流域の自然

環境の保全、森林や水田の保全に努め、森林での土砂流出防止策をとるとともに、上流部（たとえば浅川と

南浅川の合流部）に沈砂池を造り、その都度、排砂、排礫を実施する。河川勾配のゆるい中流部では、こま

めな浚渫を心がける。土地利用の適正化と必要な一定の開発規制、長沼幹線排水路をはじめとする排水路

の改修、小河川対策（特に流出量の多い駒沢川、田子川など）、適切な場所への遊水地の設置なども検討

する。また、ハザードマップの公表や情報化をはじめとする防災システムの確立に努める。これらの対策を、

総合的に取り組む。 

６．超過洪水対策。ダム建設の有無にかかわらず、また、基本高水の設定をどうしようが、計画をこえる洪

水の発生する可能性をゼロにすることはできないため、計画を超えた洪水に対応できるよう、用地買収や補

償契約、経済的優遇措置を含む遊水地の確保等、超過洪水対策をとる。その際、できる限り、自然環境に配

慮した多自然型工法を採用する。ただし、基本高水の考え方の差で、超過洪水の発生頻度などの差が生じ

る可能性について検証し、補償契約などを検討すべきである。ハザードマップの公表を行う。 

７．千曲川への排水、千曲川の改修。千曲川排水機場の能力アップ、千曲川の河川改修（無堤防地区の
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築堤、堤防強化、河床浚渫、等）の促進、下流地区住民との話し合いや協力のもとでの立ヶ花の狭窄部の改

修、解消を国に働きかけていく。桜堤の実現。  

第３部 「利水対策について」 

１．利水対策案についての検討経過。 第１回部会 、浅川流域の概況説明、論点整理。（午後）上流域の

現地調査実施。（１２月４日）中流域～下流域の現地調査実施。第２回部会、論点整理。第９回部会、利水ワ

ーキンググループからの報告、利水対策について討議。第１０回部会、利水対策案について討議、次回部

会で長野市から産業廃棄物処分場の水質調査報告を提出することを確認する。第１１回部会、公聴会に提

案する利水対策案について討議し、確認する。公聴会開催、流域住民５３名が公述。第１２回部会、利水対

策案について討議。部会取りまとめについて。第１３回部会、部会取りまとめについて。 

２．浅川ダムからの水道用水取水の是非について。多目的ダムである浅川ダムは、水道事業者である長

野市が、日量５，４００ｍ３の水道用水の取水を計画している。利水ワーキンググループからの報告により、

長野市の給水量予測は、計画時より大きく下回っており、水が足りない現状ではない。しかし、ダムからの取

水の是非については、必要とする長野市と主に安全性を心配する反対意見とに分かれ一致できなかった。 

「長野市はダムからの取水を希望」 長野市は、「犀川からポンプアップしている水はコストが高く、電力使

用による環境への負荷もある。野尻湖からの取水は６月から９月が不可能であり、安定した取水を確保した

い。一般的に、河川の流域にはさまざまな事業所・施設等があり、そのことにより、取水をやめることはでき

ない。そのために、水道の原水として適当であることを水質検査で確認し、安全性の確認をしている。現在

までの浅川の水質検査結果は、いずれも良好な状態であり、水質の安全性に問題はないが、今後も検査を

強化していく。浅川ダムからの取水は、自然流下で、コストも低い。危機管理および渇水対策の面からも、市

北部地域に水源を確保したい。」として、浅川ダムからの取水を希望している。  

「ダムからの取水に反対」 ダム予定地には、上流にゴルフ場、何度も警告を受けている産廃処分場があ

り、水質の安全性に不安がある。安定型処分場といっても再三警告を受けている業者であり、安定５品目の

保障はない。また、操業は停止しても、積み上げられ、蓄積した産廃から、長年のうちに流出する成分につ

いて安心できない。年一回の水質検査では、何もわからない。汚染の恐れのある水を、多額の負担金を払

って取水しなくても、長野市の水は足りている。１１億２，０００万円の建設費負担、その後の管理費負担は水

道料金引き上げの要因になる可能性もある。 

第４部 浅川部会が取りまとめた治水・利水対策案。 １３回の部会と公聴会を通じて議論を重ね、部会とし

て取りまとめたのは、以下の２つの治水・利水対策案である。時間的な制約から、部会としては基本的な考

え方についての取りまとめにならざるを得ないことから、検討委員会の検証によって、その趣旨が生かされ

るように提案するものである。また、最終的な対策案の選択にあたっては、完成時期や財政的な問題、費用

対効果など総合的に判断されるべきである。 

１．ダムと河川改修を含めた総合的治水対策案。浅川は、県下で初めての取り組みとして、昭和６０年１月

に国・県・市町の関係機関により組織された「浅川流域治水対策等連絡会」により、浅川における総合的治

水対策の方法について検討し、関係機関が実施する具体的な対策案を確認した。この中で、浅川の治水対

策は、基本高水流量４５０ｍ３／ｓのうち、河川の流下能力を超えた１００ｍ３／ｓをダムでカットし、ダムと河川

改修による外水対策、内水対策およびこれらを補完する流域での多角的な雨水対策と関係事業が今日まで
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実施されており、今後も促進していかなければならない。浅川流域の人口、資産および近年の異常降雨等

を総合的に判断した場合、１００年に一度の洪水を想定した治水安全度を満足するダムと河川改修は、甚大

な被害を解消する外水対策として必要不可欠である。ダムによる治水対策手法は、確実な洪水調節が図ら

れるとともに、多くの実績を有することから信頼度が極めて高い。浅川ダムは、１００年に一度の洪水だけで

なく、小～中規模の洪水に対してもピーク流量をカットすることにより、河川の安全度が増し、また、不測の

鉄砲水等にもその効果を発揮する。わが国の洪水は、地形が急峻であることから、豪雨時には雨が短時間

で河川に集まり、一気に下流域を襲うこととなり、その最大流量（ピーク流量）は、非常に大きく時間が短いと

いう特徴がある。したがって、ピーク流量にあわせた河川改修は、大断面となり不効率であることから、洪水

の主要因であるピーク流量をダムでカットすることが、流域全体の治水対策上最も効果的である。ダムと河

川改修をセットとする計画は、河川のみの計画と比較して下流域の河川改修断面や附帯する橋梁工事等の

規模が小さく、工事・用地補償費等においての経費を低減でき、家屋移転等の対象戸数において流域住民

に与える影響が少ない。ダムに変わり都市部に計画される同等の対策案は、多額の費用と二重投資が憂慮

されるとともに、完成までに長期間が予想されることから、浅川ダム本体工事の契約が完了し、河川改修事

業が約８０％進捗している現在の計画は、効率性および経済性等において最善の治水対策事業である。ま

た、ダムは洪水時に多量の土砂や流木の流出を防ぎ、下流河川で発生する甚大な被害を防ぐ働きも併せ

持っており、防災上その効果は極めて大きい。ダムにより、１２㎞余に及ぶ河川の浚渫頻度の減少と安定し

た流水を確保でき、水生動植物等の生息環境の保全が図られる。ダムによる洪水量カットは、浅川本川の洪

水ピーク時の流下量を減らすため、流域の支川河川や排水路の合流を容易にし、浅川沿線地域の排水路

等における浸水防止効果がある。河川整備のあり方として、これまでの治水対策は、雨水を川に集め、早く

安全に下流に流すことが基本とされていたが、広域的視点から、降った雨はその場所に貯め、下流域に迷

惑をかけないことが、上下流共生面で大切な事柄である。ダムは治水と利水効果を併せ持つことができ、灌

漑用水・水道水源の安定供給による渇水対策が図られるとともに、河川の正常な環境を保つための維持流

量の確保ができる。長野市北部地域の安定した水源確保のため、浅川ダムから５,４００ｍ３／日の取水を計

画している。検査体制を強化し、水質基準を満たす水を配水する。 

２．河川改修と流域対策の総合的治水対策案。古くから洪水被害を繰り返してきた浅川は、天井川で、洪

水のたびに破堤・越水の危険に見舞われてきたが、現在までの河川改修でその主要部分である吉田、稲

田、富竹地域については基本的に天井川は解消された。また、洪水時における千曲川の増水と重なること

が多く、構造的に千曲川への排水が困難になることが、下流域の洪水被害を深刻なものにしてきた。河道

狭小、堤防が軟弱なまま長期にわたり改修がなされなかったことも、被害を大きくした原因である。上流域の

飯綱高原の乱開発、大型開発が抑制されず、森林の持つ保水力が低下してきたこと、ダム予定地より下流

域の急速な都市化現象による雨水排水等、都市型洪水に対する対策の遅れも解決を迫られている。このよ

うな、浅川流域の特徴と歴史的な変遷から、浅川にダムができれば、下流部において千曲川の増水と重な

りやすく、排水が困難になるために、かえって長時間かつ多く水がとどまることになり、内水災害を助長する。

また、浅川ダムの建設地は、長野盆地西縁部活断層群の集中する市内でも一番危険な場所（地すべり防止

地区・砂防指定地内）であり、部会の追加調査でダムサイトに第四紀断層（活断層）が確認され、住民の安全

を考えればダム建設は避けるべきである。技術的に可能というだけでダムを建設するべきではない。現行
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計画の根拠となっている基本高水４５０ｍ３／ｓは、算出根拠となっている水位、雨量などのデータが極めて

限られており、採用する降雨パターンによっても数値に幅がありすぎることから、既往最大相当の洪水を基

準として基本高水を選定するべきであるという意見が出された。過去に実際に被害が出た洪水の例から、 

１／１００の降雨の場合の洪水を検討してみると、４５０ｍ３／ｓは過大である。既往最大相当の洪水を現在の

「浅川ダム流出解析」に当てはめると、およそ３３０ｍ３／ｓとなる。しかし、納得できる基本高水の算出、選定

については、時間的制約から、検討委員会の検証にゆだねたい。以上の点から、基本高水を納得できるも

のに設定し、浅川の河川改修を早期に実施する。未改修部分の河道断面の若干の拡幅、堤防の嵩上げや

調整地の組み合わせによる現行の改修計画の実施で、浅川本川の洪水被害は基本的に解決される。上流

部の土砂流出防止対策、中流部上部（上松～真光寺）辺に砂防堰堤と沈砂池等を検討し、中流部の堆砂は

こまめに浚渫する。改修にあたっては、コンクリート工法をできるだけ避け、多自然型河川工法を用いる。浅

川上流部の飯綱高原を県水環境保全条例に基づく「保全地域」に指定し、ゴルフ場等大規模開発の縮小を

図り、猫又池等ため池の堰堤補強対策をし、乱開発の防止と森林の整備事業を行い、森林率、保水力の向

上を図る。最下流部に、土地所有者に対する用地買収を含む優遇措置を考慮しながら、親水公園を兼ねた

遊水地を検討する。都市型洪水等による内水対策として、既設の滞水池、調整地の整備補強を図る。（運動

公園の地下貯水池の拡充）長沼幹線排水路の改修をはじめ、都市排水路の改修、排水機場の改良を図る。

区画整理事業、一般宅地開発事業、大型公共事業について、治水・利水事業計画との調和と見直しを進め

る。農業振興地域の保全に勤め、水田農業の拡大保護対策を充実する。 

おわりに、１１月２３日の第１回部会以来、約４ヶ月余の浅川部会で、従来は一同に会する機会のほとんど

なかった浅川上流、中流、下流のダム建設に対しては賛否両論の異なった意見を持つ住民と専門家、市・

町長が、同じテーブルで議論を重ねた経験は、貴重なものであった。 

部会での議論を通じて、共通の認識が深まった点、意見が分かれたままの点はあるものの、この部会で

議論されたことが、今後の浅川流域の望ましい治水・利水対策に少しでも多く生かされることを願っている。 

部会を終了するにあたり、時間的制約から検討委員会にお任せする部分については、くれぐれも、部会

の意見を尊重する形で検討していただくことをお願いしたい。 

また、県当局をはじめとする関係行政機関におかれては、部会の議論を通じて明らかになった事実や問

題点を含めて、今後の浅川流域の治水・利水対策の結論がどのようなものになろうとも、住民に対する説明

責任を果たしていただきたいことを強く要望するものである。 

多少お時間を頂きまして、恐縮ですが、以上のように皆様のご意見を、それからこの間お寄せ頂きました、

ファックス、メールなどのご意見を盛り込ませて頂きまして、この間の部会の議論を取りまとめさせて頂きまし

たので、これにつきまして、どんな角度からでも結構ですが、皆様のご意見をお願したいと思います。どな

たからでも結構です、よろしくお願いします。はい、内山委員。 

 

○内山委員 

一番基本的なことなんですが、この浅川部会報告案が両論併記で、とにかく両方からの主張が羅列され

て並んでいる。これは今まで１３回に亘って部会を開いてきましたが、こんなものを造るつもりで部会の論議

をやってきた訳ではない。とにかく時には丸 １々日というような、土日を主に使いまして、みんな貴重な時間
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を割いてやってきた。これがなぜこんな両論併記になってしまうのか、これはどうしても頷けませんし、なぜ

両論併記しなければいけないのか。今日は最後の例えば、５時まで、ぎりぎりまで、両論併記でいいのか、

そうでなくて、浅川部会としての主案、それに対しての付帯意見という様な形で、できれば、付帯意見がなく

て一本化できれば一番良い訳ですが。そういう形でまとめるべきだろうと、こういうふうに両論併記で並べて

しまいますと、一体どちらがどうなのか。部会の論議の今までは何だったんだと、不毛の論議だったのか。

こういうことになりかねない訳です。これが私は部会としての結論のまとめについては、両論併記はできる

限り避けるべきであると。一番最後のところに、部会での結論を尊重して検討委員会に下駄を預けると、検

討委員会にお任せする部分については、くれぐれも部会の意見を尊重する形でと書いてある。では部会の

意見というのはどっちなんだ。こんなこと書いても、部会として、浅川ダム計画についてこう判断しますという

ものがなくて、検討委員会に下駄を預けるというのは卑怯ですよね、一番安易な逃げですよね。そんな為

に私はこの部会に出席して、今まで論議をしてきたんではない。だから、この両論併記案はもう一度、今日 

１日かけて、両論併記ではない方向でのまとめに最大限の努力をすべきである。どうしても今日でまとまら

なければ、浅川部会を延長してでも、この問題は解明すべきであると、私はそう考えます。 

 

○石坂部会長 

私の考え方につきましては、今読ませて頂きました様に、「はじめに」と「おわりに」に、今のご意見にお答

えする形で記載してありますので、皆様のご意見をお願いしたいと思いますが、はい、藤原委員。 

 

○藤原委員 

私も前から言っているんですけれども、この浅川部会に出されたのは、大きく２つの意見が出された。 

それを浅川部会で検討して、とにかく浅川部会としてできれば一本化するというのが、とにかく長い間お互

いに議論をしてきて、だいたい見えてきたところではないかというふうに思っているんですが、ところがそれ

よりももっと前に１０回を過ぎた頃から新聞で、両論併記、両論併記と出ているんですよね。ちょっと腑に落

ちないんです。今日を含めての意見交換をやって、できれば一つにまとめる。もしくは少数意見も当然尊重

して、少数意見として付けるような形で、だいたいの意見をまとめるというのが、これが浅川部会の在り方で

はないかと思いますし、この両論が平行のまま出ていったのを検討委員会に出されて、尊重してくれと言え

ば、これは検討委員会でも両論でまとめて、それを今度知事に答申すると、そんな形になってしまうと思うん

ですね。やはり検討委員会というのは、この１３回の議論を経て、そしてそのまとまった意見というのを尊重

するのは良いですけれども、もうひとつ新しい見地が出てきて、それはここには検討委員会の方は６人しか

入っていませんので、浅川部会に入っていない検討委員会の方も入って、新しい意見になるかもしれませ

んけれども、とにかく私どもがここで、部会で議論をしてきたというのは、やはり一つの意見にまとめたいと

思ったからやったと思うんですね。ですから、そういう意味では一番最初のところ、意見を一つにまとめられ

ないというのは、まだここで書くのは早すぎると思いますので、今日まだ時間がありますから、そういう意味

での努力をして頂きたいと思います。 
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○石坂部会長 

はい、山岸委員。 

 

○山岸委員 

私もほぼ同じような意見を持っております。というのは、１３回やってきた成果が両論併記ということで済む

のかどうかということです。１３回の中に今まで無かった新しい事実が次から次へと出てきている訳です。例

えば、地質の面でいけば、第四紀断層がなかったというのが、第四紀断層があったと、ただ問題はどういう

ふうに動くかということだけで、５名の内の４名の方が動く心配があるといっておられる訳ですから、そういう

問題が出てきた。それから後で私もしっかり申し上げたいと思いますが、ダムを造っても内水災害が治まら

ない。これもここで確認されている訳です。更に、ダムを造った方が氾濫はもっと激しくなるんだと、そのこと

もほぼ明らかになってきている訳でございます。そして森林の保水力というのが、私どもが考えている以上

に非常に有効なものだということも分かってきた訳です。そしてまた水質の問題についても、大変、心配が

あるということが明らかになってきた。これについては議論もあります。だから、ほぼ明らかになった点、そ

れから議論のある点を含めましても、今日意見を今日５時なり、５時半まで、最終的には、部会長が決断する

だろうということになるだろうと思うんですけれども、やはりぎりぎりまで、私は討論を深めるべきだと思うんで

す。丸投げという言葉、最近使われるようになりましたが、検討委員会に丸投げするような形で、私はこの浅

川部会、これほど時間を割いて、ダムに賛成の人も反対の人も真剣に討論したものを、ただ両論併記で丸

投げする様な形は、私はやはり納得できません。 

 

○石坂部会長 

ちょっと、お断りしておきますけれども、私が取りまとめましたものはあくまで、第１２回までの部会の議論

の到達点でまとめさせて頂いております。例えば、部会長の決断というご発言ありましたけれども、私の一存

で結論を出すということはできないし、するつもりもありません。この取りまとめを書くにあたりまして、注意し

ましたのは、今のご発言の中にも出ておりますけれども、全体として共通認識になった部分は何かと、意見

が分かれている部分はどこかと、そこがこの報告を受け止めて頂いた、検討委員会や県民、流域住民の皆

様に理解して頂けるようにということを配慮して、まとめさせて頂きましたので、真二つに何もかも一致できな

いということではない訳で、そういう意味では部会の議論の過程は活かされているのではないかと思ってお

りまして、ご意見は分かりますけれども、一致できない意見が部会の最終段階で、今日の部会がありますの

で、１２回まではそうであったと、大きく意見が分かれている点で、更に議論を重ねて頂いて一致が図られ

れば一つの方向にということも可能かと思いますけれども、それを議論して決めて頂くのが、くれぐれも今日

ご参加頂いております部会の皆様でありまして、部会長の私がどちらかに決めるという、そういう権限を持っ

ている訳ではありませんので、その点、よろしくお願いしたいと思います。続きまして、どうぞ。はい、内堀委

員。 

 

○内堀委員 

部会長のご意見がごもっともだと思います。ご承知のように浅川部会は住民、流域の意見を聞くというの
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が、当初からの目的でございまして、その中で両論出るのは当然でございます。その中で話し合って今日

まで来ております。その中で理論的に証明される方、流域の声を申し上げる方、これはそれぞれ立場や

色々違いますから、当然ではございますが、ここへ来て一本に絞るということは、今までの流れの中で絶対

できないと、こんなふうに思いますし、石坂部会長がおっしゃる通りでございます。私どもはこの１３回の中

で訴えて参りましたが、流域住民の声というものに是非、耳を傾けて頂きたいと。両論出るのは当然であっ

て、一本に絞るということは、無理なことは今の時代には沿わないと、こんなふうに思います。以上です。 

 

○石坂部会長 

ご意見の別れている部分が議論の中で一致できれば、それはまとまっていくと思いますし、現時点では

大きく分かれている部分がありますので、そこはどう一致できるのか、別れたままなのかという、具体的なご

議論を頂いて、取りまとめに向かっていった方が良いかと思いますので、この部分について大きく意見が分

かれていると、いくつかの記載させて頂きました。例えば、基本高水についての考え方とか、安全性の問題

を技術的にクリアーできる、良いのか、悪いのかということや、それからダムからの取水の是非とか、他にも

ありましたか、意見の分かれているところについて、議論の中でお互いが理解し合って、一致できれば、当

然ひとつに行くことも可能性としてはある訳ですので、具体的な問題で、ここは合意していくべきではない

かと、そんなふうにご議論頂ければ、私としても大変有り難いと思います。はい、小林委員。 

 

○小林委員 

部会長のご報告の案という形でお聞きしたんですけれども、意見の分かれているところについて、こうい

う形で報告の案という風にお示めし頂いてしまうと、感じとして、これで固定化された印象を受けるんですよ。

私は例えば、基本高水の問題についても、それから千曲川合流点での治水対策の面についても、それか

らもうひとつ大事なダム地点での地すべりの問題ですね、これはお互いに良く詰めて話し合えば理解のい

かない問題ではないと思っているんですよ。例えば、ダムに賛成の委員にも私もう少し具体的に詰めた話

をして頂けないものかと、そういう部会長としてのあれを頂ければ良いのかと思っていた訳です。そういう意

味では鷲澤委員からの案についても私、前々から検討をしているんですけれども、例えば、基本高水という

言い方になるんでしょうけど、ダム地点での水の流出量というんですか、絶対にあんなに水、出っこないん

ですよ、どう考えてみても。これは県の流出解析の表を見させて頂いても、過去の実績を見ても今まで、内

山委員の方からもそういう点について明らかにされてきた訳ですけれども、そんなに水が出もしないところ

にダム造る必要があるのかという点をもうちょっと虚心坦懐に話し合えば分かる話だと思うんです。内堀委員

の心配されている浅川の水を上流で止めてもらいたいという、もっともな意見なんですけれども、浅川の地

図を見ても、現場で見ても、一ノ瀬のあそこにダムを造ったって、実際に水なんて止まらないんですよ。何

の価値も無いんですよ。それは駒沢川、田子川や新田川の上流にあれだけの団地が出来てしまって、しか

も治水対策、そういったものがほとんどなされないままにきているから、古里のあそこで大水が出る訳です

よ。実際に飯綱高原に降った雨で浅川に洪水があったなんていう例は無いんですよ。そんなところに４００

億円もかけてダム造る必要なんてまったくないんです。ですから、その点は私は色々な大義があって言っ

ている訳ではないんです。それは話し合えば分かる話であって、その話し合いが足りないところが問題が
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あると思うんですよ。公聴会の席でも出た訳ですけれども、大変言いづらいことですけれども、県の今まで

の吉村県政の時代からのダムに対する説明が誤っているんですよ。そういう誤った説明をまともに受けて、

それでダムを造って欲しいと来ている訳です。それは行政とすればまともに取り上げれば、まったく誤って

いる。例えば、ダムを造って大洪水になったらどうするんですかという話になるんですよ。過去の昭和２５年

の既往最大の雨量を見ても、平成７年の洪水の状況を見ても、昭和５６年、５７年、５８年、３年に亘る洪水の

例を見ても、浅川の一ノ瀬でダムを造って止めたって、絶対にそんなの止まらない、そんな話にならないん

ですよ。３０ｍ３／ｓか４０ｍ３／ｓくらいしか雨が出ないんですよ。そういうことは話し合えば分かる話であって、

角突き合わせて、反対派だ、賛成派だと言い合う必要は全然無いんだと思うんですよ。そういうことが分かっ

て頂けば、おのずと治水対策というのは、出て来るんですよ。だから、そういう点で今までの１２回の議論の

中で、例えば、一ノ瀬の地点の、ダムの地点で実際に１３０ｍ３／ｓの水が出るのかどうか、ということを絶対

に出ないと言っているんですよ。それに対する反論が何にもないんです。小林の言うことは嘘だというので

あれば、色々な事実を持って、反論して欲しい、私を納得させるような資料を出して、説明して欲しいんで

す。私も飯綱高原については仕事の関係で過去２０年間以上、あそこで仕事をしてきたんです。その中で

何が一番恐いかというと、やはりため池なんですよ。北郷の人達は水田を開発するにあたって、大池の水

や猫又池の水もらえないんですよ。あれは浅川の土地改良区の水で地元の北郷の人達がもらえないっきり

に水田ができなかったんです。その水田を作りたいが為に、自分達のため池を作って欲しいと言ったら、中

曽根の人達に猛反対をされて、危険なところに池なんかとんでもないと、要するにダムとかため池とかにも

の凄い厳しい条件を付けていた訳です。それは付ける訳なんです、あれだけ地すべりがおきる地域なんで

すから。ダム地点は更に地すべりが起きる地域なんですよ。ですから、そういったことを色々考えると、やは

りあそこにダムを造って水を止める。ひとつには非常に危険であるし、ダムを造ったって、全然水が止まらな

い。下流部における水害の対策になんか、何一つならないんですよ、なるのであったら、是非この場で、お

っしゃって欲しいんですよ。その点でもし一致ができれば、基本高水についてはダム無し案で行ける訳で

すよ。立派な報告になると思うんですけれども、その点いかがでしょうか。是非ともダムを造って欲しいという

方 、々その点について是非、発言して私に分かる説明をして欲しいと思います。以上です。 

 

○石坂部会長 

山岸委員、手を挙げておられましたが、違う問題ですか。はい。 

 

○山岸委員 

少し、今の小林委員の発言とちょっとずれるかと思って遠慮したんですが、やはりもう時間もないようです

から、申し上げたいのですが、やはり私は基本高水４５０ｍ３／ｓというのはあまりにも高すぎるのではないか

ということで、実は大熊委員の出されたレポートをじっくり読ませて頂いて、とにかく基準モデルに１０パター

ンの内、昭和６１年９月洪水を使ったというのはどうにも解決できない矛盾をはらんでいるのではないかと思

います。ここに浅川流出解析がありますけれども、このハイドログラフを見ますと、まったく異常なんです。短

時間、１１時間に集中豪雨的に降ったのを２４時間に引き伸ばしている訳です。ですから、１１時間で確率を

検討すべきだというのは当然のことだと思うんです。私も水文学をやっている方にもちょっと相談してみたら、



 

 14 

大熊委員は２００年くらいの引き伸ばしになっているのではないかと言われたが、その人はひょっとすると 

３００年くらいになっている可能性もあるのではないかと、言われております。それがひとつ。１日２４時間で

引き伸ばすとすれば、やはり長期にわたって、２４時間に降った雨を選ぶのは当然のことであります。そうす

ると昭和５８年、５７年型を選ぶのが当然のことであります。ですから、どうしても昭和２５年型の、これは先程

言いました様に昭和６１年型とハイドログラフが似ている訳です。だからむしろ退けて、昭和５７年、５８年型

を選ぶべきです。そうするとこの昭和５８年で２４８ｍ３／ｓ、昭和５７年で３１５ｍ３／ｓというのが、出てきてい

る訳ですから、私はそもそも基準モデルのデータがいい加減だったと、不十分だと思います。流量計測に

しろ、雨量計測にしろ、この前内山委員が言われたように、本来これは白紙に戻して、やり直すべきだと思う

んです。しかし、やはり今の段階でいくつかある流量の中で何を選ぶかとすれば、異常なものは避けて、や

はり２４時間、１日雨量に相応しい、もっとも災害の危険をもたらしたものを選ぶということは当然のことでは

ないかと思うんです。ついでにもうひとつ大事なことを大熊委員は言われたと思うんです。宮城県大川の治

水計画でありますが、これもじっくり読ませて頂きますと、河口曙橋地点で１，０００ｍ３／ｓを約２００ｍ３／ｓ 

カットするという訳で、新月ダムで２００ｍ３／ｓ調節するということです。また上水道の取水量も３万６０００m３

で浅川ダムの６倍になっている訳です。ですから、行ってみないから私は分かりませんが、浅川ダムの２倍

以上の川ではないかと思うんです。しかし、それが５０年確率で、決めているんですね。その５０年確率を決

めた平成１２年、２０００年６月に注目すべきだと思うんです。この頃から建設省の考え方が変わってきている

訳です。国、県の色々な状況の中で。だから本県でも大仏ダムも県がこれは止めるべきだと言って、建設省

がそうだと認めている訳です。そしてまた千曲川の上流ダム、これは２０年来の問題だったんですが、造る、

造ると言ってきたのですが、この千曲川上流ダムも、国土交通省ですか、これもきっぱり止めている訳です。

ですから、今やはり環境の時代に入って、非常に財政的にも苦しい状況の中で、変わってきている訳です

ね。そういう点であまりにも過大な基本高水量というのは大変矛盾があると私思います。 

 

○石坂部会長 

はい、鷲澤委員。 

 

○鷲澤委員 

基本的に部会長のご発言というか、両論併記ということについては、これだけばらばらですから、やむを

得ないというふうに私は思います。これをひとつどちらかに、今日１日それはそれで結構ですけれども、基

本的にはこれを一つにまとめるということ自体に、ある意味では問題があるだろうと思いますし、私も実はで

きるなら一本化したいと思っていました。だけど１２回を通して、色々なご意見があるということで、どちらもお

互いにある意味でのっぴきならない形のものが背景にありますので、多分これは一つにならないということ

はかなり前から、そんな気もしておりましたので、その点に関しては今現在の部会長のまとめ、大枠の中で

の両論併記ということについては、基本的には私は了解をしたいというふうに思います。具体的に意見を言

えと言われれば、ここの問題については色々ありますけれども、一応、大枠ではそういうことです。 
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○石坂部会長 

はい、内山委員。 

 

○内山委員 

ダムを造るべきか、造るべきではないかということについては、今鷲澤委員からのっぴきならない背景と

いうことを言われたと思うのですが、もしそういうことがあって一本化が出来ないのだとすれば、そののっぴ

きならない背景ということは一体どういうことなのか、という辺りまで出して頂いて、論議を深めていくのが、こ

の部会ではないのかと思います。それから、先程から基本高水の問題について論議がちょっと入っており

ますが、基本高水につきましては、或いは確率雨量１００分の１、１００年に１度の確率という、この取り方につ

いては、浅川ダムの流出解析、基本的な出発点に、というふうに思っております、これについては今日も資

料を用意しましたので、今まだコピーが回っておりませんが、コピーが回った段階で是非、説明させて頂き

たいと思います。ひとことで言いますと、浅川ダムは洪水調節、それを主目的として造るはずのダムなんで

すが、洪水調節用の水が貯まらない、洪水調節の機能を全く持っていない、そういうダムをなぜ造らなけれ

ばならないのか、こういう問題提起をしております。その基本になっているのが、基本高水の過ちであると。

浅川ダムの基本高水というのは、後で詳しくご説明しますが、とにかくもう一度全部やり直すべきであると、こ

ういう考え方です。それから基本高水ちょっと外れまして、もうひとつ大きな問題として、この浅川ダム計画

の致命的な、というのは、私は地質、断層、地すべりの調査にあったと思います。特に、例として、断層のこ

とを申し上げますと、浅川ダム地すべり等技術検討委員会は７ヶ月ほどの期間で、７回程の審議をした、現

地調査も２、３回しております。それで、その中で断層については、ダム建設に支障となる第四紀断層はな

い、という結論をまとめております。意見書、この意見書の表現は、実は検討委員会がそういう事を言い出す

前に、県の土木部が言っていた結論と一字一句違っておりません。私は浅川ダム地すべり等技術検討委員

会というものは、それは９人対１人という多数意見と少数意見というようなことで、ここの両論併記よりはずっと

ましだったと思いますが、そういうことであったにしろ、９人の多数意見というものが最初から作られた意見で

あるという嫌いを持っていたと、例えば、この部会の中の一人の委員が、ここはもっと調査すべきであると、

穴を掘るべきであると、トレンチすべきであるということを言って、Ｆ―Ｖ断層という断層を第四紀断層である

と、この部会の段階で明らかになった。しかし、このＦ－Ｖ断層というのは、前の浅川ダム地すべり等技術検

討委員会の時に既に発見されていた訳ですね。その時にしっかりとした調査はしなかった。それで結論だ

けが、ダム建設に支障となる第四紀断層はないと、分布していないと。ではこの結論はどういう根拠で割り出

されたんだと言いますと、やはり前の浅川ダム地すべり等技術検討委員会の調査内容と解析内容が非常に

お粗末であったと、底が浅かったと言わざるを得ないと思うんです。それはこの今日の中にも触れておられ

ますが、これは私が出した意見なんですが、第１２回の時に県の方からダム建設における第四紀断層の調

査と第四紀断層に関する指針案というものを、昭和５９年５月に作った、当時の建設省の指針（案）です。こ

れをコピーで付けて頂いています。長野県が行った第四紀断層調査はこの指針案に基づいて行われて、

そしてダムの建設に支障となる第四紀断層はない、という結論をまとめて、修正上流案の＋２５ｍ軸というこ

とで、平成３年３月に決めております。ところが、第四紀断層調査というのは一次調査をしただけで、２次調

査はしていないんですね。この指針案によりますと、一番最初に一次調査は主として、文献調査、航空写真
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及び地形図による調査、並びに地質調査により行うと、こういうふうに最初の調査手法を述べております。こ

の一番最初の文献調査、この点で非常に致命的なミスがあった、見落としがあったということを申し上げた

い。これは、もし必要なら詳しく出します。それから一次調査結果に対する対応ということを書いております

けれども、指針案では一次調査の結果、第四紀断層またはその疑いのあるものがダム敷近傍に存在する時、

またはダム敷近傍に存在が、可能性がある時には二次調査を実施すると、こうなっています。ダム敷近傍と

いうのは、ダム軸から３００ｍ位の範囲を言っているのが、建設省の定義です。第四紀断層またはその疑い

のあるものの位置、規模および活動性を明らかにするための、二次調査を実施する、こう言っている訳です。

ところが今回はっきり確認されたＦ－Ｖ断層というのは、近傍どころかダムの真下を通っている訳です。そう

いう断層なんです。しかも第四紀断層であることがはっきりした。つまり建設省の指針案でいけば、これは絶

対、どうしても二次調査をしなければいけない断層が確認されている訳です。ところが長野県の第四紀断層

調査は、一次調査で断層はないと、偽りのある結論をまとめてしまいまして、二次調査を実施していなかっ

た。では二次調査結果に対する対応といいますと、読んで見ますと、二次調査の結果、要注意な第四紀断

層がダム敷に存在することが判明した時には、調査結果を総合判断して、ダムの位置を、変更を含む適切

な措置をとるものとする。そんなところにダム建設してはいけませんと、変更しなさいと、ここまで、二次調査

の結果でいっている訳です。Ｆ－Ｖ断層一つを見ても全くこれに該当するだけの調査がされていない。そ

れでいてダムの建設に支障がないとしようとしている。これはやはり浅川ダムの大事なポイントだろうと。もう

ひとつだけ断層について申し上げますと。右岸の非常に大きな凹地がありまして、その凹地の下に調査横

坑ＴＲ－７がありまして、この調査横坑の８０ｍ地点で確認されているＦ－９という断層があります。このＦ－９

断層の斜めやや真上の位置に山腹で最大の凹地があります。この凹地がなぜできたのか。浅川ダム地す

べり等技術検討委員会はこの凹地の成因について、川上委員長は「成因は取り上げるのは止めましょう」と

いうような言い方で、議事をあらぬ方向へ引っ張っております。議事要旨で明らかです。成因は明らかにし

なかった。なぜ成因を明らかにしなかったかといいますと、山腹の非常に大きな凹地がもし断層変位地形で

あるということが明らかになった時には、下に確認されているＦ－９断層は紛れも無く第四紀断層なんです

ね。第四紀断層になれば、県がやった第四紀断層調査はおかしいと、これもやはり二次調査をして、調査、

解析をしなければいけないと、こういう結果になるものですから、右岸山腹の最大の凹地について解明をネ

グレクトしてしまった、やらなかった。こういう重大な手落ちがある。浅川ダム地すべり等技術検討委員会の

断層調査、地すべり調査についても意見があれますが、断層調査については、少なくともＦ－ＶとＦ－９とい

う２つの断層についてのところで、重大な瑕疵を侵していると、傷を持っていると、それで長野県はダムをや

りたい恣意で、その浅川ダム地すべり等技術検討委員会の結論が２月にまとまりましたが、下流域１０地区で

説明会を開いて、浅川ダムの安全性は浅川ダム地すべり等技術検討委員会の意見書によって、お墨付きを

頂きました、大丈夫でございます、こういう説明を皆さんにして、説明会をして、更に見積り入札をして、ダム

本体の建設会社を決めてしまったと、事実の流れです。こういう断層ひとつ取り出してみても、大きな欠陥が

あると、こういう欠陥を見過ごしていいのか、そういう欠陥がありながらなぜダムを造って良いのか。そういう

ふうに強引に話を持っていってはいけないだろう。やはり断層調査というものは、松島委員に補足して頂い

てもいいんですが、もっともっと重大に受け止めなければいけないのではないか、それが浅川部会の役割

だろうと、私はそう思います。ですから、簡単な両論併記でお茶を濁してはいけないと。やはり事実は事実と
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して、解明できるところまではした上で、その上でこのダム計画が是なのか非なのかということをやらなけれ

ば、私はこの部会に出席していない、県民、市民、下流域の大勢の人達、この人達に対して責任を持てま

せん。やはりその人達の生命、身体、財産とか、こういったものがこのダムの建設によって左右される訳で

す。問題を浅川ダムは持っています。だからこそ、我々部会に、ここでつたない知識なり見識であるかもし

れませんけれども、精一杯努力をして、論議を深めていきたいと思っております。今日のところで収拾がつ

かないのであれば、延期してもいいだろうと、知事に是非、この部会の論議の、部会の３ヶ月なり延期して欲

しいということを申し出て、論議をもうちょっと深めていくべきだろうと、両論併記で結論を出してはいけない

テーマが浅川部会には課せられているんだと、私はそう思っています。 

 

○石坂部会長 

今の内山委員のご発言に関連しまして、私の取りまとめ報告案の６ページの真ん中辺になりますが、今

お話しがありました建設省の調査指針案の引用した部分があるのですが、「ダム軸」と書いてしまいましたが、

「ダム敷」ですので、軸の字２ヵ所真ん中辺にありますけど、敷くに直して訂正をして頂きたいと思います。ご

発言希望される方、はい、大熊委員。 

 

○大熊委員 

今回の１３回におよぶ議論というのは、これだけの時間を掛けてやったということは大変なことだと思いま

す。そういう中で、両論併記しか出来ないということは、少し私としても問題があるのかというふうに感じます。

ここでこれだけ時間をかけて出来ない様だったら、他でも絶対出来ないといったような気持ちになってしまう

というところがあるんですけれども、それはともかくと致しまして、今回この部会を通じて分かった点が先程

からいくつも上がっている訳ですよね。その点について、それぞれの部会員が、どういうふうに考えている

のか、それを表明して頂きたい。例えば、基本高水に関しては、私が色々分析して、これを私案だといわれ

ましたけれども、基本的に私が作ったデータはありません。作って頂いたデータ、お願いしてコンサルに頼

んで作って頂いたデータを客観的にただ図表化して並べただけであって、その結果どうも１００分の１確率

ではないということが明らかになっている。それが１００分の１でなくて、２００分の１、或いは３００分の１にな

っているという事実がここにある訳でして、それをどう考えるのか。それから今の地質の問題についても、そ

れぞれどう評価して、それをどう考えるのか、それぞれの部会員が明確にして頂いて、それから内水の問題

も、その中で議論していきたいという風に考えますけれども。総合的に私はダムがいいですという話では問

題で、やはりここは、私は論理と論理の対決だと思うんです。論理が通る方が正しいといいますか、そういう

方向で行くべきではないかと、単にダム案がいいですと、そういうのは通らないのではないかということで、

是非、各部会員に、全員に意見を聞いて頂きたい、いくつかの問題についてですね。 

 

○石坂部会長 

はい、松島委員お願いします。 
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○松島委員 

ちょっと大熊委員から戻って失礼しますが、先程内山委員からＦ－Ｖ断層または斜面の線状凹地など問

題が提示されております。私が分かってきた範囲内補足させて頂きたいとおもうんですが、それらの点につ

きまして。まず、前の浅川ダム地すべり等技術検討委員会の時に確かにＦ－Ｖ断層は分かっていた訳です。

２人の委員が現地を見た結果、Ｆ－Ｖ断層を第四紀断層とはしていない訳です。つまり動いていない断層

であると、こういう様な見方をしている訳です。なぜかと言いますと、断層の上を覆っている旧河床礫は断層

を不整合で覆っているとしています。その他いくつかの第四紀断層として疑いのある事例を挙げてあります、

確かに。その挙げてあるいくつかの断層地形と言われるようなものについて、地質コンサルの調査結果を

採用して、ダム建設に支障となる第四紀断層はないという結論になっています。言葉の中にここに断層があ

るよ、ということを言っているのではなくて、全体を通じて、事例が挙がっているんですけれども、これらは全

て第四紀断層、先程内山委員が言いました様に、二次調査までやっている訳ではないので、二次調査を必

要とするような第四紀断層がないという結論で、ダム建設に支障が無いという結論です。そういう私の見方

はもし間違いがあったら県の方で見解を示して頂けると思うんですけれども。今度の調査結果は結論が違う。

つまりF－V 断層だけを一本取り上げて見ると、断層の上を覆っている河床礫に影響を与えているということ

は誰もが認める訳ですから、これは第四紀断層そのものだということが新しく分かった訳です。前と全然違う

んです、見解が。しかし、県は相変わらず浅川ダム地すべり等技術検討委員会の結論は正しかったという

んです。ダム建設に支障の無い第四紀断層であるから、F―V 断層は第四紀断層だと分かったとしても、 

これは大した断層ではない、だからダム建設に支障がないと、こういうふうに前の委員会の結論をそのまま、

今度の調査結果の結論にすり替えてしまっています。そういうことは私には納得できません。前に第四紀断

層を認めて支障がないというのだったら、話は分かるんですけれども、前にそういう実態がないのに、今度

は新しい実態が出てきたものにも前の結論が通用するというのはおかしいんです。第四紀断層であっても

支障が無いということを、納得できるようなふうにすべきです。視点を変えるんですけど、F―V 断層の実態

は１ヵ所でトレンチ調査した程度で、その活動度が分かった訳ではないんです。だから大した事はないから

支障が無い断層として良いというふうに短絡的に決め付けてしまう訳です。だからこの断層を調査した地質

専門家としては納得できない訳です。そういうふうにうまく辻褄を合わせてしまうということは納得できない。 

 

○石坂部会長 

竹内委員、先程手を、良いですか。どうぞ。 

 

○竹内委員 

今は一本化するのかしないのかという論議からスタートしておると思うのですが、一本化出来るものならた

だ、基本的に今までの論議通じまして、松島委員のことも含めて、専門家ではないから、危ないと言われれ

ば危なくなってしまう部分があると思いますけど、今日の報告書を見ましても、両論併記ということが出てい

るんですが、今までの論議の中である程度、これは県の説明や、お互いの論議の中で理解出来たと、私自

身が思っていることがらも、また復活していると思います。同時に基本高水の問題、先程話しございました。

私は一旦計画されたものについて、４５０m３／ｓが、これが一人歩きをしてきたということでございまして、ダ
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ムを中止した場合に、そのことに対する実感として、流域の住民の感覚、中流域も含めて、その事が具体的

にどうなのかということか理解が出来ない部分がございました。今日も違ったふうに出ているんですけれど

も、今までので行きますと、報告書の既往最大の関係で３３０ｍ３／ｓ末流という話が出て、今回の見ていま

すとまた違った言い方で出てきているということで、最終的に検討委員会が判断するということになっている

んですけれども、本来ダムに替わる代替的要素というのがもっと具体的に、前から申し上げているように、例

えば、中流域以降の河川改修の断面はどのくらいになるとか、そういうものが具体的に示されていかなけれ

ば実感が湧かないと思う訳です、代替案としては。その辺がどうも今まで話の中で、現況がございまして、

判断をしろと言われても、実質的には判断ができないんではないかというふうに思います。だから、今まで

の基本高水の論議を通じていましても、大熊委員の出された案もそうなんですが、河川砂防基準（案）、昭

和３３年に出されました、それについてもその案ができるまでの経緯として、それぞれの歴史的な背景とし

て、財政の問題とか、河川改修ひとつするにしても、実際にはできないで、対応してきたという中で、より普

遍的に格差がつかない、言ってみれば、対応をしてくるという歴史があった訳だと思うんです。砂防基準

（案）ができて、またその上に更に財政的な対応として、昭和年月ちょっと忘れましたけど、改正がされてき

たという経緯の中でいきますと、今の論議というのは、元に戻ってしまうというか、そういう気がするんです。

あえてなぜそうしなければならないのか、経済的理由というのであれば。例えば、昭和３３年当時と今では

違う訳でございまして、その辺のところの感覚が、私としてはちょっとよく理解出来ないところではないかとは

っきりと造るのであれば今日の論議の中で基本高水についてやっていくということが必要だと思います。地

質についても、例えば、前回、小坂先生から出されました要望書というのがございます。これは今、内山委

員が言われました、国の基準に対する色々な見解も出る訳ですけど、只今言われました、例えば、報告書

では活断層という言い方、第四紀断層イコール活断層という言い方されている訳ですけれども、これが前回

出ている内山委員に対する回答の中で、出ている中身を見てみますと、第四紀断層の規定というのは、違う

なんですよね、はっきりかかれている中身が。あちこちと書類が飛んでいて申し訳ないですけど。例えば、

活断層という用語は地質学的見地で極めて近い過去に活動し、将来も再び活動する懸念のある断層という

意味で使われることが多いと言われている訳でございまして、極めて近い過去や将来の時間スケールは工

学上、それは著しく異なる、工学でこの用語を用いるとすれば、少なくとも将来構造物関連で定義しなけれ

ばならない、これは構造物の種類によって異なる。活断層の用語は現在も動き続けている断層のように受け

取られ易く、混乱を招きかねない。したがって、本指針案では第四紀の地層に変位を生じた断層を定義し

て、活断層という用語は用いないと、言ってみれば、土木工学を含めた中での定義というものが出て来ると

思うんです。松島委員が言われているように、ここで例えば、ダム、地質が危ないという規定であれば、例え

ば、土木工学的な見地を取らないで、考えた場合にそれは、というような表現を加えるとか、そういうなんか、

私はちょっとよく理解できないですけれども、区分というものがもうちょっと明確にあってもいいのではない

かと。ここで前回内山委員の求めに応じて出されました、ダム工学おける第四紀断層に関する検討会の回

答指針の解説書ではそういうふうに書かれている事を考えると、ちょっとその辺との整合性はどうなのかと思

います。いずれにしても、そういう意味でいきますと、その辺で納得できない部分もございますし、もうちょっ

とですから、明確な、その辺の論点を含めて、論議をしていったほうがいいかと思いますし、細かいことを言

えばきりがないですけど、後で言わせて頂きます。 



 

 20 

○石坂部会長 

基本高水のことを含め、代替案が煮詰まっていないのではないかというご意見に対してはその通りです。

現時点までの意見の到達点で書かせて頂いたということでございまして、そういう中からご意見のようにここ

で終わるのは責任を負えないのではないかと、もう１ヶ月なりやるべきではないかというご意見も出てきてい

ると思います。３３０m３／ｓというのは、その辺の経過が、分かるようにということで、配慮して記載したつもり

なんですけど、小林委員提案の、４５０m３／ｓは過大である、というところから出発して、既往最大相当の 

洪水を取る方が現実的で信頼が持てる基本高水になるのではないかという代替案というか考え方を、土木

部、幹事の方と調整していく過程で、その時点では４５０m３／ｓが出た流出解析を基準にして、既往最大相

当の洪水をそこに比較すると、カバー率７０%の洪水にほぼ匹敵するという試算が出てきまして、その過程

で３３０ｍ３/ｓが出た訳でして、小林委員ご提案の３３０ｍ３/ｓ、７０%から出発したのではないかという、あくま

で途中経過ということで、そういうふうに議論の過程を記載した訳です。そういう点では基本高水を信頼ので

きる、納得のいくものに計算し直すという考え方ははっきりしている訳ですけど、その考え方で試算すれば

どうなんだということは、大熊委員試算の時間雨量による確率雨量で迫っていく、そのデータそのものが県

から出されたのもつい最近ですし、試算の時間が無かったという点で、今までの時間的制限の中での現時

点での到達点はそういうことであるというふうに取りまとめにつきましてはご理解頂きたいと思います。引き続

き、取りまとめに対する方向につきましてご意見をお願いし、また今ご議論の中で、一致できるかできない

かという点では意見の分かれている点について、今日の議論で、一致できればより望ましいという点で、そ

れぞれの皆さんの具体的なご意見をと、そういうお話しがありますので、意見が分かれている点について、

基本高水とか安全性とか、ダムからの取水とか、その辺を中心にご意見お願したいと思います。では、鷲澤

委員どうぞ。 

 

○鷲澤委員 

先程のっぴきならないとはどういう意味だというお話しがあったんで、そこだけはちょっと言い訳しときま

すと、これは基本高水ここまで合意をしてきて、ダムを造るということに対する住民合意とか、そういうものが

ずっと成されてきた過程のことに対して申し上げている。私の立場はそういうことであります。若干、この中

身の問題で、部会長がまとめられた５ページのところで、ダム地点のところの安全性の問題があるんですが、

その下に○が付いている部分が２つある。これはこれで基本的にはいいんですけど、問題はこの前文的な、

ある意味ではダムサイトの安全性というところの、この１０数行、この部分については、両論併記の考え方か

らすると、ちょっと偏りがありすぎはせんかということを申し上げたい。 

 

○石坂部会長 

どの部分か具体的に。 

 

○鷲澤委員 

具体的に申し上げますと、一番最初のところでいうと、川上さん、赤羽さん、奥西さん、小坂さんというお

名前が出てきましたけれども、私ども見ている中では斎藤さんは、はっきりあそこでダムについて、あの断
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層は死んだ、ちょっと言葉は正確ではないかも知れませんという意味の文書を出しています。そういう意味

では斎藤先生の文書が出ていないというのは、私としては、他の方の名前が出ていないなら別ですが、ち

ょっと問題があるかと。その後の、その結果の所、第四紀断層、これは今竹内委員が言われたように括弧し

て活断層とあるんですが、活断層という言葉が後ろの間取りのところでダムの建設、６ページの方で活断層

とお書きになることについては、それは意見ですからそれはそれで結構ですけれども、基本的にここへお

書きになる部分として考えると、この部分としては適当ではないかと要するに、活断層であるということが全

ての専門家により、確認されたというふうにお書きになるとちょっとどうなのかと、私は専門家ではないから

言葉の意味はよく分かりませんけれども、その辺のところについて、次のところ、部会の議論の中で対応で

きる、最後の３行目は結構ですけれども、そういう意味で上の部分と下の部分にそれぞれちょっと偏って両

論併記というからには、ある意味で、こういう意見があるという形の指摘をして頂きたいと思います。 

 

○石坂部会長 

斎藤先生は後の２名に入りますので、お名前を出したほうが良ければ、立ち会って頂いて、ご意見を頂

いたという点で、丁寧に斎藤先生のお名前も出して、記載をするようにしたいと思います。第四紀断層（活断

層）記載の仕方、前回は第四紀断層というのは書きませんで、活断層と書きましたら、竹内委員からご質問

がありまして、記載の仕方を質問しましたら、第四紀断層（活断層）と書くのが良いだろうというと、そんなアド

バイスでしたので、私はあまり深く考えず書いてしまったんですけれども、はい、松島委員。 

 

○松島委員 

今、鷲澤委員の言われた中で、一点、私どもの理解と違うことを言わして頂きます。まず斎藤先生は、FV

断層は、第四紀断層であると認めておられる訳です。死んだ断層であるとしていないんです。私を含めて５

人の現地に立ち会った、全員は一応、国土交通省がいう第四紀断層であるということについては一致して

いる訳です。それは前の報告と同じです。評価の点について、斎藤先生の評価はダム建設について支障

があるような危険性のある断層でないと言っている訳です。そんの辺、理解して頂ければ良いかと思います。

次は第四紀断層という言葉と活断層という一般社会用語ですね、別のものとは定義していないんです。これ

も第四紀断層という言葉と活断層ということは別の概念を指すかという様に、なってはいない。それは含ん

でいるんです。指針案だって、別だと書かれていません。活断層というのは、活火山という様なものとは違う

ということは正しいです。ですけれども、将来動く可能性のある断層を含めて第四紀断層と言っている訳で

すから、その言葉がたまたま、活断層という言葉が一般の社会通念として、報道なんかで一般の人が知って

いるので、逆に第四紀断層なんていう言葉はあまり馴染みが無い訳ですね。そういう点で第四紀断層と書

いてあっても、活断層とは別のものかと受け止められてしまうということは、これはちょっと説明責任を避けて

いるのではないかと、こう私は思います。 

 

○石坂部会長 

はい、内山委員どうぞ。内山委員の資料、間に合っているようですが、配布しますか。まだいいですか。

はい、分かりました。 
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○内山委員 

２点ほど、話したいと思います。ひとつは第四紀断層と活断層ということについて、もうひとつは基本高水

の合流点、基準点４５０m３／ｓについて、この２つについてちょっと意見を申し上げます。まず、浅川部会報

告書の竹内委員の方から出ていることについて、第四紀断層と活断層という言葉ですね、もし私の言ってい

ることに間違いがありましたら、事務局の方から訂正意見を出して頂きたいと思います。第四紀断層という言

葉は、建設省が全国のダム計画を立案しその事業を具体化する為に、それまであった活断層という言葉、こ

れは今でもありますけれども、例えば、日本の活断層とか、色々 な文献では、活断層となっております。そ

の活断層という言葉が、活火山とか、活、というのが活きる、という意味なんですね。ですから、活断層という

言葉は差し障りがあると、ダム計画をやる上においては適切な言葉ではないという様なことを考えて作り出

したのが、第四紀断層という言葉であると、これが昭和５９年に全国への指針案という形で持って、公に通知

されたと、第四紀断層という言葉は、その後、電力会社の原子力発電所なんかは、下に断層があるかない

か問題は大きな争点になりますから、そういう様なところで第四紀断層という言葉が、いわゆる、行政とか大

企業のところで中心にして、使い始めた。だけど、一般的に認知されている、知られている言葉は活断層で

あるというふうに理解して、今活断層という言葉の中に、今の松島委員の説明がありましたが、私はそれで

良いのではないか、むしろ活断層イコール第四紀断層であると、石坂部会長が第四紀断層（活断層）と表記

したというのは、決して間違っていないし、非常に正しい言葉であると、それを活断層という言葉はどうもとい

うことを考えるとしたら、これは一昔前の２０年前くらいに建設省が考えたことと同じ発想に立っていると思い

ます。それから、この調査指針案、これは河川砂防技術基準（案）と同じように案が取れていない訳ですよ

ね。昭和５９年に出されてから、今に到るも。そして建設省の方の河川課、治水課とか名前変わっております

が、当時の一番の担当課長補佐何人かに私は７年前から建設省に行きまして、議論を吹っかけて、これは

分からないけれども、教えて欲しいということで、意見交換していおります。その中で、分かったことは、これ

はぼつぼつ見直さなくてはいけないだろうと、ということは色々 な弱点を持っている訳ですね、この指針案

は。それはどういうことかと言いますと、例えば、指針（案）では地表に変位があるものを第四紀断層と言って

いて、地中にあって、地表の変位がない活断層を第四紀断層と定義していない訳ですよ。そういう非常に、

何というか、ダムをやりたい立場から、都合よく解釈したのが、第四紀断層指針（案）、ひとことで言えば、そう

いうことが言えるのではなかろうかと思います。事務局の方で違うご意見があれば、是非、補足して下さい。

それからもう一点、基本高水についてですが、私はこの基本高水の論議が、基準点の４５０m３／ｓを中心に

して行われていると、これが歪んでいると思っています。基本高水の原則は、ダム地点の１００分の１確率の

１３０m３／ｓの水が出ます。この１３０m３／ｓこそ問題であって、今日のまとめも４５０m３／ｓにばっかり行って

しまっていると４５０m３／ｓというのはダム地点の１３０m３／ｓが、南浅川とか新田川、駒沢川、色々 な川の流

量を入れていきまして、合流点では４５０m３／ｓになりますよと、そのベースになっているのは、ダム地点の

１３０m３／ｓなんです。その１３０m３／ｓが用意した資料で、これが課題であると、間違っていると、そんなに

水が出ないんだということを立証致しますけれども、１３０m３／ｓの方を抜きにして、あそこは４５０m３／ｓの

内水氾濫の最終地点ですから、だけど４５０m３／ｓに目を奪われるのは、薮に闇ではないだろうかと、もっと

原則の１３０m３／ｓに戻って論議をしていかないと、この部会としての論議は深まらないだろうと思っていま

す。 
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○石坂部会長 

はい、武田委員、どうぞ。 

 

○武田委員 

浅川の基本高水の算出というものは、ずっと何回か部会の中で、なっていると思いますが、雨量とか水位

観測が、しっかりしたデータが無い中で、限られたもので作られているということで、１０洪水を降雨パターン

の中でも、そういうものを引き伸ばして、約２倍の開きがあり、この４５０m３／ｓというのは、出ないということは

共通認識ではないでしょうか。そこの部分がやはり絶対値であるという方は、それをやはりきちんと説明して

頂ければと思います。１０洪水の中を調べてみますと、ここの文書の中にもあるんですけれども、雨量が多

かった割には被害が出ていない。これは昭和６１年９月の洪水だと思います。あまり河川改修や天井川の改

修が遅れているということもあると思うんですが、長期間降り続いた雨が、そういうものを取れば、小さいとい

う、こういう結果がある訳ですので、どういうパターンを取るかということが非常に、重要だと思いますので、こ

れは被害が一番大きかった昭和５７年の洪水パターンを取るのが最も納得でき流出量だと、私は思います。

大熊委員が前回出されました雨量データで作られたものなんですが、それはやはり専門家の検討委員会、

ワーキンググループでしっかり計算して頂いて、浅川流域にどの位の流量がふさわしいのかという、信頼性

あるものを是非確立して頂きたいと思います。そういう中で、先程竹内委員から、そうすれば流出量をきちん

と出すべきだと、河道の改修もきちんと提案すべきだというお話しがありましたけれども、部会そこまでは専

門家ではありませんので、私は出来ないで当たり前だと思います。それは専門家の先生方がおられる検討

委員会でダムが必要でないという場合の河川改修は県の皆さんとも相談があるかと思いますけれども、そう

いうものに基づいて、きちんとやって頂くべきだと思いますので、ここでは基本高水の考え方ということで、

一定の方向を出せば、私は部会としての責任あるところだと思います。それからダムサイトの安全性なんで

すけれども、第四紀断層イコール活断層そういうところまで、明らかになった上に、まだダムを造るということ

については、ダム直下に住む住民としましては、神経を疑わざるを得ないという気持ちで一杯です。スメクタ

イトという非常に地すべりの工法についても、浅川ダム地すべり等技術検討委員会の傍聴の中で、小規模

なもので試験をされているものを出して、けれども、ああいうので、そんなにしっかりした結果が出るのかと

非常に疑問視するようなもので検討をされていましたが、こういうスメクタイトのところに芸人技みたいな工法

を用いて造るほどのことはないということも明らかになっていますし、これは本当にそういう意味におかれま

しては、その辺もきちんと反論して、どうしてもダムにすがるその辺を私に納得できるように説明して頂きた

いと思います。東京ガスは、今三輪の中心地にガスタンクがあるんですけれども、そのガスタンクを流域住

民が邪魔だから、山の方に持っていって欲しいという運動をされた時に、東京ガスは、こんな危険なものを

あんな危ない山になんか絶対に持っていかれないからということで、流域住民に説明をしました。そういう点

では普通の企業の方がシビアな目を持って、そういう事に当たっているかと思うんですよね。普通の構造物、

道路やトンネルだったら二次災害の心配は小さいのですが、ダムということになれば、何かがあった時には、

致命的な災害が起こり得るということで、ずっと反対してきた訳ですので、その辺ももう一度きちんと肝に銘じ

て議論をお願したいと思います。つい最近、朝日新聞で水道水源について記事が出ておりますので、この

長野市の外部監査の結果十分に確保されているということで、新たな水道水に参画するには、必要はない
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というような勧告がされておりますので、その点につきましも安定型といわれても何回も警告を受けている状

況ではとても信頼は出来ないのではないでしょうか、長期にわたって、水が絶対に大丈夫かと、そういう証

明も無い訳ですよね。私のような主婦から言わせれば、そういう場所を検査がどうのこうのという様な段階で

はないと思います。検査するにもそれなりに費用がかかる訳ですから、検査をするというような状態ではな

いですね。これはもう水源からはきっぱり手を引くべきだと思います。調べさせて頂ければ、１日の給水量と

いうのが２２万 m３以上、今長野市は契約があるとその中で人口に換算すれば、１０万人の人の分は水が余

っているということだそうです。浅川ダムからの１日の給水量５，４００m３というのは、１万人分だそうなんです。

ですので、１０万ｍ３余っているにも関わらず、１万ｍ３の水に手を出していく。それも非常に汚染が心配さ

れている。そういうものに参画するという様なことには、きっぱりとした態度を表す時だと、私は思います。 

 

○石坂部会長 

ありがとうございました。議論の途中なんですが、昼食休憩にさせて頂いてよろしいでしょうか。今朝程お

弁当を頼んで頂いたと思いますので、休憩少し短くて恐縮ですが、４５分再開ということでお願い出来るでし

ょうか。ということで、よろしくお願いします。 

 

～昼食休憩（４５分）～    ＜１２時４５分再開＞ 

○石坂部会長 

議論を続けたいと思います。松岡委員、お願いします。 

 

○松岡委員 

すいません。昼食を食べたら脳みそが柔らかくなってしまって、昼食前に大熊委員から色々なことにつ

いて各委員どう思うのかという話がありましたので、ここの細かい他の部分までについて言いますと時間もも

うありませんというと、また怒られてしまいますが、私は基本高水ワーキンググループで何遍も問題になって

いますが、基本高水ワーキンググループの一人ということで降雨についてどう思うのかというようなことを、簡

単に述べさせて頂くということでお願いします。最初の頃からもデータというのは幅のあるものだと、何�も

あるようなところで、２０㎝位の直径のところで、昔はそこで、１日９時９時で雨を測っていたと、だんだん進ん

できて、２０㎝は変わらないにしても、９時９時という丸１日の間にどれだけというのは、いつどのくらい降っ

たのかということはあまりはっきり分かりませんけれども、古い時代はそれでも仕様が無かったんです。別に

県が恣意的にそうやっていた訳ではないと私は思っています。例えば、５㎜間隔くらいで、パルスが出てき

て、一回で済む位の精度で、時間雨量を測っていこうかという時代になってきまして、そういうことで昔は１日  

９時９時のデータしかなかったが、１０何年か前、もう少し前かもしれませんが、それは測る場所によって違う

と思うのですが、１時間毎出て来るようになったそういう時代背景があります。ですから、雨のデータなんか

をやります時には、１日のデータなのか、時間データなのか、どっち使うのかというので、若干の差が出て

来るんだと、統計的にはちょっと分布関数といいますか、分布形のちょっと違うものになる可能性はある、多

分なるでしょう。それをまず認識しておいてもらいたい。基本高水ワーキンググループが何にもやってこな

かったというニュアンスではなくて、これは弁解になると思われてしまうと困るんですが、昨年の１０月辺りに、
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ハイドログラフのピークを真ん中に合わせたものを、県の方から出しなさいということで、ハイドログラフどう

なのか見られました。それから１月に入ってからは色々出て来る訳ですが、総雨量５０㎜以上の雨を使って、

解析に使う雨を抽出しようということをやっている訳ですけれども、これは時間雨量のデータでやっている訳

です。その５０㎜以上何時間降ったかというのは、連続で何時間降ったか、その前後の２４時間のデータで

やっている訳ですね。前後２４時間雨が降っていない場合、例えば、５時間とか、６時間とか、１０時間とか、

そういう雨があって、その前後に前後２４時間雨が降っていないとしてやろうということで取っているのでは

ないかと思います。そうしたものを青い四角でプロットしたものを皆さんのお手元に渡っていると思います。

それは県が出したものでございます。そこに○が、大熊委員が降雨継続時間と総雨量との間には、何らか

の関係があることははっきりしている、といいますか何らかの関係があるだろうというのは、年間３０００㎜降る

ところ、１日だったら３００㎜くらいだと、それは誰でも思うことである訳ですけども、そういう中で、関係を見出

そうということで、１月１０日辺りは、ある県の出されたところを大熊委員が出されたものが示された訳です。 

１月２８日くらいになって、今度は線に関数形というんですけれども、その関数の形を入れたものが出された。

そこまでは県の値、雨量もそうですし、浅川だと１０洪水ですか、その値を使って、流出解析を行ったと、そ

の結果出てきた今問題になっておりますところの４５０ｍ３/ｓ、これ２２６ｍ３/ｓそこまでのやつが載せてあると。

プロットしたもの、これは県がやったというよりは、こちらにある数字を見やすく大熊委員がプロットした、そ

れで引き伸ばしをしたのを、雨量で言えばここまで引き伸ばししましたよと、示された訳ですよね。２３日に

は、先程の県の出したのは前後に２４時間がないということで、何時間継続雨量かというので、出した青い四

角ところへ今度は２４時間だが、２４時間ないということで、３６時間雨量とか色々ありますけれども、この中で、

その中のいくつかの例を引かれまして、あるものは２４時間雨量と言ってあるけれども、しか継続してないと

か、そういうようなところを抜き出されて、またプロットし直されたものを２３日にご提示頂いたというようなこと

になっています。２３日の例えば、ご提示頂いたものの中には、前後２４時間雨がないというような時間雨量

のデータと、それから大熊委員が判断されてこれは２４時間雨量ではなくて、継続という意味では１１時間継

続だとやり直された基本高水のピーク流量に対応させてある点、これは県が出したものではなくて、これは

大熊委員が判断されてもう一回、位置をプロットし直されて出されたものだとかがその中にある。例えば、こ

れも大熊委員が各時間ごとの雨量強度、総雨量といいますか、時間ごと１００年に１度のものを出しなさいと

いうことで、県の方に命じまして、県が出したのは、この間浅川でも配られたやつですけれども、破線とその

下の赤線、実線な訳です。赤線１００年に１度。１００年に１度とかこれは一つの雨量観測所、長野観測所だと

思うんですけれども、そこのものです。オレンジっぽい線が引いてあるのが、ティーセン分割における１００

年確率雨量です、これは流域平均雨量をイメージしようとしているものだと思う訳です。その線を引くもとに

なっているのがこの２４時間雨量のところにある黒丸で、それは例の流域平均の雨量１３０㎜とそういうことに

なっている訳です。そういうもので引かれていると。そういうことですので、全然違うものではないんだけれ

ども、同じものではないものも一杯含まれている中で、値を評価しようとしていますので、この委員会で、こ

の場で細かく専門的なことをいうのは、場にそぐわないと言いますか、これはワーキンググループでやるべ

きことではあると思いますけれども、そうしたものが出てきている中での値の大きい、小さいだと。一番最初

の頃からそうした広い流域の中に２０㎝位のものでデータを取っているんだから、データには幅のあるもの

だと、私もその通りだと思って、一致できるところはできるだけワーキンググループの中で対立するというより
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は、一致できるところはできるだけ一致しようということでやってきております。そういう中で幅があるというこ

とは私自身は平均値があるとすれば、その両側に分布しているものだというふうにある程度の幅を持って、

分布していると、真ん中の辺の一番当てになりそうなところを、その数字として表しているだけの話だという

ようなところは認められます。これまでの議論で行きますと、値に幅のあるものだというんですけれども、下

の方の幅についてかなりシビアに問題にされてきていますが、上の方のことは誰一人として言わないと、そ

ういう様な議論の仕方で、本当に流域住民の安全を考えていくといった上に、できるだけ自然体で、今ここ

にはおられませんけれども、委員のお言葉をお借りすれば、心静かに流域住民の安全のことを考えてやる

のであれば、下の方の幅だけでなく、上の方幅の考えなくて良いのだろうかと思います。誰もそう思わない

こと自体が少し不思議だと思いますので、最初に部会長の言われました様に、違うところは違うところ、ここ

で出来ることは、ここで、ここで出来ないことは出来ないんだから、出来ないものは出来ないとして、謝って

しまうしかないという方向を見ながら、部会長の出された案、もう少し完璧なものにしていくというんですか、

そういう方向にご協力頂ければ有り難いと、そういうふうに思います。以上です。 

 

○石坂部会長 

はい、ありがとうございました。続いていかがでしょうか。はい、武田委員どうぞ。 

 

○武田委員 

午前中のところで私の方から、朝日新聞にそのことで鷲澤委員の方からお答えを頂けたらと思いますが。

よろしくお願いします。 

 

○石坂部会長 

ご質問がありましたので、鷲澤委員。 

 

○ 鷲澤委員 

申し上げたように、全部完璧に私の方で報告書の分析を終わっている訳ではありませんので、正確には

今のご質問の中身も正確でないみたいな気がしますし、それは監査報告が、こういうものが頂いたと。これ

は頂いたものを我々がどう評するかというのは、これからの問題ですし、それについては当然、頂いた内容

について議会にも、どこかの時点で議会にも報告をしなければいけないことですし、それに対する私どもの

見解というのも出していかなければならないと、そういうふうに思っています。勿論、外部監査に限らず、監

査員というのは色々なものがありまして、長野市自体にも監査委員制度というのがあるんですよ。外部監査

というのもありますし、最近では行政評価そのものを外部にも評価をしてもらおうと、そういう部分もあります

ので、監査というのは色々な場面があります。ですから、外部監査で出して頂いた意見は、私どもはそれを

慎重に検討するというのが今の状況だというふうに思っています。 

 

○ 石坂部会長 

いいですか。大熊委員どうぞ。 
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○ 大熊委員 

松岡委員のところで、色々ご指摘ございましたけれども、浅川に関しての、４４０ｍ３／ｓが出ている昭和 

６１年とか、４１６ｍ３／ｓが出ている昭和２５年という雨量は前後降っていなくて、１１時間とか９時間の継続時

間で降っているものを、時間を変えずに雨量を１３０㎜にしているというパターンですので、やはり私はかな

り高いものだと思います。もうひとつ、上の方の幅の議論をしなさいということですけれども、一番小さい値

が出ている、２２６ｍ３／ｓが出ている昭和５６年のものもですね、だいたい１８時間から１９時間くらいの間に

降っているものを前後降っていなくて、その間に降っているものを引き伸ばして、１３０㎜に引き伸ばしてい

るのは実は１５時間の間で１３０㎜に伸ばして、残りの部分はそのまま降らせるという形を使っているパター

ンです。２２６ｍ３／ｓでこんな降り方もあるかという感じを私思っております。そういう意味では流量の低いや

つにも一応チェックしながら考えていて、こういう結果と、後小林委員からも出ております、実績の問題とを

絡み合わせ、更に環境をどういうふうに考えるのか、更に、財政をどう考えるのかということになっていくんだ

ろうと思いますけれども、要は１００分の１の確率で、という時には４４０ｍ３／ｓとか４１５ｍ３／ｓといった辺りの

ものはデータの幅があるということを考慮に入れたとしても、このプロットしてみると、１００分の１をかなり超

えたものであるだろうという判断ができるだろうと、その幅も飲み込んでそういうことだろうというふうに考えて

おります。この点に関してはまたワーキンググループで、ここで議論してもなかなか難しいところあるかもし

れませんし、きちんと議論して検討委員会の方には報告したい。ただ皆さんには私はこういう、私も地質の

話しなんか分かりません、細かいところは。今まで１００何時間かけて議論してきた結果で、大よそどう判断し

ていいのかということが分かるだろうと思うんです。そういう意味ではこの基本高水も図やなんかを見ながら、

ご判断頂きたいというふうに考えています。 

 

○ 石坂部会長 

ありがとうございました。続いていかがでしょうか。はい、小田切委員。 

 

○小田切委員 

今判断をしたほうがいいというふうにご指摘ございましたけど、私はまったくの素人でございますので、大

変難しい問題だというふうに思います。そういうことで、この部会の報告については両論併記でいくべきで

はないかというふうに思います。今の議論の中で、私もそうでございますけれども、これ一本に絞るというの

は大変難しいというような感じも致します。その中で、私ひとつ感じていることは、５ページのダムの安全性

の関係でございますが、この中で、ちょうど真ん中に、専門的な知識を持つ県内外の学識経験者による浅

川ダム地すべり等技術検討委員会が客観的に技術的検討を行って、妥当としたものであり、これを尊重する

と、いうふうに書かれてございますが、これはその通りだというふうに私は理解致します。その中で色々議論

を進めてきた訳でございますが、先程からありますように、調査が不足していたとか、十分な審議が成され

ていなかったということ、或いは新たな疑問点が認められたというようなことで、安全性については疑問があ

るという、そういうご異論でございます。そういったことで申し上げましたように、この部会の委員の構成の中

には専門的な方もお出ででございますけれども、全員がそういった知識の専門委員ではないというようなこ

とで、これは今申し上げましたように仕方がないということかと思います。ここで一本に絞るということは、どち
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らに絞っても浅川ダム地すべり等技術検討委員会の意見書について信じてきた住民、これに若干疑問を持

ってきた住民、どちらに取ってみましても、納得はいかないんではないか。住民が理解をしないのではない

かと思います。一番は行政の立場にある、市なり町なりが、これからの問題として、大変だという感じが致し

ます。そこでもし判断をしろということになりますと、私はひとつ提案をしたいと思います。これは実現するか、

しないか別として、今までの調査が不足していたということ、或いは新しく問題点が生じたということも含めて、

整理をして、もう一度、実現するだろうか分かりませんけれども、浅川ダム地すべり等技術検討委員会、こう

いった専門的な立場の人にこれらの問題について、もう一度検討してもらおうということでないと、そこで出

た結論は、多分住民の人も、流域の人も理解するだろうと思います。そういったことで、少し結論が遅れると

いうことも心配をされますけれども、そういった行為を成さなければ安全性についての流域住民の皆さんの

理解はちょっと難しいのではないかというふうに思います。 

 

○ 石坂部会長 

ありがとうございました。もう一度検討し直して頂いたらどうかと。専門家に、安全性の問題、そんなご提案

もあります。いかがでしょうか。はい、小林委員。 

 

○小林委員 

冒頭も申し上げたんですけれども、この総合的治水計画の中で、一番主張というか、意見が違っていると

ころは、基本高水の問題に関わる、実際にどの位の雨が予測され、どの位の水か出るのかということに関わ

って、その対策としてダムが必要なのか、河川改修だけで間に合うのかということが一つの課題になってい

ると思うんです。もうひとつは、ダム建設案、ダムを造る場所の安全性の問題が関わっている訳ですが、最

後に水の必要性、利水の必要性と汚染の問題なんですけども、一番中心になるのは、ダムが実際に必要な

のかどうかという、この点に関わってきていると思うんですよ。その他の点で河川改修の問題とか、或いは超

過洪水とか、そういうものに対する対策という点では、若干のニュアンスの違いはあっても、一致ができる部

分が多いと思うんですよ。違っている最大の例えば、ダムの地点で、先程内山委員からも出ましたように、実

際に１３０m３／ｓの水を出るということを予想することが現実にあっているのか、正しいのか、実際にそうなの

か、或いはそうでないのか、この辺は過去の実績や、雨量のデータ、そういったものをお互いに突き合わせ

てみれば、そんなに言い争うというか、大きな見解の違いになる問題ではないと私は思っているんですよ。

ですから、鷲澤委員の案についても、私の方から出している案についても具体的にもう少し詰めてお互い

に話しをすれば納得いくと思うんです。それをここで今日で今までの段階で、そこは駄目なんだと、両論併

記なんだとされてしまうと、そこはひとつ問題が残ると思うんです。やはり長野市民の中で公聴会にも現わ

れていましたように、確かに意見とすれば２つに割れているんですよ。ただしその意見の内容を見ますと、

私はこの部会の議論の中ではっきりしてきたことは、今まで過去７、８年と言いますか、１０年くらいに亘って、

浅川ダムを造ることについての流域の安全性についての誤った説明ですね。ダムを造れば、下流域の水

害は無くなるんだという、この説明が一番効いているんです。この誤った説明のお陰で、かなり苦労した議

論も今まであったかと思うんです。これはやはり大きな問題でして、この点さえ理解できれば、決してダムに

よらなくても、安全性が保たれるのであれば、それに拘る必要性もないだろうし、どうしてもダムが必要であ
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るという、理論的にも、実際的にも、そういうことが証明されれば、ダムだって造らざるを得ないだろうし、そ

の辺は話しを詰めていけば私はいいと思うんですよ。そういう現状の中で、これから説明責任を果たしてい

くべきことも出ると思うんですよ。実際の浅川の一ノ瀬の地点でダムを造って、それで下流の洪水なり災害を

防げるのか、防げないのか。これは事務局の説明でも、それは防げないとはっきり証明している訳ですから、

その上にたってでは、どういう治水対策が必要なのかという、この場での議論が私は必要だと思うんですけ

れども、その辺は鷲澤委員、内堀委員なりいかがでしょうか。今日の部会で、もし皆さんで苦労して詰めて

一致できるなら一致できた案を検討委員会に挙げていく方がいいと思うんですよ。その点ご意見伺いたい

んですけれども、是非、聞かせて欲しいんですが。 

 

○ 石坂部会長 

どうぞ、内堀委員。 

 

○内堀委員 

只今の小林委員のお話しでございますが、一番の争点は基本高水だと思います。それで今まで、データ

で細かく説明されておりますが、過去のデータにつきましては、私どもごもっともだと思います。しかしなが

ら、ご承知のように、地球温暖化の中で、これから先を見通した時に、基本高水というのは、やはり４００   

ｍ３／ｓ、４５０ｍ３／ｓの県の案が我々流域住民と致しますれば、これからの将来を考えて、こういった河川

改修というものは考えていかなければならない。過去本当に我々苦労しておりますもので、ここで只今まで

のデータでこれだけの雨しか降らないんだと、またダムサイトでは１３０ｍ３／ｓの水しか出ないんだともこう

言われても、これは私どもは将来を見据えて信じる訳にはいかない。これからの中で最悪を想定して、計画

を立てて頂かなければ、こういったものは実際にそういう場面が来てしまっては、もうおしまいでございます

ので、こういった今までのデータの上にこれからの気象状況というのをよく研究しながら進めていかなけれ

ばいけないと、こんなふうに思う訳でございまして、私いつも申し上げておる通り、上流の雨水、土砂、これ

は上流で一旦止めて、洪水調整する県の方針を我々本当に支持する訳でございまして、上流の土砂堆積

を搬用するのは、非常に難しいという意見もございますが、是非、ダムの上に土砂、流木を止めて、それを

計画的に搬用すると、こういう具体的な、道路から一切の施設もダムを造ると同時にそういった対策を取って

頂きたい。何度も申し上げますが、中流で堆積の苦労というのは現場でご承知かと思いますが、我 と々すれ

ば、中流の流域の皆さんは脅威に思っておりますし、今改修されて非常に感謝しております。しかしながら

一雨ごとに５０㎝、１ｍの堆積がある訳でございまして、これは中流で土砂を搬用すればいいというご意見

ではございますが、今までの例からいきますと、大雨の降った時には、土砂と激流が重なってきますもんで、

その怖さというのは、言葉には言い尽くせないんで、都市化の悪水と重なって参りますので、是非とも上流

で止めて頂きたい。前々から利水の関係で、ついでに申し上げますが、利水について、水道水は汚染され

ておるということでございますが、我々日本の屋根、信州におりまして、水と空気がいいのが自慢でござい

ます。そして日本中へ水を供給しているというような立場でございますので、我々長野市で節水ということが

前に出ましたが、我々恵まれている自然が一番誇りに思っているので、その中で、これからの時代に節水

を今から計算して、節水すればいいんだということは、これは我々地域がこれだけ自然に恵まれているとい
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うことを自慢に思いながら、利用していくのが最高ではないかと思いますし、三ﾂ出とか産廃処理場が出て

おりますが、私もこういう水は飲みたくないと思いますので、どうやったら解決できるのかという建設的な意

見も今まで出てきてもいいと思いましたが、そういったことは一つも出ないで、非常に攻撃的な意見だけで、

我 こ々ういったこれからの時代を思っていく時に、そういった対策もみんなで考えてなんとか綺麗な水にで

きないかと、それとゴルフ場の問題等出ておりますが、犀川の水、裾花川の水、長野市は飲んでおりますが、

上流の方、ゴルフ場が松本の方にはないということはないと思いますが、そういった水を我々飲んでいるの

で、三ﾂ出の問題はなんとか良い方向に持っていくように、せっかく我々がこういった恵まれた地域にいる

んだから、十分に綺麗な水を供給してもらいたい、こんなふうに思う訳でございます。色々申し上げました

が、県で計画しております基本高水の件は是非、将来のために実行して頂きたいと思っている訳です。 

 

○ 石坂部会長 

鷲澤委員、どうぞ。 

 

○ 鷲澤委員 

私には質問が来ているんですが、同じことをお答えするような話し本当はあんまり、部会長、お許し頂け

れば、若干繰り返しになりますが、よろしければ申し上げますが、どうしますか。 

 

○ 石坂部会長 

はい、どうぞ。 

 

○ 鷲澤委員 

基本高水の問題、私ども専門家でもなんでもないんですが、私どもの見解は浅川は急峻な山地から市街

地や平坦部に一気に流下する洪水の危険性を持つ川でありまして、そこに長野市全体の人口の約４分の１、

９万人が生活している訳であります。推定資産の総額が９，５００億円を有する場所であります。そういう意味

で危険度、重要度を総合的に判断した場合、計画規模である治水安全度の１００分の１、基本高水量４５０ 

m３／ｓ、これは全国で一般的に用いられている流出解析手法で算出したもので、将来計画も見込んだ妥当

な数値と、私どもは考えています。これを値切ることは、私どもはしないということであります。近年の降雨状

況から、平成７年７月の豪雨、平成１２年９月の名古屋市の台風１４号、平成１３年９月の軽井沢の集中豪雨、

こういう予想を上回る集中豪雨が発生している現状では、いずれにしても、基本高水量４５０m３／ｓを下げる

ということは、実際問題として、流域の住民の皆さんとの過去の色々な経緯の中から言えば、治水安全度を

下げるということに、いずれにしてもなりますので、このことは我々 とすれば、後ろにそういうものを抱えてい

るということは申し上げている訳でありまして、いずれにしても、これは最小限守らなければならないルール

だと、私は考えております。いずれにしても、小林委員の意見の中には、結局、千曲川へ浅川流量の排水

が遅れて、長期化して増水と重なってかえって内水氾濫を助長するという可能性が高いということを色々確

認されたというふうに書いてあるんですが、私どもの考え方としてはここまで書かれてしまうと困るという部分

があります。私どもとして、ダムの必要性はピークカットなんだと、ピークをカットすることによって外水被害を



 

 31 

基本的には防ぐということは一番大事だというふうに私ども考えておりまして、そういう意味では、一番最大

量となるピーク流量をカットするということは、ダムによる治水対策は最も効果的であると、この考え方と小林

委員の言っておられる、千曲川との増水によって、内水被害と、これも逆にある一面では私どもダムを造るこ

とによって、浅川へ流れ込む小河川の内水対策にも関係してくると、こんなふうにも考えておりまして、私ど

もとしては、この考え方、確かに内水氾濫を助長する可能性が全く無いとは言えないと私も思います。高い

ことが確認されたという程、確認されたとは私は思っていない、こんなことを申し上げたい。実は今回の部会

長のまとめの問題、そちらの方に話しを移しますが、安全性の問題と基本高水の問題と利水における産廃

処理場との問題とで、この３つについては両論併記ということで、お書きになっている。これはこれで、原則

的にはそれで良いのではないかと思っていますが、あと森林の問題とかですね、この特に超過洪水対策に

ついては、あまり実は超過洪水については、あまりこの部会の中で議論をしたという記憶が無いんですが、

問題点をあんまり分散させない為にも、森林の整備という問題についても、私どもとしても森林の整備は是

非これからやっていかなければならないテーマだとは思っていますが、例えば、ここに書いてあるスキー

場の駐車場とか、或いは、スキー場を森林に戻すと書いてありますとね、私どもとしては、行政でやっている

仕事を、将来的に戻さなくてはいけないかどうかと考えることについてはやぶさかではありませんが、現状

市民スキー場として使っているものを、なんだかいけないことをやっているように聞こえる、私どもとしては

決してそうは思っていないということがありますんで、要はこういうことについても、この辺もあくまでも森林の

整備についてというのは、個々の問題を挙げるよりも、もっとはっきり言えばこれは一致している部分ですか

ら、森として森林をできるだけ造成をしましょうと、今よりもなるべく緑を増やして、緑のダムと言われているよ

うな、何というか、森林の持つ保水量というものについて、基本的にはそういうものを活かすような方向で、

行政も民間も一致して努力をすべきである、そんなような文章にして頂ければ、私どもとすれば、それで問

題はないんではないか、こんなふうに思います。それから超過洪水対策については、私どもとすれば、こ

れについてはあまり議論をしていないという認識でございますんで、これはなくても良いのではないか。そ

の次の千曲川への排水、千曲川の改修、これについてはここに書いてある通りで、これも一致している部分

でありまして、これはまったく議論の余地は私どもとしても無いと、ほぼそう思っております。後、全体的にそ

れぞれの後半の方については、私どもとしても何の異論もございません。以上です。 

 

○ 石坂部会長 

今、色々私の報告書にご意見ありましたので、コメントできる部分だけお答えし、皆さんのご意見も伺いた

いと思いますが、共通認識が図られた部分と、意見が分かれている部分は、はっきりさせて報告に盛り込み

たいということは、最初に申し上げました。今鷲澤委員からご意見があった部分ですが、これからの議論の

中でまずいということは落していきたいと思いますが、森林整備、それからご意見がありました削除しても良

いのではないかと言われましたけれども、超過洪水対策、内水対策、千曲川との関係、これについては今も

ご意見ありましたように、一致出来ている部分という捉え方で、取り分け超過洪水対策と内水対策はダムを造

っても造らなくても取り組まなくてはいけない課題ですので、触れない訳にはいかないと思います。触れま

すが、記述においてまずい点があれば、修正はさせて頂きたいと思います。森林の整備につきましては、

そういう観点で主には藤原委員と山岸委員から前回の部会以降お寄せを頂きましたご意見を参考に書きま
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したものでありまして、その点では、お断りしておきますが、その点の記述が不十分であれば、勿論修正も

致しますし、それから言葉としても書いておきたいと思いますが、ここでいくつか検討課題として提案するこ

とは、やらねばならないということではなくて、選択肢として提案することでありまして、勿論実施していく過

程では、県、市、町で、それから住民も含めて、最終的に取っていく対策についてはご検討頂く課題、そう

いうふうに考えて頂きまして、ここに書いてあることを全部やらないとならないということまでしばりを掛けた

報告ではないというふうにお考え頂きたいと思います。スキー場のことでは意見ありましたので、検討したら

どうかというご意見を出された方とそれは削除して欲しいというご意見が出ていますので、ご意見をお聞きし

ながら、取りまとめはしていきたいと思います。藤原委員どうぞ。 

 

○ 藤原委員 

ダム予定地上流の開発を規制するというのが今までに出ていた訳ですね。これまでその規制が足りない

為に、乱開発に近いような形になっているのではないかという意見も出ていた訳です。とにかく森林の整備

をするということによって、ダムが無くても、その緑のダムとしての森林の機能を生かせば、十分治水・利水

対策になるということで、提言している訳です。それからその場合、ダム上流の開発地域なんですが、今は

上流には７２％程度の森林しかない訳ですよね。そういう意味で言うと、もっと森林を増やすということを進め

ていく必要がある。その場合、ひとつは飯綱スキー場、１００ｈａくらいですか、そこのところを森林に戻す。特

に草地の部分がありますので、そこのところは保水力も落ちていますし、土砂の流出も激しいです、ですか

らそういう意味で、下流の方が水の問題、土砂の問題で悩んでいるのでしたら、保水力が落ちている、しか

も土砂の生産源になっているようなスキー場の草地を森林に戻していくというのは、治水、治山、利水の面

からも必要なものだと思っていますし、市民スキー場ということですが、これ民間だとなかなかすぐに止める、

京急ゴルフ場なんかすぐに止めて欲しいということはできないんですが、しかし公共性のあるものということ

から考えれば、飯綱スキー場というものも、これはどちらの方が優位かと考えた時には、やはりそこら辺のと

ころも検討してみる必要があるのではないか。飯綱スキー場というのは、最近何か採算があまり良くないと、

むしろマイナスになっているんだというふうな話しを聞いていますと、これをいつまでそのまま維持できるの

かということから考えると、むしろ森林の整備という意味では、スキー場を森林に戻していくことというのも、既

開発地域の復元という意味では、必要だというふうには思っています。 

 

○ 石坂部会長 

はい、大熊委員。 

 

○ 大熊委員 

先程から内堀委員と鷲澤委員から異常気象という議論が出ているんですけれども、この治水計画は異常

気象を対象として立てている治水計画ではありません。あくまでも今までの既存のデータの中から１００年確

率ということを考えて立てられているものであると思います。異常気象を考えるとなるとまったく別の体系で

治水計画を立てていかなければならないだろうと思います。最近の事例では今まで地震については、ある

基準でやってきた訳ですけれども、淡路、神戸の大地震で基準を見直して、作り替えて、全国的に既にか
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かっていた橋の補強やなんかをやって参りましたけれども、同じようにもし治水計画でも異常気象まで考え

てやるとなったら、全面的な考え方を変えてやっていかなければならないだろうと思います。ただ残念なこ

とに、今、実は新潟の信濃川の清津川ダムについても、専門委員会で議論しておりまして、異常気象の専

門家に来て頂いて、お話し伺いましたけれども、確かに気温は上がってきているんだけれども、具体的に

雨が増えたとか、減ったとか、そういったことはまだ分からないんだということをおっしゃっていました。そん

なことで今異常気象まで考えて治水をやろうとしようにもできないというのがひとつあると思います。また過

大な形で治水計画をやっていくとしたら、とても今の我々の財力でやれるものではないという状況下にある

と思いますので、異常気象の議論は外して、議論すべきではないかと思います。 

 

○ 石坂部会長 

はい、藤原委員、どうぞ。 

 

○ 藤原委員 

異常気象の問題については、１週間前、３月２６日に総務省が、豪雨対策に関する行政評価監視結果に

基づく勧告というのを出している訳ですよね。最近は１時間に１００㎜を超すような集中豪雨が、広島、愛知、

その前は福岡、最近では東京でも出ている。これは市街地、住宅地を中心にして、ということになっている

んですね。この異常気象というのは、浅川のダムの予定地の上流で起こるということよりは、むしろ市街地、

特にヒートアイランドと言われている所、コンクリートの建物とアスファルト、これが原因になって、非常に局

所的に、１時間に１００㎜を超えるような豪雨が降る訳ですよね。ですから、山地でそういう異常気象の問題

というよりは、むしろ異常気象が問題になるのは市街地、そしてこの市街地、住宅地を中心にした、これＡ４

で２５枚ほどの報告書が出ていますけれども、やはり調整池とかそういうものを作って対応すると、もし豪雨

が起こった場合にはそれに対する警戒警報みたいなものをどういうふうな体制でやるかとかも、そういうよう

な勧告が出ている訳です。大熊委員がおっしゃるように、ダムの問題と異常気象と言い始めると、それこそと

てつもない話しになってしまいますので、それは話しが違うと思います。 

 

○ 石坂部会長 

内山委員、どうぞ。 

 

○内山委員 

気象につきましては私確率雨量の問題と基本高水につきまして、今日少し説明したいということで、資料

を用意しました。よろしいでしょうか。 

 

○ 石坂部会長 

はい、どうぞ。 
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○ 内山委員 

お手元に今日出しました３月３１日付けの第１３回参考資料ということで、「確率雨量、基本高水を全面見

直しする必要性について、その３」というものを出しております。その１、その２については部分的に説明し

ましたが、第１１回、第１２回にそれぞれ資料として提出しております。ただ説明があまり上手でなかったの

か、もう一度改めてここで整理をし直して、問題提起をしたいし、この問題が浅川ダムの基本高水を考える

上で、一番基本となる問題であるというふうに考えますので、説明の時間を頂きたいと思います。まず確率

雨量の問題ですね、私ども委員のところに浅川流出解析という基本高水の解析作業をした資料を送って頂

きました。これで大分分かってきたんですが、浅川ダムの確率雨量はいずれにしても、皆さんが十分ご存知

のように、１００年に１度、１００分の１でダム地点、確率雨量としては１３０㎜、２４時間の値で設定されておりま

す。流出解析を見ますと、ここに１５０分の１、或いは２００分の１、１００分の１以下の値も入っておりますけれ

ども、２００分の１の値だけ、ここに参考までに出しましたが、それは日雨量にして、１４４㎜になっております。

浅川ダムの１００分の１、１３０㎜というものを計算で出していく場合の前提として、この部会の場でもって、大

熊委員の方から基本高水についての説明がありましたが、ティーセン分割図によって、ひとつは考えられる

と、それから気象庁の長野、須坂、中野、信濃町、戸隠辺りの観測所の中から時間雨量計を持っているとい

うことと、それから距離の点等から、特に時間雨量資料を持っているということで、長野観測所の値を取って、

過去１０ケースの洪水の際の雨量を分析し、その中から１００分の１、１３０㎜という状況が出てきております。

ではそれが１の（２）、実は過去１５年ほど、昭和でいいますと昭和５６年から５８年辺りに浅川のところで集中

豪雨に伴う洪水騒ぎがあったんですが、昭和６０年以降、約ここ１５年くらい平成７年７月を除きますと、あまり

大きな雨が降っておりません。ただ平成７年７月１１日から１２日に降った雨、これは梅雨前線豪雨といわれ

ておりますが、この雨だけは非常に大雨だったので多いに注目したいということで、この２４時間雨量、或い

はその状況について私のほうではいくつかの問題提起をし、県の方に要請をして、県の土木部から平成 

７年７月洪水時情報平面図というものが出されました。これが第４回の浅川部会に出ております。ここへ手書

きで書いたのは、私が書いたんですが、後で説明しながらいきますので、主にこの図面から見て頂きたいと

思います。７月１１日、１２日、平成７年災というような言い方をしておりますが、この豪雨が長野観測所では

それほど大きな値ではなかった。ここに出しましたように１５時から１５時、９時から９時で見ましても、その値

で見ましても２４時間の雨量が９６．５㎜から７６㎜という値であります。ところが、県が飯綱観測所に平成３年

に雨量観測所を設置しました。これは参考資料図面で言いますと、位置を見て頂きたいんですが、浅川ダ

ムの北郷水位観測所の上の、山の中腹、集水域の真ん中に当たりますね、標高が１０３２ｍ、これが平成３年

６月からこの位置に観測所を持って、ここから雨量データが平成３年から得られています。ちなみに平成  

３年というのは、浅川ダムのダム地点が建設省のダム基本設計会議で修正上流案の＋２５ｍ軸ということで、

決定したその年であります。その直後にこの観測点が設けられているということです。この飯綱の観測点と

いうのは標高で言いますとダム地点が約５２０ｍ位、飯綱山頂が１９１７m、ですからその中間を取りますと  

１３００ｍ位になろうかと思いますが、スキー場の直下、先程話しの出ました飯綱市営スキー場の直下の標高

１０３２ｍというところに、位置としては適切だろうと思います。７月１１日から１２日、平成７年災の時に出た、こ

の値が問題なんですね。これで１５時から１４時で１５４．５㎜という値が出ております。それから９時９時で見

ますと、１１４㎜、１５４．５㎜というのは長野観測所の値と比べますと、例えば、１５時から、１５時で比較すると
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１．６倍、９時から９時の値で比較すると１．５倍、多い値が出ている訳です。ということは、浅川ダムの雨量を

判断する場合、雨量を代表させる場合に長野観測所の値で全てを、基本高水を決めてしまったと、それで

はまずいんではないか、県の飯綱観測所の値を参考して、基本高水は考えるべきだし、修正すべきであろ

うと、ただしこの流出解析分析は、これは平成２年度まで、つまり飯綱雨量観測所が設置する前までの観測

データで基本高水を算出しております。その中でもうひとつ考えられるのはどこかといいますと、気象庁の

戸隠という観測所があります。これがただし残念ながら１時間毎の雨量観測しておりませんで、昭和５２年度

位まであるんですが、９時から９時の１日値で観測しております。しかし標高から言いますと９１０㎜それから

飯綱の雨量観測所からの距離に致しますと、ここからちょうど５㎞位、長野気象台よりはずっと近くて、標高も

高い訳ですね。一度ここの場で標高のこと申し上げたことあるんですが、雨量観測の場合、山地の標高の

高いところは、一般的に言いまして標高が高くなればなるほど、雨量は多くなるというのが一般的な傾向だ

と言えると思います。それが７月１１日、１２日の実測値で反映されている。それから私が非常に力を、重視

をしておりますのは、合理式とか、貯留関数法とかいろいろな難しい計算式を使って出された数値よりは、と

にかく非常に単純素朴に観測された、実測された値というものを重視して考えるべきだろうと、計算値という

ものは、あくまで実測された値で検証されなければいけないし修正も受けなければいけないだろうと思って

おるということです、これが大原則です。これで見ますと、いずれにしても、この平成７年災７月で観測され

た雨量というのは浅川ダムにとってきますと、１３０㎜、１００分の１確率を超えているどころか、２００分の１、 

２００年に１度の１４４㎜を１０㎜上回っている訳ですね。ということはこの時降った雨というのは、２００年超の

豪雨の確率雨量であった、こういう事実が残っている訳です。この飯綱観測所の雨量で平成７年災の時にこ

ういう値が出たんですが、浅川ダムの計画とか、或いは基本高水は平成７年災の実測値によって、直しまし

たとか検証しましたというようなことは出てこないんですね。これは土木部でお話しを伺ってもそういうことは

作業を行ってなかったようです。もうひとつ、２のところ、こちらがむしろ今日のポイントなんですが、３枚目

の２、基本高水の流量の過大性、というのは基本高水というのはまず確率雨量を設定しまして、確率１００分

の１で１３０㎜という雨量を設定して、それに伴って、浅川のダム地点でどれだけの流量があるのかということ

を計算式によってはじき出す、これが主なねらいですね。そこではじき出された数量がたまたま同じなんで

すが、ダム地点において、１秒間に１３０ｍ３/ｓという水が出てきますと。つまり、１００年確率で１３０㎜の雨が

降った場合には１３０m３／ｓの水が出てきます。これが前提になって、浅川ダムと基本高水が全て組まれて

いる訳です。実際に平成７年の時にそれだけの水が出ているのか、でなかったのか、これを検証してみた

訳です。そうしましたら、前回の時に資料付けましたが、北郷水位観測所、これは昭和４７年から水位観測を

しておりまして、その後、河川断面に併せて、流量を算出しております。これで見ますと最大の値はこの時、

７月１２日午前１０時の３３．４m３／ｓというのが計測されております。それ以外は全部３０m３／ｓ以下です。こ

の３３．４m３／ｓというのは図面をもう一度見て頂きますと、北郷の治水観測所というのはダムよりも上にある

訳ですね。１４００ｍ程上流に当たります。それで北郷の水位観測所の集水面積は９．３� 、浅川ダムのダ

ム地点の集水面積は１５．２� ですから、差し引きこの１４００ｍ区間の集水面積は５．９� になります。そ

れを補正してみますと３３．４m３／ｓという値はダム地点に来ると５４．６m３／ｓになります。その５４．６m３／ｓ

というのは、２００年超の雨で観測されたんですが、１００年確率の１３０m３／ｓの雨と比べてみると、５４．６  

m３／ｓに対して、１３０m３／ｓの流量は２．３８倍に当たります。それからもう一ヵ所、流量は測定していない、
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水位も測定していなかったんですが、この図面の一番真ん中の下、天井川区間ピーク流量というのがありま

す。これはその時の区間、富竹地積ですが、１２日の早朝にここに行っておりますが、ほとんど土手一杯ま

で水が上がっていた時です。これはその後の聞き取りとその時の写真などに基づきまして、県の土木部が

流量計算をした場合に、この位置で７０m３／ｓから９０m３／ｓの出水があったと、こういうふうに分析をしてお

ります。それで流出解析によると７０m３／ｓの計算結果が出たと、こういう訳ですね。ところが、この部分の基

本高水によるいくらの流量が組まれているか。一番右側に流量配分図。この一枚の図面でだいたい説明で

きるんですが、右側に流量配分図があります。流量配分図の（２６０m３／ｓ）駒沢川のちょっと上ですね。ここ

がこの位置の流量に当たります。ですから、この位置の基本高水では２６０m３／ｓと予定していたのに、ここ

では実際には、大雨が降って、１３０㎜どころではなかったんですが、７０m３／ｓから９０m３／ｓの流量しかな

かった。では７０m３／ｓから９０m３／ｓの流量というのは、２６０m３／ｓに比べて、２６０m３／ｓの値が実際に出

た流出量に比べると、計算値３．７倍から２．９倍に当たります、それくらい計算値が大きく外れている、大き

な違いがある訳ですね。これは前回の第１２回の時に私は非常に頷いて、感心したんですが、隣りの大熊

委員が基本高水計算方法についての考え方を資料として出しておられました。この場合のものは計算結果

だけを比較しておったんですが、計算結果がせめて、４０から５０％の程度の範囲に収まっているならば、

科学的というのかもしれないが、これでは開きが大き過ぎ、科学的に判断できる範囲を超えてしまっている

と、これは具体的には、昭和６１年９月の引き伸ばしが２倍であると、雨量の引き伸ばしか２倍であると、これ

を指してこう言っておられる訳ですが、そこからこういう結果の違いが出てきている。この流量の計算結果の

開きを言っておられます。私が今日問題にしておりますのは、計算結果と計算結果の開きではなくて、実測

に基づいた単純計算で出した流量の値と基本高水で出した値とが、２倍から３倍、最大３．７倍も開いている

と。これは実体とも実測とも大きくかけ離れていすぎるのではないかという問題提起なんです。ということは、

私は貯留関数法とか合理式という計算式が、どこかにおかしいことがあるからこうなるんだというところまでの

知識を持ち合わせておりません。しかし、計算式に問題があるのか、或いはその計算式の使い方、人間が

使う訳ですから、投入条件等によって、結果としてこういう違いが出てきた、どこかに過ちがあると言わざるを

得ません。浅川ダムの基本高水１３０m３／ｓ、ダム地点での１３０m３／ｓというのが、全ての前提になってダ

ムの計画も組まれておりますし、合流点の４５０m３／ｓという値も設定されておりますから、とにかく出発点の

一番の基礎が崩れたのだと、これは全面的に基本高水そのものを１からやり直さなければいけないだろうと

いうふうに考えております。浅川ダムの目的というのは、それは長野市への５，４００m３の水道用水を供給す

るという、そういう目的が付け加えられておりますが、私の理解では浅川ダムを建設する目的は９９％洪水調

節であると理解しております。ところが、洪水調節だと言いながら、浅川ダムというのは、３の（２）で書きまし

たように穴あきの無人管理の自然調節方式を取っているダムなんですね。穴が空いておりまして、この穴か

ら常時満水位よりも上に水が行った場合には、常に水が流れると、こういう仕組みになっております。ですか

ら、常時満水位までは水が溜まる。これは誰が考えても、子供が考えても分かることだと思います。問題は

常時満水位より上に、総貯水容量が１６８万ｍ３と組まれておりまして、１００万ｍ３は洪水調節用の空き容量

なんだと、１３０m３／ｓの水がダム地点に来ますけれども、１３０m３／ｓの内１００m３／ｓをダムでカットします、  

３０m３／ｓを流します、こういう説明をしている訳です。今日の石坂部会長のまとめの中にも、ダム賛成派の

人の方からとにかくダムはピークをカットすると、流量をカットするんだと、こういうことが何度も何度も繰り返
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し使われております。ではそのカットすべき流量は上から、水の流量があればカットできます。無ければカ

ットできません。俗に無い袖は振れぬと言いますけれども、浅川ダムでは過去に北郷の水位観測所を４７年

に作ってから約３０年間の水位観測があります。ダム地点で３０m３／ｓを超える量というのは、北郷では   

１８．４m３／ｓがダム地点の３０m３／ｓに該当します。ですから、私は県の土木部に対して、過去の実測デー

タの内、１８．４m３／ｓを超えるものがあったとすれば、その年月日時間、これ教えて欲しいということを要請

しました。そうしましたら、その結果が６ページのところに出てきましたが、これが２９日、一昨日ですね、県

からファックスで私の方に送られてきました。これを見ますと、北郷の水位観測所で、１８．４m３／ｓ以上観測

したというのは、但し書きも是非読んで頂きますが、昭和５３年以降の資料で見ると計７回であると。それで

ひとつも２時間継続していおりませんから、厳密に言えば７時間である、こういうことですね。特にこれを見

て頂くと分かるんですが、一番右の欄に北郷の水量、流量に対してダム地点の流量を計算して私が付け加

えてあります。それを見て頂くと一番分かり易いんですが、ダム地点では３０m３／ｓ以上から３５m３／ｓ以下

の、極僅か３０m３／ｓ以上上回っていたというのは、５回あります。そして後の２回、平成６年５月、先程から

話題になっている平成７年７月１２日、この時は４５．３m３／ｓと５４．６m３／ｓという値が出ております。そうす

ると、今まで欠測等がありますけれども、５３年から約２５年くらいでしょうか、その実測データの中で、かつて

一度も１３０m３／ｓという流量は計測されていない。こういう事実が出てきた訳ですね。３０m３／ｓ以上、この

程度のものが出てきても、常時満水位の上の１００万ｍ３の空き容量と言っています、県は空き容量という言

い方をします、洪水調節用の空き容量として１００万ｍ３の能力を持っていますと、その浅川ダムの１００万 

ｍ３の水が埋まるのか、埋まらないのか、誰が見ても一目瞭然だと思うのですが、サーチャージ水位の高さ

まで水が届いて、１００万ｍ３の水が貯まるということは、この実績を見る限りでは有り得ない。先程から話題

になっております。異常気象、超過洪水、こういったようなことが出た場合には別ですよ。通常のケースで行

った場合には、浅川ダムには、常時満水位の上から、穴から水がちょろちょろ出ていることは続くかもしれま

せんが、１００万ｍ３の空き容量が一杯になるほどの雨量、流量というものは流れてこない。非常に分かり易

いことを言えば、上流から水が流れてこない。水が貯まらないダムをなぜここで造るのか、こういうことに集

約できると思うんです。私か申し上げたことに計算ミスとか、理解、認識の過ちがある、そういうことでしたら、

是非ご指摘頂きたいし、過ちがあれば改めるにやぶさかではありません。しかしどう考えてもサーチャージ

水位の総貯水容量１６８万ｍ３というダムをここで総事業費４００億円で造って、一旦造ったものはとにかく何

年間に亘るか分かりませんけれども、ずっとあそこに残る訳ですね。そういうものを造って良いのかどうか。

一体このダムというのは洪水調節に役立ちますと言っていますけれども、私が分析した限りでは、洪水調節

には何の役にも立たない、としか言いようが無い訳です、その為に多額の税金を浪費して、しかもダムをあ

そこに造ったことによって、非常に、これは別の問題ですが、地質、断層、地すべりの危険性のあるところに

ダムを造って、災害発生の危険性をむしろ誘発してしまう。これは何のプラスがあるのかどうか。例えば、私

は長野地域において、もしこれをあえて強行するとしたら、２０世紀から２１世紀にかけて、最大の愚行を強

行すると、こういうことにならざるを得ないのではないか、私はそこまで考えて、やはり委員に選ばれたから

には、委員の責任として、この問題だけは声を大にして、皆さんに訴えたいし、これをもし否定なさる、過ち

を指摘されるんだったら是非過ちを指摘して頂きたい。もしこれが間違っていないというだったら、なぜそん

なダムを造るんですか。そこまでしてなぜこんなダムを造らなければいけないんですか。のっぴきならない
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ような事情があるとしたら、どうしてもこれは引っ込めないんだというのだったら、そういうことをこの場であか

らさまに出して、その上で委員の皆さんの理解を求めるべきである。その理由も無いのに、このダムの建設

を賛成の意見を羅列して、両論併記に持っていくと、そういう歪んだ部会の論議にしてしまってはならないと、

私は自分の意見が間違っている、ここはおかしいでしょうとそういうことを言われるんだったら、先程申し上

げたように、自分の意見を思い切って訂正します。ダムがあった方が良いと、頷けるように説明して頂けるん

だったら、第１回の部会の時に言いましたように、私は自分の考え方に強硬に拘るつもりありません。今の

段階では１３回の論議を経てきて、皆さんの意見を聞いてきましたけれども、この浅川ダムというのは、何の

役にも立たない上に、災害を誘発する危険性を持っている決して造ってはならないダムだと、そのダムに

ついて賛否両論を併記するという部会のまとめ、これはどうしても頷けません。以上です。 

 

○ 石坂部会長 

はい、ありがとうございました。山岸委員どうぞ。 

 

○ 山岸委員 

今のお話しは私も大変説得力を持って、聞くことができました。非常に重要な問題だと思うんです。これ

はみんなで考えなくてはいけないと思うのですが、それと関連して連け加えさせて頂きます。繰り返し申し

上げますように、これが説明会で使われた県の提出したパンフであります。ここに浅川ダムの役目は洪水の

防止、水の流れの確保、水道用水の確保となっておって、洪水については、大雨による河川の増水を一時

的にダムに貯え、ダム下流の流量を調節して、洪水を防ぎます。このことを洪水調節と言います。浅川ダム

では１３０ｍ３/ｓの洪水を１００ｍ３/ｓダムで調節して河川の氾濫を防ぎます、というのですが、今お話しのよ

うに１００万ｍ３は貯まらない。私も水文学やっている人に聞きに行ったんですよ、そしたらこれは溜まるは

ずが無いと、こういうふうに言いました。１００万 m３貯まって３０m３／ｓ流れるには、絶えず相当量の水が流

れ込んで水圧が高まってこないとそういう状況は有り得ないという訳です。私もその点ではまったく同感で

す。しかし、私もこの前言いましたように、切られた木が２３万本、これを直ちに植林をする。しかも広葉樹林

で埋める。大駐車場４つ、それから運動場４つ、グランドある訳ですから、それに浸透できるような状況を造

っていけば、もっともっとダムサイトに流れ込む雨量は少なくなります。また上流で無理して水を貯める訳で

すから、水の流れが変り渇水状況が続くということになります。そうすれば、そこに住む生物はどうなるのか、

環境はどうなるのか、こういう問題が出てきて、第２の水の流れの確保ということもおかしくなってしまうという

ふうに思います。私がこれから言うのは、この前も言ったので、ちょっとくどいようなんですが、あえて言わせ

て頂きます。県の方からも返事も来ておりますから、申し上げたいのですが、要するにダムを造っても内水

災害は治まらない。これは前の土木部長の光家さんでさえも公式の場でおっしゃったところであります。そ

れは、先程ピーク流量は防げるのではないかと言われまして、そこに図を書いておきましたけれども、水門

閉鎖の前に、沢山流量が出たほうが安全なんです。そうすると例えば、図の２を見て下さい、これは確かに

ピーク流量をカットしています。ピークカットしている時間は短いです。しかし、ともかくある時間、一定の時

間が経つと千曲川に流れるんです。しかし水門を閉鎖してしまうと、むしろ、流量はダムがあった方が拡大

されるということは当然のことではないですか。ですから、この前申し上げましたように、排水機場が能力  
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４４m３／ｓだと、しかもサイフォン方式だと、千曲川の水面が上がりますと、ずっとサイフォン機能が落ちてき

ます。どういうことになるかというと、浅川流出解析、千曲川工事事務所の資料を使って、計算をしてくれた

方の、国土研の調査を見ますと、昭和５７年洪水の場合に、ダムありで、４，３６１，４００m３水が溢れると、こ

れは１００万ｍ３、もし万が一貯まっても、４倍の溢水量があることになるのではないでしょうか。そしてまた昭

和５８年では、２，７３６，０００m３ですから、これも１００万ｍ３貯めてみても、２．７倍の溢水量がある。しかも、

千曲川が上昇し、今のサイフォン方式で問題がありますから、昭和５７年型洪水では、２４９，７００m３、ダム

があった方が余計に内水災害は大きくなる。昭和５８年では、５４６，６００m３逸水量が増大するという訳です。

しかもこの部会でも明らかになりました、千曲川が増水時には、千曲川の警戒降雨水位というのは、設定し

てありますが、それに近づきますと、だいたい下流の合流点では堤防より、１．５m位のところだそうですが、

そこまで水位が上がってくると、排水機能の運転を停止してしまいます。溢水量はさらに拡大し、また流れる

時間は一層長くなるのではないか。そうなると、計画したひとつの調節機能は、先程の内山委員報告と同じ

ように、併せて考えると、まったくおかしな機能しないものになるのではないか。そのことを私は大変心配し

まして、３月１５日に私どもの計算がもし間違いがあると皆さんに迷惑かけるからということで、その真偽を確

かめたくて、昭和５７年、５８年の洪水でダム無しで、ダムありの場合につき、溢水量の数値、分かり易く言え

ば何ｍ３溢れたかということを教えて下さいと、こういうふうに提出しました。そしたら返答が、今日も来たらこ

こに来ておりますが、どういうふうにあったかというと、「平成１４年３月１５日付け、依頼のありましたこのこと

につきましては、長野県には資料がありません」という、こういう答えなんですね。そうするとダムを造った方

が安全なのか、ダムを造ればもっと危険なのかという根本的資料がないということになります。無いということ

になりますと、私どもの提案したものは県の流出解析、千曲川工事事務所の資料を使っていますから、私ど

もの提案したことが間違いないということになります。そうすると、これ程重要な問題について、調査も資料も

無いとすれば、これは無責任と言われても仕様が無いのではないか、ということになります。私どもが議論

する中で、ダムを造っても内水災害が治まらない、ダムを造れば一層内水災害を拡大するということが、事

実上ここで認められ、共通認識になったのではないかと思うんです。そういう意味では、ダムを造るという根

拠は、少なくともこの洪水調節についてはまったく根拠は失われた、そういうことになるのではないか。そこ

のところで是非、皆さんにもご理解頂きたいし、ご理解頂けない場合、これはおかしい、おまえの言うことは

全然データもなんかも違っているというんだったら、しっかり私にお聞かせ頂きたいと思います。 

 

○ 石坂部会長 

はい、ありがとうございました。続いてお願い致します。はい、松岡委員。ちょっとマイクで。 

 

○松岡委員 

確認なんですけれども、内山委員の図で中央橋利水基準点流量というのは新田川合流点後、合流前でし

たっけ。三角してあって、天井川ピーク流量が７０ｍ３／ｓから９０m３／ｓで、その下のところにいって三角形

がありまして、中央橋利水基準点のところというのは新田川流入前ですか、後ですか。事務局の方、これは

どっちでしたっけ。新田川流入前ですか、後ですか。 
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○ 石坂部会長 

すいません。お願いします。 

 

○事務局（鎌田浅川ダム建設事務所次長補佐） 

今の７０m３／ｓから９０m３／ｓ。 

 

○松岡委員 

中央橋利水基準点流量というのは。 

 

○事務局（鎌田浅川ダム建設事務所次長補佐） 

合流の後です。ただ、新田川直下流になります。 

 

○ 松岡委員 

７０から９０ｍ３／ｓの出水があったと考えるところは。 

 

○ 事務局（鎌田浅川ダム建設事務所次長補佐） 

７０から９０ｍ３／ｓは新田川合流前です。 

 

○ 松岡委員 

では、利水基準点流量というのは新田川の流量が入ったのが、この計画で言うところの２６０ｍ３/ｓなり、 

１６０ｍ３／ｓになっているということですか。 

 

○ 事務局（鎌田浅川ダム建設事務所次長補佐） 

利水基準点と平成７年の検証した箇所が違いまして、利水基準点は新田川合流後、下流ということで、平

成７年の検証は上流です。 

 

○松岡委員 

はい、分かりました。その確認だけです。 

 

○ 石坂部会長 

いいですか。他にご意見ある方、どうぞ。はい、鷲澤委員。 

 

○ 鷲澤委員 

先程私にやはり質問がいくつか来ていますので、大熊委員から異常気象云 と々いうのは違う場面でやる

べきだということですが、それは私も分かります。私どもとすれば、異常気象というからには大きな数字がで

るだろうと思いますから、そういう意味では安全度が高いという部分は、私はその方が良いという部分でござ
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います。それだけのことで特に異常気象を対象にして考えると申し上げたつもりはございません。もうひと

つスキー場云々の問題なんですが、両論併記の段階で、両論併記ということでスキー場云々の問題が、ひ

とつの、こういう意見があるということで、ここへお載せになるのは、私の方もそれは結構です。ダムを反対

する皆さん方のご意見としてお載せになることならば、スキー場のことも、ゴルフ場のことも産廃のこともお

載せになること結構ですけれども、ただ全会一致で、出すという部分に関して、両論併記の部分ではないで

すから、例えば、スキー場も止めるべきということを、行政の立場から絶対言えないですよ。それは一致は

できませんよ、絶対に。ですから、両論併記で書くんならば私は結構です。今までのように、分けてお書き

になる、丸２つという形の考え方ですね。そうではなくて、一つだということであるならば、私は森林の可能

性というものについて、みんなでもう少し大事にしましょうという発想でお書きになることについては、私の方

はそれで結構ですと申し上げたい、こんなふうに思います。一応、現段階でそんなもんです。 

 

○ 石坂部会長 

今、後に出されました件で、森林整備については基本的には全員一致というかご議論がないところだと

思いますが、ただ藤原委員からの提案で、飯綱スキー場を森林に戻すことも検討すると入れさせて頂きまし

たことにつきまして、市長さんとしては、ちょっとこれは待って欲しいと、一致できないということでありますの

で、今の両方のご意見を取り入れるとしますと、これを藤原委員のご了解を頂いて、削除するという考えが

ひとつあります。それか、個人のご意見というか、そういうご意見もあったという形で鷲澤委員にご了解を頂く

か、いくつか考えられるんですが、スキー場の駐車場やグランドの浸透性を高めるという部分は、これは良

いでしょうか。はい、鷲澤委員、どうぞ。 

 

○ 鷲澤委員 

すいません。ここの文章で、いずれにしても、現在までの、何の規制も無い段階で、ある意味で、できて

いるゴルフ場とか、産廃の問題とかスキー場という問題を、色々 な形で具体的に挙げるということについて

は、それは行政としては、一致した意見書としてお出しするということは、それは困ります。それは絶対に駄

目です。ですから、ちょっと待って下さい。私の方とすれば、必要な部分として、将来的に努力をしなけれ

ばならないということについての理解はしますけれども、今までやってきたことが別に間違っている訳でもな

んでもない訳ですから、それは私も含めて一致したものの意見として、これを文書に出すということについ

ては、私は困ると、こう申し上げているんです。あえて申し上げますけれども、日本学術会議が、地球環境

人間生活に関わる農業及び森林の多面的な機能の評価について、という答申を出されたんですが、この 

答申の中で、治水上問題となる大規模洪水では洪水がピークに達する前に流域が流出に関して飽和に近

い状態になるので、ピーク流量の低減効果は大きく期待出来ない、ということを学術会議の答申の中で、そ

れを出して、それが了承されているということでございますので、したがって、森林の洪水緩和機能は補完

機能として効果があるというふうに思いますし、私もそれはそうだろうというふうに思っております。ですから、

この部分を色々お書きになること、別にひとつの意見としてお出しになることについては、私何も申し上げ

ませんけれども、一致してということで、それだけでやるということについては私基本的に反対ですから、補

完機能なんなだということを私としては是非主張したいところなんですが、できるだけ一致した部分を増やし
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たいという部分で私も考えますので、そういう意味ではこういう具体的なお話しについては、そうではなくて、

森林の保水機能について、みんなでもっとやりましょうという方向でお書きを頂けないかということを申し上

げている。 

 

○ 石坂部会長 

はい、藤原委員どうぞ。 

 

○ 藤原委員 

そういう市長さんのご意見もあるとすれば、飯綱スキー場以下のところを、という意見もあった、という程度

の書き方にして頂ければいいと思います。 

 

○ 石坂部会長 

前段のゴルフ場についてもご意見がありますが、特に２番の全体について困るというようなご意見のよう

なんですけれども、要請するとか、考えもあるとか、そういう表現にしたらいいのでしょうか、どうしましょうか。 

 

○藤原委員 

そういう意見もあった、というふうに付け加えて頂きたい。 

 

○ 石坂部会長 

そういう意見もあった、はい。鷲澤委員、いかがでしょうか。では表現につきましては、一致できていない

部分については一致できていないというようなことが分かる記載にしていくというのは皆さん了解することだ

と思いますので、その辺ちょっと森林整備のことにつきましては、あまり白熱した議論にならなかった点もあ

りまして、少し不用意に記載をした部分もあろうかと思いますので、それぞれの皆さんのご意見頂きまして、

もう少し一致できている部分と一致できてない部分、しかし、一致できていないけれども、提案としてこういう

考えもある、というような正確な記載にしていくように努力をしたいと思いますので、また色々ご意見お願い

したいと思います。はい、竹内委員。 

 

○ 竹内委員 

記載に入ってよろしいでしょうか。この報告書そのものの。 

 

○ 石坂部会長 

はい、どういう角度からでも結構ですので、取りまとめについてのご意見。 

 

○ 竹内委員 

先程来、反論があったら、反論して欲しいという話しがそれぞれありまして、あるんですが、その前にお話

し申し上げておきたいのですが。 
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○ 石坂部会長 

細かい語句の修正とか、そういうことにつきましては、今日の最後にもう一度確認しますので、これが最終

ではありませんで、文書的な修正とかも、ご意見につきましては、ただ議論に出ていないことをまた後から

突然言って頂くのはちょっと困るんですけど、議論に出ていることの中で修正ということは今日以後も是非皆

さんのご意見を取り入れて、取りまとめていきたいと思いますので、そんな風に図らせて頂きたいと思いま

す。 

 

○ 竹内委員 

細かな話しは一杯あるんですが、その前に先程の山岸委員、内山委員それぞれお話しがございました。

いずれにしても、基本高水を巡る問題について、その在り方、貯留関数法とか実測とかそういう見解が、言

ってみれば、これまでの論議の中で、基本高水のワーキンググループでさえ論議が一致できていなものを、

そして今日の中で具体的な指数を用いて手法について、これまでの浅川ダム計画の関わってきた、基本高

水を定めてきた中身について、それがやはりこの部会の場の中で基本的にお互いに納得できて、論議を

尽くして出せるのかどうかということは、前にも申し上げましたけれども、具体的に河川砂防技術基準（案）の

見方一つ取っても論争のあるところでございまして、それが例えば、国土交通省、国のレベルにおける、具

体的論議でも尽くしていない部分がある訳ですよね。今までの論議を通じまして、大熊委員からはこれにつ

いて、昭和３３年来のお話し、今における、色々な見方がそれぞれあるというお話し、財政的論議を含む話

しということで言われていまして、時代的背景として、それが公認できるものであれば、私は構わないと思う

んですが、一度示したものについてなかなかそれを理解するということは、既存の中で、今までの論議の中

でいくと実測とか色々言われても理解できないということでありまして、基本高水に関わる論議がこういうこと

で結論を出せといわれても理解できないということを申し上げました。今までの論議の中で、例えば、上流

部における地すべりが起きたらどうするんだとか、或いは猫又池の話しでもこの間山岸委員はそんなの崩

れたら、ダムがあれば私は止めるのではないかと言ったら、そんなの防げないんだという話しもあったんで

すけど、そうではなくて、そういう背景を含めて、やはり考えた時に、１００m３／ｓ貯まらないということを、内

山委員は具体的に、例えば、異常気象の時や超過の問題の時は、それはどうかわからないというお話しさ

れたんですけども、そういう意味ではそういうことも含めた中で実証されてきて、計画されたと私は理解して

いますので、それについてはご理解頂ければと思います。内山委員から出されました下流域における内水

氾濫の問題、前から申し上げているように、浅川と千曲川の関係を基本的に整理しながら考えた時に、全て

それが、例えば、そうであるということが確認されたという言い方は、私は出来ないのではないかと思うんで

す。雨というものはそれぞれの降り方があって、浅川と千曲川の関係の中で、そういう実態が現に起きたと

いうことも事実だというふうに思います。しかし、千曲川の今後の現況としてどうなのか、千曲川の形態がどう

変わっていくのかということも視野に入れながら長期展望に立った対応ではないかと、私かねがね申し上げ

ている訳でございますし、下流域のみならず、中流域から上流の部分では、ダムがあった場合の効果という

ものはどうなのかということも申し上げてきているつもりでございまして、その辺については確認されたという

言い方は、今までの論議を聞いて頂いたのかどうかと私は申し上げておきたいと思います。いずれにして

も、地質の問題に関わっても、松島委員が言われました、活断層そして第四紀断層の違いについて、私が
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申し上げたのは、書かれている指針（案）の解説書自体の捉え方にも関わる問題になってしまっているとい

うことを申し上げた訳です。それぞれの見解がこの部会の中でも、これに対する捉え方自体も割れている訳

です。例えば、内山委員が言われました、それは建設省がダムを造る為に、あえて造り出したものである、

というのも、それは見方の問題であって、私はそうであったとしても検証というものは、私は行政の人間では

ございませんけれども、行政側が企画をする、河川管理者が企画する、そういう中における、国土交通省と

のやり取りの問題、こういう住民の意見の問題、それをどういうふうに整理をしていくのか、今後の中で尽きる

だろうと思う訳です。そういう意味で言いますと指針案の捉え方自体についても、現況の中で活断層、そし

て活断層と第四紀断層をなぜ区別しているのかというのは、これによれば、期間、土木工学も含めた期間と

して判断をするということが私は言われていると思う訳です。ですから、その最後の方に、期間とは何かとい

うと、これは内山委員が指摘している第２次調査結果に対する対応のところですけど、期間は１００年程度で

すけど、構造物としては数１００年程度対応しうるものと考えられると規定している、ですから、その前活断層

という規定がある訳でございまして、その点については先程の松島委員の言われた中身についての活断

層と第四紀断層との解釈というのは、ちょっとこの基準の捉え方としては、違うのではないかというふうに思う

訳です。ですから、この地質の問題に関わるこの部分についてと基本高水について、先程基本高水につい

て大熊委員も言われましたけど、ここで論議しても難しいと思うと、大凡のことは判断できるんではないかと

いうような言い方されましたけれども、私はそう言う意味でいくと、基本高水ワーキンググループで固まって

いないことについても、ちょっとここで判断できるかどうかということについては、極めて私は疑問であるとい

う立場から申し上げておきたいと思います。その前提に立って、細かなことよろしいでしょうか。 

 

○ 石坂部会長 

はい、どうぞ。 

 

○ 竹内委員 

まず第四紀断層の表現について、ご検討を頂きたいというのがひとつです。それからそれは５ページの

ところです。活断層が確認されたという。 

 

○石坂部会長 

先程の鷲澤委員のご意見と同じと受け止めて良いですか。意見が分かれている部分について活断層と

書くべきということですね。 

 

○ 竹内委員 

そうです。今までの論議で、言いきれるかどうか、実証性。 

 

○ 石坂部会長 

共通部分の部分は第四紀断層という記載だけに留めておく、そういうことですよね。 
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○ 竹内委員 

はい。それから、４ページのこれは皆さん方のお考えですから、どうなのか分かりませんけれども、平成 

７年の豪雨に対する検証で実測値とあまりにかけ離れて信頼性に欠けるという言い方も、従来の説明からし

ますと、それについてはある程度一致している県の方から説明があったんですけど、その点についてはち

ょっと本当にそうなのかどうか確認をした上で検証頂きたいということがひとつです。６ページのダム建設に

安全性の保証はないというところ、安全性を心配する住民らの指摘によって、というのは、これは県の方にも

ある程度やっていたのではないかと思うので、これが住民の方が一方的にやっていたのかどうか、その辺

は検証して頂きたいということです。それからこの布引ダムと群馬県の下久保ダムの流域の話し、私分かり

ませんので、本当かどうかご説明頂きたいというこのが一点です。先程の森林整備のところで、森林の有効

貯留量は過小に評価されているという言い方について、これは今までの論議の経過を通じますと、過小か

どうかという問題については論議があったところだと思うんですね。それがここで果たして言いきれるかどう

かというのは、これまでのダムの経緯の中でも一応、考慮されているということで、今までの中では論議され

ているということがありましたので、その辺については、もう一度確認をさせて頂きたいというふうに思います。

最後に８ページの浅川への流出抑制、内水対策など、総合治水対策のところの、最後のこれは全体の両方

一致できることを申し上げている事項ですよね。その中に、結局、ダム無しダムあり関係なくてもやるという

意味のことを一致できる部分としているんですね。その中に沈砂池を造り、という表現が入っているんです

よね。沈砂池はダムがあった場合にも造るのかどうかということについての論議というのは無かったような気

がするんですけど、この辺の取り扱いはどうか、それは他のところに入っていると思います。そのことについ

て一つ、超過洪水対策の用地買収や補償契約、経済的優遇措置を含むと書いてあるところ、色々意見とし

ては出たんですけど、この辺についても意見で留めるのであれば良いんですけど、これは共通認識で出

すとすれば、こういう論議をまだしていないような気が致すんですけど、その辺についてはどうなのか、そ

の辺だけとりあえずご確認を頂ければ、一杯ありすぎて申し訳ないですけど、と思いまして、提案をさせて

頂きました。 

 

○ 石坂部会長 

ありがとうございました。続いてどうぞ。はい、武田委員。 

 

○ 武田委員 

今の竹内委員の中から異常気象と超過洪水でダムは対応し得るんではないかというご意見があったんで

すけれども、浅川ダムはサーチャージ水位を超えると、まったく放流曲線はなんとなく自然に書かれていま

すけれども、これはもう計画が無いということですので、浅川ダムというのは上の規定があるということだと思

います。ですので、範囲が決められているということだと思います。異常気象とか超過洪水までしのげない

ということだと思います。 

 

○ 石坂部会長 

はい、藤原委員どうぞ。 
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○藤原委員 

竹内委員の７ページのところですね、森林の有効貯留量は過小に評価されているというのは、森林ワー

キンググループでは浅川上流の森林の有効貯留量というのは９０㎜から１３０㎜という報告をここではしてい

ます。それに対して飽和雨量として出されているのは５０㎜というふうになっているので、もっとあるのでは

ないかという意味で、森林ワーキンググループの数字はもっと大きいですよという意味なんです。 

 

○ 石坂部会長 

ではそれが正確に反映できるような記述について、私に検討せよ、ということだと思いますので、ご意見

お聞きしておきたいと思います。はい、どうぞ。 

 

○松岡委員 

そのことについて、一度森林ワーキンググループと基本高水のワーキンググループでお会いしまして、

そこで、ではＲｓａ５０では小さいのではないか、１００で計算してみろという話しが出されましたので、計算し

てみろ、という話しになりました。計算してみたけど、ハイドログラフが合わないということで、結局はＲｓａだ

けで決まる訳ではなくて、K もｐもという話しになりまして、それでハイドログラフの形がどうかということでや

っておりまして、これは大熊委員も見ておられると思いますが、Ｒｓａ１００は合いにくいという感じの結果出ま

したよね。そういうことは一応、結果としては、あの時に言われて県が計算を依頼した結果がこちらに来てお

りますので、小さすぎるというイメージでＲｓａをでかくすればいいというイメージの結果ではなかったというこ

とは、向こうはもう少し詳しく言えると思いますが、どうでしょう。 

 

○ 藤原委員 

２７日にでしたか、Ｒｓａを１００にしたならばKとｐが決まらないという回答はもらいました、ということです。 

 

○ 石坂部会長 

では竹内委員のご意見の通り、議論の過程と到達点をまとめるのが報告書の任務ですので、今お伺いし

ている範囲でも、基本高水ワーキンググループと森林ワーキンググループがご議論の最中のようですので、

それが正確に反映できる記載に改めさせて頂きたいと思いますので、ご了解お願い致します。では、内山

委員、どうぞ。 

 

○ 内山委員 

議論の進め方なんですが、今日の一番最初に両論併記であって良いのかどうかということを申し上げま

した。両論併記であってはならないと思っている訳ですね。ところが今の論議は表現上の問題になんか入

っていっております。私は表現上の問題だったら色々意見ありますけれども、もう表現とか、こういう書き方

以前の問題として、今日のまとめが両論併記なのか主案と副案なのか、或いは大勢意見とそれに対しての

少数意見というような形になるのかという方角も見定めないで、今のような表現上の問題に入っていってしま

うのは議論が混乱してしまうと思うんです。ですから、やはり今日のどこまでいくのか分かりませんけれども、
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今日の時間一杯の論議は、私はとにかく絶対に両論併記は避けて頂きたい。そんなつもりで１３回の部会に

出席してきたんではないと、その辺をまずしっかり皆さんで論議をして、それで一人一人の委員の意見がど

ういうふうになるのか、それによっては、場合によっては５時で終わらせなくたって、何時までやったってい

いと思っています。そういう位のつもりで今日の部会に臨んできていますけれども、その辺を部会長ちょっと

交通整理して頂きたいと思います。 

 

○石坂部会長 

はい、そのご意見につきましては、先程から皆さんにご提案しておりますけれども、私は人数の多いとか

少ないとか、主論となんとかというお話しあったんですけど、そういうことは議論の到達点でできないと思っ

ておりますので、異なったご意見、別れているご意見がある限りは、この点とこの点は別れていますよ、とい

う取りまとめをせざるを得ないというふうに思っております。今意見が分かれている問題は先程から出ており

ますように、基本高水についての考え方、安全性、ダムからの取水、この辺が大きく分かれているところで

すので、勿論これから残された時間の中で、この別れている部分につきまして、今日改めて話合ってみたら

納得できたということになるようでしたら、それは両論併記という形でないまとめも可能かと思います。基本高

水について、それぞれご意見出されておりまして、一番後から出して頂いた方のご意見で言いますと、竹内

委員のご意見で、今日色々聞いたけれども、理解できないと、新しい考え方については、ということでありま

すので、もう少しそういうことで整理をせよ、ということでありますけれども、整理をさせて頂くとすれば、戻る

ようですが、ご意見の別れている部分について、本当にこれ以上歩み寄りはできないのか。合意や、納得

はできないのか、そのことについて是非詰めた議論をして頂ければと思います。具体的には基本高水、安

全性、ダムからの取水、この辺に焦点が絞られてくるかと思いますけど、森林整備のことについては、先程

少し不十分な部分のご指摘も頂きましたので、記載を正確に現在までの議論の到達点と合意事項が反映で

きる形で記載をさせて頂くということで、ご了解頂けるかと、森林の問題はそんなことでいいかと思いますの

で、主に３つのご意見が別れております部分についていかがでしょうか。是非議論を進めていきたいと思い

ます。はい、大熊委員。 

 

○ 大熊委員 

基本高水に関してですけれども、恐らくここで議論していることが今日本の最先端のところではないかと

いうふうに感じています。それは河川砂防技術基準（案）が逆に言うならば遅れているということになるんだ

ろうと思いますけれども、そういう意味で、新しい段階に入った議論をしているという意味で、それをすぐさま

この部会全員が理解しろということも難しいのかとは思いますけれども、私としては今まで、住民参加でもの

を決めるというのはどういうことなのかというと、やはり散々議論された中で、それでどう考えて判断を下して

いくのかということだろうと思うんです。いわば、陪審員制度みたいな中での議論なのか、それぞれ専門家

では、ある部分で専門家かもしれませんけれども、他のほとんどの部分では専門家ではないという中で、こ

の中の議論を通じて、どういう態度を取るかということだろうというふうには思います。基本高水に関しまして

は、その１１時間で１３０㎜降るというのは、１００年確率よりはずっと大きいものであるということは私は主張致

しましたし、今の結局内山委員から示された結果を見ますと、平成７年の雨の降り方と右の方に書かれてお
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ります計画降雨の波形では全然違うんですよね。ですから、そこに基本高水を計算する上で、１００年確率と

いっておきながら、２００年とか３００年確率で計算しているということが立証されたと思うんです。やはりそれ

は河川砂防技術基準（案）で言っていることとは違うかもしれません。ただ新しい見解の中でここまできたん

だということだと、私は考えております。それを皆さんが理解して頂けるかどうかということなんですよね。以

上です。 

 

○ 石坂部会長 

ありがとうございました。はい、小林委員どうぞ。 

 

○ 小林委員 

２つほど鷲澤委員にお願いといいますか、聞きたいんですけれども、やはりここまで議論してきて、お互

い代替案を持ちながら、歩み寄りというと変ですけれども、ここのところで大事なところは、詰めてお互いに

納得がいくということであれば、今日の段階でまとまっていくと私は考えておりますので、是非お答えをお願

いしたいんですけれども、一ノ瀬のあの地点にダムを造れば下流域の災害は防げるというような、今までの

考え方のようだったですけれども、それは何回かの部会の中で、下流域の災害は防げないともこういうふう

に事務局や県の方からお答え頂いている訳でございますけれども、その点について、お認めになるのかど

うか。それから、もうひとつは、内山委員の方から、今日で３回目になると思うんですけれども、基本高水の

ダム地点での実際の雨量と流出量、これが鷲澤委員の案でいきますと、１３０ｍ３/ｓ出ると、実際にはそんな

に出なくて、ダムを造ること自体がおかしなふうになってしまう、それくらいしか平成７年２００年確率でみて

も、それしか出ないという、この事実をお認めになるのかどうか。そういう点で、もしご理解お互いにその事

実を認められるとすれば、ではどうすれば言いかということは自ずと出て来ると思うんですよ。その辺は、私

ども決してこだわっている訳ではない。はっきりと自分の意見を表明して頂いて、これからの治水対策にあ

たっていかれるようにお願いをしたいと思いますし、私どもも最大限それは協力をする用意当然ございます

ので、その辺はっきりお答え頂きたいと思います。 

 

○ 石坂部会長 

ご質問なんですが、鷲澤委員、お願します。 

 

○ 鷲澤委員 

基本的に自治体の長というのは、しゃべったことは一つ一つ責任を持たないといけないという、そういう部

分がありますので、ちょっとうっかりお答えできない部分というのは、実はあるような気がします。あえて、そう

いう中で申し上げる話しですけれども、下流の災害についてはダムを造っても防げないということについて

は、私もある一定の理解をしているつもりですし、そのことは長野市から既に提出した案によって、既に出し

ておりますので、何度も言わせないで下さい。私は案で既に出していますから、良いですか。それから、続

いて基本高水の問題で、ダム地点で１３０m３／ｓは出ないんだと、今日内山委員も非常に色 と々されました

けれども、そのことについて私どもは、これがある意味の権威というか、日本の全体的な流れの中で、日本
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中がこういう、今までの考え方でやってきている中で、あえて長野だけ、浅川だけ１３０m３／ｓは出ないから、

ダムは要らないんだという発想には、我々は絶対になれないということです。、そういうことです、それだけ

ですよ、理由は。確かにこれはそのとおりだなと、日本全体の流れの中で、そういうことが皆さんのような、大

変申し訳ないが、大熊委員がおられようが、誰がおられようが、まだまだ一部意見ですよ、はっきり言えば。

一部意見の方の意見で我々の行政を動かす訳にはいかない、これだけは間違いなく言えると思います。で

すから、そのことが間違いなく、これは日本全体の中でだいたい一つのダムの指針としてこういうものです

よ、ということになってくれば、それは変わる可能性というのは、私はあると思いますが、そこまで今来ていな

い状態の中で、私どもが自分達の安全性を下げるという議論をするという訳には、これは絶対にいかない。

それだけです。 

 

○ 石坂部会長 

ありがとうございました。小林委員、ご質問された当事者、どうぞ。 

 

○小林委員 

意見の部分については分かりますけれども、内山委員の出された平成７年７月のこの時点での事実につ

いてはいかがでしょうか。 

 

○ 石坂部会長 

では、どうぞ、お願いします。 

 

○鷲澤委員 

文章を見ながら、色々口頭でご説明を頂きましたけれども、これが正しいかどうか私正直言ってまだ分か

りません。一生懸命、努力して、理解しようと思っていましたけれども、私は必ずしも今のお話しが完全にそ

うかどうかということの検証は私にはできない。逆に言うと、これについて正しいか、正しくないかという話し

については、これはある意味では県の方にしてもらうとか、そういう話しして下さい。私のお答えすることで

はない。 

 

○ 石坂部会長 

大熊委員、どうぞ。 

 

○ 大熊委員 

まず内山委員のこの議論というのは、私はそれなりに説得力はあるというふうに感じます。それから先程

から全体の流れはそうなってないとおっしゃいましたけれども、現実に大仏ダムは止めた訳ですよね。その

中で具体的に基本高水を下げなければならない、どうするのかということは今まさにこれから議論をしなけ

ればならないところであろうと思います。全国的に沢山のダムが止めているという事実もお示し致しました。

具体的に気仙沼のところで流れている大川では基本高水を１０００m３／ｓから８７０m３／ｓに降ろしたというこ
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とも事実でございます。そういう世の中がそういうふうに動いているということで、過去がこうであったからまっ

たく動けないんだということでは私はないというふうに考えて、ここで今まさに先端を走って良いのではない

かというふうに思います。 

 

○ 石坂部会長 

はい、内山委員どうぞ。 

 

○ 内山委員 

今の鷲澤委員の発言についてなんですが、分からないというような言い方なんですが、私は感情とか、

感覚でものを言っているのではなくて、浅川ダムの事業計画について、自分なりに調べて、自分なりに感じ

ていることを事実に基づいて指摘していると、そしてその中から浅川ダムの確率雨量、或いは基本高水、こ

れの出発点がそもそもおかしかったのではないか、ボタンが掛け違って出発しているのではないのかと、

だから出発点に戻ってもう一度やり直さなければいけないでしょうと。上流から水が流れてきていない、流

量のない川に、洪水調節を目的のダムを造って、何になるのですか、ということを申し上げている訳です。

鷲澤委員の言われる、日本全体でこれが当たり前だとか、権威のある人が言っている、或いはその権威と

いうのは、例えば、浅川ダム地すべり等技術検討委員会には東大教授が２人います。信州大学の教授が 

３人くらいに入っています、こういうような国立大学の教授やなんかの権威が言っていることだったら、信用

できるけれども、鷲澤委員が市長をしておられるその市に住んでいる一住民、市民税こそ納めておりますけ

れども、県市民税は納めているけれども、名も無い一市民の言うことだったら、それは権威に比べれば、箸

にも値しないというようなことで退けるとしたら、それはあまりに形式主義であり、権威主義であり、そんなこと

で４００億円からの事業費をもつ公共事業をここで継続させていいのかどうか、そして結果として、それをや

ったがために、とんでもない結果をもたらしてしまうということもあるでしょう。そういう危険性もあるでしょう、

その危険性のことは私今日はあまり言っておりませんけれども、浅川ダムというのは、洪水、地すべり、土石

流、色々な意味でダムを造ったことによって洪水調節を目的としたはずのダムが逆に災害発生の芽を作り

出すことになるんだと思っています。これを説明しろというんだったら、時間さえ頂ければ、きちんと説明致

します。そういう危険性をはらんでいる事業計画に対して、権威主義で一つの方向を決めつけてしまうと、こ

れはやはり市民の生命、身体とかそういうものに責任をもつ行政の首長の立場から言えば、私は見逃すこと

ができない暴言だと思わざるを得ません。 

 

○ 石坂部会長 

はい、松岡委員どうぞ。 

 

○松岡委員 

鷲澤市長をかばう訳ではありませんが、なんかお金もらっている訳ではないので、ただ、私よりは発言の

責任が重いだろうなという感じは受けております。例えば、すぐには答えられないという話しも。例えば、内

山委員の今日出された３ページの（２）あたりでしょうか、天井川区間のピーク流量を比較するみたいなとこ
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ろを見ますと、（３）のすぐ上の３．７から２．９倍というふうに書いてあるところの県の聞き取りによる流量計算

値、７０から９０ｍ３/ｓの基本高水の計算値２６０m３／秒というふうに書いてあるところの分母のところ、先程の

ご説明では天井川区間、緑っぽいところで聞き取り調査による流量だというふうに言われていたかと思うん

です。一方その直下にある三角形の、基準点の所の２６０ｍ３／ｓという、計画で２６０ｍ３／ｓでダムでカットし

ているから小さい値１６０ｍ３／ｓになっていますが、そこでの値は先程浅川ダムの鎌田さんでしたか、合流

後の値が計画値になっているはずだとおっしゃったんですが、もしそうだとすれば、新田川これだけ都市

化が進んでおりまして、稲田の開発も凄くなっておりまして、そこにもの凄い流量入ってくるというのは、内

堀委員も実際にそこで恐怖感を感じるくらいだという話されていました。どのくらい入ってくるか私はそこで

測った訳ではありませんので、数値としては申し上げられませんが、少なくともでは７０から９０ｍ３／ｓよりは

新田川が入って来る分だけはでかくなる可能性もあるなという感じは持っている訳です。そういうこともありま

して、市長すぐにこれだけ見てびっくりして、ちょろっと言ってしまった、後でまた失言だなんてことにならな

いように、中身を見て、お答えできるところはお答えするという立場上仕方がないかと感じております。それ

から今この部会といいますか、長野県が設計基準を一歩踏み出そうというか、新しい見方で踏み出そうとし

ているところに、差し掛かっている人達と、今まで通りの設計基準でやっていこうとしている人達の綱引きか

なというふうにも感じない訳ではない訳です。そこまでいってしまうとまずい部分もあるんですが、やはりダ

ムとか災害とか、そういうことで、裁判などで起こっている例を参考にすれば、やはり管理基準通り、運営基

準通り、運用基準、設計基準通りやっていたかどうかというのが、やはり一番大きな争点になるんではない

かと思う訳です。どうでしょうか、聞き方もおかしいんですが、やはり決められたルール通りにちゃんとやっ

ていたか、それがやはり結構争点の大きなところになる部分もある訳です。ですから、決められた範囲内の

中で、政治判断で下げられるところもあるし、できる部分もあるというふうに見てはいます。しかし、決められ

た範囲を出る時には、先程阪神淡路大震災の後の耐震設計の基準というお話しが出ましたけれども、国民

の安全、川の管理に責任のあるところがそれだけの人数と、金を揃えて、緊急にやっていくべきだと、そこま

できているんだろうなと、そういうものに対する問題提起にはなる訳ですが、それをこの間の委員会でも、母

子慰労金かなんかを削って、こちらに回しているんだという話しが出てきましたが、そこまで頑張って、ここ

でやらなければいけないことなのか、設計基準とか、そういうことをやるのは国に本当に責任があるのでは

ないかという疑問があると、しかし、そう言ってしまったのでは話しにならないので、共通できるところで歩み

寄って案を出しましょうかというふうに私はここまで来たというふうに理解しております。 

 

○ 石坂部会長 

はい、今のことですか。では、大熊委員どうぞ。 

 

○ 大熊委員 

その設計基準を自ら破っているのは国の方な訳ですね。信濃川の治水計画にしたって、今まで、千曲川

上流ダム他、いくつも造らなければならないという前提で動いてきていた訳です。それを何の説明も無しに、

一方的に止めている訳です。その辺のことは従来の設計基準で議論できないという段階に来ていると、そ

れは大仏ダムも同じであると、何度も私は申し上げているんです。ここで新たに考えるしかない、国民が、



 

 52 

住民がきちんと考えるしかない段階に来ているんだというのが私の理解です。 

 

○ 石坂部会長 

はい、千野委員、手を挙げておられましたよね。良いんですか。はい、では、内山委員どうぞ。 

 

○ 内山委員 

今の、松岡委員の天井川区間のピーク流量を私はここで、基本高水の２６０m３／ｓに対して７０m３／ｓから

９０m３／ｓの出水があったと考えられるという数字を使って倍率を出しております。それは私の、今日の参考

資料の３ページの真ん中辺のところです。この２６０m３／ｓの基本高水、これは今日の平成７年の図面の右

側に流量配分図がありまして、そこに稲田地点のちょっと上に（２６０）これはダム無しの場合のピーク流量で

すが、ここに２６０ｍ３／ｓというので、鉛筆で丸くしてあります。これなぜ丸をしたかといいますと、この天井

川区間ピーク流量と言っている富竹の、県の７０から９０m３／ｓを見込んだ地点の高水流量が、ピーク流量

がどれか分からなかったから、浅川ダム建設事務所まで行きまして、いくつですかということをお尋ねして、

確認して、２６０ｍ３／ｓですよ、ということを聞いて、ここに２６０ｍ３／ｓを入れています。何というのか、自分

が数字を使う以上はできる限り、自分で出した数字には責任を持ちたい。間違った数字は出したくないとい

うことで、この数字を出したつもりです。 

 

○ 石坂部会長 

途中に新田川が入るのか入らないか、入っていると。あまり細かいことは、はい、分かりました。では、千

野委員、どうぞ。 

 

○ 千野委員 

先程の内山委員のちょっとこのダムサイトで５４．６m３／ｓということなんですが、１００万ｍ３ダムに貯まら

ないと、１００万ｍ３水貯まらないということなんですけれども、これはあくまでも１秒間の５４．６m３／ｓというこ

とですよね。そうしますと、１時間換算、１時間これだけの量流れたらどの位の量な流れるかということ。それ

から天井川地点、改良はされましたけれども、土砂は相変わらず流れ出ている訳です。そういうことについ

てどういうふうに考えているか、ちょっとお聞きしたかったもので、以上です。 

 

○ 石坂部会長 

では、内山委員、お願いします。 

 

○ 内山委員 

７月１２日の１時間値として県の北郷の水位観測の値が、７月１２日午前１０時が水位として１．５７m、そして、

３３．４m３／ｓだと、これを集水面積を換算すると、私の計算で５４．６m３／ｓになる。１秒間であることは今の

言われる通りです。ただその前後がどうかということ見て頂きますと、１時間値以外の数字は出ておりません

から、どの程度この流量が継続したのかということは分かりません。ただし、私の今日の資料にもありますけ
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れども、２時間以上継続したというのはひとつもないということは、７月１２日の場合、１０時がそういう値です

が、９時の北郷の値は１７．８m３／ｓ、１１時が１６．３m３／ｓ、半分から、半分以下に数値は落ちております。

ですから、ここで、何というか、今の北郷の９時の１７．８m３／ｓ、或いは１１時の１６．３m３／ｓというのは、こ

の前の第１２回資料の中に２ページにコピーで入れてあります。これが、ダム地点に換算しますと、いずれ

も３０m３／ｓまで届いておりません。そういうようなことも含めまして、私は１００万 m３は貯まらないだろうと。

第一、１００㎜の雨で１３０m３／ｓ、このダム地点へ来るんですよと、そういった前提での計算になっている。

１３０ｍ３/ｓくるどころか、その半分以下の、約２５年から３０年間の最大値で、たった１時間で５４．６ｍ３/ｓしか

来ていませんと、そういう事実を申し上げている訳です。 

 

○ 石坂部会長 

千野委員、どうぞ。 

 

○千野委員 

過去においては、それで良かったかもしれないですけれども、１００年確率で行く場合、２時間続いて雨

が降り続いていなかったということは、やはり１００年確率でいくと、これからも２時間、１時間以内に止むのか

ということは、確率的にいって少ないんではないかと、そんなふうに思うんです。要は過去において２時間

降った経過が無いと、２時間連続して降った過去が無いということを言われましたですよね。 

 

○内山委員 

２時間降ったとは言っていません。２時間流量が続いて、ダム地点で３０m３／ｓ以上の流量が２時間続い

た事はないというふうに申し上げました。雨とは違います。 

 

○ 千野委員 

ただそれが１００年確率で、今会議をして、部会を作ってやっているんですけれども、これからも過去と同

じような状態でいくかということはまだ分からない訳ですよね。 

 

○内山委員 

それは分かりません。だけども過去の２５年から３０年間の過去の実績で見た場合には、ダム地点での流

量が、２時間続けて３０m３／ｓ以上出たというのは一度も無いというのは、これは事実です。それから今日の

とりあえずでも申し上げたように、３０m３／ｓ以上が計測されているというのは、過去のその間に７回、７時間

分しかありませんと、こういうことです。これは過去の事実です。 

 

○ 石坂部会長 

はい、どうぞ。 
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○ 千野委員 

しかしながら、５４．６m３／ｓですが、これは１時間流れたとすれば約２０万ｍ３ですか、これだけのものが

流れるんです。 

 

○ 内山委員  

１時間続けばね。 

 

○千野委員 

続けば、５時間続けば１００万m３になってしまうんですね。 

 

○ 内山委員 

だって過去の。 

 

○千野委員 

過去、過去ということではなくて、やはりこれからの１００年計画でいかなければならないんですから、何

だと言えば、過去で過去でということは、僕はちょっと納得できないんですよ。 

 

○ 石坂部会長 

１３０m３／ｓ出るか出ないかということに対して、過去ほとんど３０m３／ｓ程度で５４．６m３／ｓ。今の溜まると

いう話しと流れるという話しとちょっと混乱していると思うんですけど、１３０m３／ｓ出るかどうかということに対

してもご意見だと思いますので、それは３０m３／ｓというお話しだと思います。 

 

○内山委員 

千野委員、私の出したものもう一度しっかりと見て頂きたいと思うんですけれども、平成７年災の時は２００

年超の確率の雨が降って、それでいてこれだけのダム地点での流量であると、確かに仮定条件を色々お

けば、例えば、５０m３／ｓなり１００m３／ｓの雨が、ずっと連続で浅川のあそこに流量で続いてくるんですよ、

という仮定の条件をおけば、そうすればダム一杯になるでしょう。だけど、過去の実績から言えば、これから

そういうようなことを見込むというのは、現実離れしていませんか。 

 

○ 石坂部会長 

話合いの途中ですが、大分ご熱心に議論を頂きまして、３時を大分回りましたので、ここで１５分間休憩に

させて頂きまして、休憩後にまた引き続きご意見お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。１５

分後ですので、２５分再開でお願いします。 

 

～休憩（１５分）～     ＜１５時２５分再開＞ 
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○ 石坂部会長 

２人、３人まだお帰りになっていませんが、時間を過ぎましたので再開させて頂きたいと思います。では

休憩前に続きまして、ご意見是非積極的にお願いします。はい、山岸委員。 

 

○ 山岸委員 

私は危険という問題について、ひとつお話しさせて頂きたいと思うんです。共通認識になったのは色々

ありましたけれども、第四紀断層（活断層）であると、問われているのは、これがどのように動くのか、動く規

模と、それからそれがダム工事に差し支えがあるかどうかというところが問題だというふうに思うのです。この

前松島委員出して頂いたのをずっと読んでみますと、次のようなことが私は確認できると思うんです。F-V

断層は第四紀断層であると、これは明確になりました、斉藤先生は、しかしダム建設に支障はないと言って

おられます。後の４人の先生は全部動いているから問題があるという言い方を良く読んでみると出てきます。

赤羽先生は左横ずれの変位は認められるときちんと言っておられますし、大塚先生はF-V断層のガウジ中

に旧河床が取り込まれていると、F―V 断層掘削地点で３本の断層が見つけられた。即ち、Ａ山側、Ｂ、F-V、

Ｃ谷側だと、このことを小坂先生がずっと言われていたことなんですね。小坂先生はとにかくダムサイト右岸

山地には、浅川の流路に沿って概ね平行する断層は１本に留まらない、複数、数本存在していると見るべき

である。長野盆地西縁構造線の活断層は門沢断層、田子断層ほか６本もあるではないかということで、意見

をずっと浅川ダム地すべり等技術検討委員会にも出されていた訳です。私はそれらを読ませて頂いて、次

の点に非常に危機感を覚えました。ひとつは、F-V断層は新規活動の累積性がある第四紀断層で将来も動

く可能性があると、このことであります。２番目のところは長野盆地西縁断層系との関係、これがどうなるかと

いうことです。一番心配なのは、長野盆地西縁断層系、本なんか見ると活断層とありますし、赤羽さんも活断

層に切り刻まれていると書いてあります。第四紀断層はＢ級だというふうに結論されているようですが、   

１．５㎞下にＡ級の田子活断層があるんです。それとどのようにつながっているのかということについてはま

ったく未調査ということです。だから調査しなければ、F-V 断層が田子断層や門沢断層とつながっているか

否かは分からない訳です、この点で検討が不十分、ましてや前の浅川ダム地すべり等技術検討委員会の

調査はまったく不十分だということです。１８４７年の善光寺地震ですが、この善光寺地震を引き起こした長

野盆地西縁断層との関係については、再来周期というものを考えると、もっと詳しく調べる必要があると思っ

ております。一番の問題は浅川ダムサイトの地点というのは、どういう所か、長野盆地西縁断層帯の上端に

位置すると、松島委員が書いておられる訳です。そうなると私ども心配しているように、非常に不安定なとこ

ろにダムを造るということであります。しかも、我々は繰り返し、赤羽先生などの言葉で紹介しているのです

が、この右岸の方は非常に隆起をしている、線状凹地の事例があるように隆起をしている。年２㎜上昇して、

平坦地の方では１㎜沈下しているという、ダムサイトが隆起地点にあるということなんです。そうするとダム建

設における第四紀断層の調査と対応に関する指針についてどういうことが書いてあるかというと、「工学的な

意味で将来変位を起こす懸念のある断層については、これを避けてダムの位置を選定することが、当面の

対応法の内、もっとも有力なものと言える」と、だからこれからすれ、ここにダムサイトを決めるべきではない、

避けるべきだというのは、十分な根拠があると思うんですね。そこで私の後は感想ですが、かつて地附山災

害が起きました、この時に、昭和２３年、その段階で八木貞助氏という地質学者は、長野県の地質学会の 
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初代会長ですが、そこを歩いて、ここは危険だと、ここに構造物を造るべきではないと、繰り返し、やはり警

告していた訳ですね。それを後からの学者や研究者達がここは大丈夫だから、良いと、そして造ったものが

崩れた訳です。だから、そういう悲劇を繰り返して良いのかというのが、私の一番言いたいところなんです。

特に、安全率を下げてはならないということを主張されておられる鷲澤委員等が、この安全性について本当

に大丈夫だと、近代工法でやれるのだというようなことを、OK 出されて良いのであろうか。私はここは慎重

にして、この地点を避けるべきだと、繰り返し考えて、どう考えてもここは心配だという想いが拭い切れませ

んから、大丈夫だとおっしゃるのであれば、その大丈夫だという根拠を示して頂ければ幸いです。 

 

○ 石坂部会長 

ありがとうございました。はい、鷲澤委員。 

 

○ 鷲澤委員 

今のご意見、前半ちょっと遅れて入ってきたんで、申し訳ないんですが、そういうご意見がありましたんで、

もうひとつは先程内山委員の方から色々事実に基づいた意見です、というふうにいろいろおっしゃって、そ

れについては基本的には私は分からないとしていますので、この件について、山岸委員の意見を含めて

ですが、いずれにしても、県の方から、この２人の意見についての見解を、ちょっとお聞きをしたいと、事務

局のご意見をお聞きしたいと思うのですが、どんなもんでしょうね。 

 

○ 石坂部会長 

はい、分かりました。事務局お願いします。事実という問題と安全性のことですか、はい、どうぞ。 

 

○事務局（鎌田浅川ダム建設事務所次長補佐） 

それでは安全性の関係の、共通認識の部分につきまして、私、松島委員とF―V 断層等の調査全て立ち

会った立場から若干、意見を申す立場ではないことは承知しておりますけれども、ちょっと事実関係をお話

しさせて頂きたいと思います。その前に先程Ｆ―Ｖ断層に関しましては、竹内委員、鷲澤委員、内山委員の

方からもお話がありまして、その中で、鷲澤委員のほうから斎藤先生が既にＦ―Ｖ断層は死んだ断層だとお

っしゃったことにつきましては、松島委員がＦ―Ｖ断層の調査報告書を出した折りに、斎藤先生のコメントが

ございまして、斎藤先生がその一番最後に、善光寺地震の関係で、Ｆ―Ｖ断層がどうも上位の礫層に影響

を与えているような状況が確認出来ないので、死んだ断層だということが記述されておりますので、申し添

えたいと思います。それでは共通認識のところでございますけれども、まずひとつＦ―Ｖ断層は第四紀断層

であるという、７行目の（活断層）の問題でございますけど、竹内委員の方から削除の意見が出されておりま

すが、これにつきまして、他の先生方と松島委員が立ち会った中では、私ども県では第四紀層に影響を与

えている断層という言葉が共通した認識だというふうに考えております、ただちょっと長くなりますので、  

第四紀断層と縮めて、先生方おっしゃっていたというふうに考えています。それと２点目と致しまして、Ｆ―Ｖ

断層の調査のみが書かれておりますが、右岸の馬蹄形凹地の調査をしておりますので、その辺の記述も共

通認識として書かれてよろしいのではないかと考えます。９行目に、「その活動度については限定された調
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査であることもあり」、とございますが、この件につきましては、松島委員の見解でございまして、先程ご紹介

致しました斎藤先生のコメントの中でも、善光寺地震との影響度の関係から、限定された調査云々というお

話しはございませんので、その活動度については、意見は分かれているということが共通認識ではないか

と考えます。他に、上から４行目、浅川ダム地すべり等技術検討委員会の先生方に来て頂きまして、４行目

の頭に、「その結果、安全性を検証したとされている浅川ダム地すべり等技術検討委員会は」、５行目に「安

全性のすべてを検討したのではなく、調査は不十分なものであったことが確認され」、という記述がございま

すけれども、この辺は浅川ダム地すべり等技術検討委員会の先生方が来た上で、その意見を聞いて５行目

のこういう言葉が出てきますと、若干誤解があるのではないかというふうに考えております。以上、申し上げ

ましたけれども、この辺につきまして、松島委員の方で、また見解を頂ければ、一番摺り合せが利くのでは

ないかと思いますし、後に意見を提出頂ければ、幸いだと存じます。 

 

○ 石坂部会長 

分かりました。内山委員の件に関して、どうぞ。 

 

○事務局（北村河川課課長補佐） 

内山委員の資料について、数点コメントさせて頂きたいと思いますけれども、まず１ページでございます。

確率雨量ということで、１００分の１が１３０㎜、２００分の１が１４４㎜／日というふうに書いてございます。これ

は確かでございまして、これは日ということで、正時９時９時の時間でございます。その（２）の中に長野と飯

綱の観測のデータがございますけれども、９時９時でいいますと７６㎜、それから飯綱で１４５㎜ということで。

これを見ますと、データの考え方からいきますと、ここからは日では１３０㎜、或いは１４４㎜ということで比べ

ますと、それが平成７年７月１１日、１２日の雨が１５４．５㎜ということでございますけれども、日という整理の

仕方でいきますと、それは２００年以上の確率の雨ではないというふうにひとつ言えるかと思います。２つ目

でございますけれども、３ページでございますが、確かに平成７年の北郷の水位観測所というのは、３３．４

ｍ３/ｓということを確認しておる訳でございますけれども、これをダム地点で面積を按分されまして、実測を

しろということで５４．６ｍ３/ｓとダム地点で計算されている訳ですけれども、この観測というのは昭和５３年か

らでございます。即ち約２０年程度のデータであるということから、仮に５４．６ｍ３/ｓ、５５m３／ｓ、これをもっ

て１００年の確率が論ぜられるかどうかというのはちょっと疑問と思っております。それから、３つ目のことで

ございますけれども、平成７年、天井川部分、平成７年の洪水、富竹地区、天井川の部分での聞き取りによ

る水位の計算から流量を７０から９０m３／ｓとこう観測しておる訳ですけれども、県が設定致しました昭和６１

年型のモデルで流出解析をすると７０m３／ｓという計算結果になっております。このことから一応、昭和６１

年型のモデルというのは、妥当性があるというふうに判断しております。４つ目でございますけれども、平成

７年の最大の時間雨量というものを、内山委員が出して頂きました図面から見ますと、平成７年時間雨量で

ございます、飯綱の雨量観測所というのが、左下の飯綱と長野とありますけれども、飯綱の雨量観測のとこ

ろで最大雨量１９．５㎜というふうに出ております。これに対して昭和６１年型のモデルでは計算を時間雨量、

引き伸ばしの中では３２㎜というふうに計算しております。他にちょっと時間雨量の妥当性を比べる為に、長

野県の降雨強度式というのがございますけれども、それも１００分の１確率の規模の計算では、３３㎜という
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ふうなデータを持っております。そういう意味におきまして、昭和６１年型の３２㎜というのは、それに比べて、

大きな値ではないというふうに思っております。これは長野の観測所のデータではございますけれども、昭

和３８年に時間雨量５０㎜という記録がございます。このような意味からも決してモデルの時間雨量、時間雨

量が洪水のピーク雨量に非常に効く訳ですけれども、そういう意味では決して高い値を使っているのでは

ないというふうに思っております。以上です。 

 

○ 石坂部会長 

はい、ありがとうございました。鷲澤委員どうぞ。 

 

○ 鷲澤委員 

私の方からちょっと申し上げたいのは、今のお話しで、私はそれぞれ大変勉強してこられて、色々皆さん

やっておられるけれども、県もそれなりに勉強しているんだなということは私はよく分かるんであります。私

は今の見解で、私も見解そのものが分かっていない部分もありますが、先程内山委員のひとつの私に対す

る皮肉っぽいような部分の質問に対してもあえてお答えをしとかなくてはいかんかという気もしておりまして、

一市民の意見が云 と々いうことをおっしゃいましたけれども、私とすれば大変内山委員、本当に色々勉強し

ておられて凄いね、という感想としては持っていますが、全体としての、私は決して内山委員の意見を軽視

するとかそういう意味ではありませんけれども、大部分の意見の方とはまた違うねと、いうことも感じておりま

して、私としては、皆さんの意見を十分お聞きしながら判断をするということですけれども、それと同時にもう

ひとつ大事なことは私としては先程権威主義というふうにおっしゃいましたけれども、権威はこういうことに関

して、突飛な発想でものを考えるということが市民の生命と財産を守るということで基本的な問題を考えます

と、やはり常に安全サイド、安全サイドというふうに考えざるを得ないということもひとつ是非ご理解頂きたい

と。ですから、先程大熊委員言われたように、ある意味では先端部分を行っても良いはずだと、こうおっしゃ

るが、それは先端部分は他でやって頂ければ良いんで、別に私どもとすれば、既に工事が始まったものま

で、そんなことまでやる必要はまったくないというふうに思っていますし、だいたいがその前に色々既往最

大というような数値、これは小林委員の案ですかね、既往最大ということを言われますけれども、実は既往最

大を基準に考えるというのは、私も数字の意味が本当の意味で良く分かっていない部分があるんですけれ

ども、既往最大というのは少なくとも過去にあったことということですから、これは安全率はゼロですよね、私

はゼロだと思います。ですから、それの何倍の安全度を見るかというのが、私は土木というものの考え方で

あろうというふうに、私が今まで理解をしておりました。そういう意味では今までの考え方を変える理由はな

いというふうに思います。以上です。 

 

○ 石坂部会長 

大熊委員から先程の事務局の説明にご質問ということですので、お願いします。 

 

○ 大熊委員 

今の安全率ゼロでなく、安全率「１」ということだと思いますので、「０」ですと全然無くなってしまいますから、
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先程の９時９時ということと２４時間継続ということと何がどう違うのか、それによって降った雨の流出解析をや

る時に何が違ってくるのか、その点をもう少し皆さんに分かるように説明して欲しいんです。９時９時でしか

データが無かったということは分かります。ですけれども、その辺で確率議論、或いは流出解析する時に 

９時９時と２４時間で何がどう違ってくるのか、その辺のご説明をお願いします。 

 

○ 石坂部会長 

はい、ではお願いします。 

 

○事務局（北村河川課課長補佐） 

先程の内山委員の平成７年７月の洪水情報平面図というのをご覧頂きたいと思いますけれども、その中で、

左の下の方に飯綱雨量観測所と長野気象台観測所の時間雨量の経緯というのが、下側から棒グラフで書い

てございまして、例えば、これは７年の７月１１日の朝の６時頃から１２時、１８時、０時、１２日になりますけれ

ども、６時、１２時、１８時と雨量が書いてございます。９時９時というのは昔、時間雨量というものを取っていな

かった訳です。長野の観測所は取っていましたけれども、その他の、例えば、今回の浅川に使いました戸

隠でありますとか、それから須坂、中野のデータ、それは朝の９時から次の日の９時までの雨量の観測をし

ておったということであります。細かい話しで、例えば、１３０㎜／日と書いてございます。日というのは、日

雨量、９時から９時までのデータでありますと、たまに出て参ります１３０㎜というのと同じになってしまうんで

すけれども、何とか㎜／２４時、「h」と書く、この場合には、今のグラフ見て頂きますと、９時から９時ではなく

て、正しくは今、計算できませんけれども、飯綱のところぱっと見た時に、このグラフで行けば２４時間で一

番大きそうなところを取る、例えば、内山委員の資料を見て頂くと、１５時から、１２日の１５時まで、これが２４

時間で一番大きな値ということで、それが２４時間雨量ということでございます。以上です。 

 

○ 大熊委員 

ですから、これは５４．６m３／ｓという水は１１４㎜降って出てきたものでなくて、やはり１５４．５㎜降って出

てきたものであると理解すべきですよね。だから、その辺が、流量でものを見る時には、やはり基本的に物

理現象としては本来２４時間で考えていくべきだったのを、９時９時のデータしかなかったから、そういう評価

をしているんで、今後データが、時間雨量が揃っていけば、２４時間で全て考えていくというふうに理解す

べきことだと思うのですけども、いかがでしょうか。 

 

○ 石坂部会長 

その点、いかがですか。 

 

○事務局（北村河川課課長補佐） 

その辺は、データが揃っていればということはありますけれども、今の現時点での中ではデータのある範

囲の中で解析されていくべきものだというふうに思っております。 
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○ 大熊委員 

ともかく皆さんきちんと理解して欲しいと思って言っているんですけれども、９時９時で１１４㎜降って、そ

の結果として５４．６m３／ｓか出たのではなくて、やはりトータルとして１５４．５㎜降った中で、流出結果が  

５４．６ｍ３／ｓであるという、そのところの理解をきっちりやはりして頂いた方が良いのではないかと思いま

す。 

 

○ 石坂部会長 

そうしますと、先程の事務局のご説明で２００年確率で考えるのはおかしいと、内山委員のご説明に対し

ての反論があった訳ですけれども、１５４．５㎜日雨量というのを２００年確率と見てはいけないのですか。は

い、内山委員どうぞ。 

 

○ 内山委員 

今の事務局の説明ですが、例えば、この最大雨量が平成７年７月１２日の１０時に出ている訳ですよね。

それは９時までに降った雨量によって、１０時の雨量が出ている訳ですよ。そういう、それで私の図面の、例

えば、今日出した図面の飯綱雨量観測所の右側が１２日、左側が１１日ですね。１９．０というのがありますが、

１９．０㎜、それが１２日の１０時の値です。１０時、１１時、１２時と大きな山があります。この３時間で４０㎜を超

える雨がそこで降っております。ところが、今のような９時９時でとにかく確率雨量を見るんだと、１３０㎜とい

うのはそこまでで見て、そこが１３０㎜を超えていなければ、例えば、ここで９時９時で見ると、左上に書いて

ありますが、１１４㎜ですよね。そういうような考え方は、これは２回に亘って、この部会の中でこの鎌田さん

からも説明があったし、今日は北村さんから説明があった、まったく同じような詭弁のような言い方をして、

やっていると、そういう言い方をするから、第１１回の資料の中に、２つ第１１回の２と３という２つの資料を付

けてあります。これは県の同じ平成７年７月の時の雨量資料を皆さんの所にも付けてあります。第１１回の⑪

参考資料（２）というのと（３）です。これはまったく同じ時の雨量の処理を２００年とか、２００超の雨が降りまし

たと、こんなに雨が降ったんだということで、ダムの効果を見る為に作ってあるものですね。参考資料の⑪

の（２）は長野県の北部、長野市よりももっと北側、白馬村、小谷村、或いは信濃町、こういった方にかけての

雨量が２００㎜、３００㎜、４００㎜の雨が降りましたというような書き方をして、これは等雨量線を入れてありま

す。それで、欄外の下に２００年超の推定降雨確率がありました、裾花ダムで、或いは戸隠でもありましたと、

こういうことが書いてあります。これは連続２４時間で雨量を整理している訳ですよ。今の９時９時でなんか整

理してないんですよ。それから同じく⑪の（３）の資料、これも県のパンフレットです。同じ平成７年７月１１日、

１２日、裾花ダム、奥裾花ダムがこの梅雨前線豪雨の時にどれだけ効果的な役割を担ったのか、ということ

のパンフレットですが、その中にも同じように２日間の総雨量で、その確率雨量２００年超というものがありま

した、というようなことを運用上ではこういうふうにやっている訳です。それが浅川ダムで都合が悪くなると浅

川ダムでは、９時９時です、浅川ダムだけは特別ですと、こういう言い方をするのは、これは通りませんし、

そういう言い方をして浅川ダムの計画のずさんさを、綻びを取り繕うというのは、これはおかしいではないで

すか。 
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○ 石坂部会長 

はい、事務局どうぞ。 

 

○ 事務局（北村河川課課長補佐） 

雨の量について、２００年の雨が降ったかどうかということについては、出してない訳です。２４時間雨量

で出していない、日で出したのが１３０㎜ですということです。平均雨量とすれば、長野以外には出していな

い訳ですよね、時間雨量を。時間雨量を長野で、２４時間で出せば１３０㎜よりももう少し増えてくる、その辺

を言っている訳です。県としては、２４時間雨量は出していない。単純に表を比べては言えません、というこ

とを言いました、すいませんデータが長野しかないものですから、長野で出せば長野の観測所としての２４

時間雨量は出るかもしれませんけれども、他の観測所では２４時間の時間毎の雨量を持っていないんです。

ですから、単純に内山委員の２００年の数字を比べては言えませんねと、そのことを言いました。 

 

○ 内山委員 

確かに流出解析の資料には、長野の気象庁「長野」を選んだと、それは長野が２４時間の時間雨量を持っ

ているからだと、こういうふうに書いてありますよね。ということは長野の測候所の２４時間雨量を持っていると

いうことは、９時９時どころか２４時連続の最大雨量で見ることは可能な訳です、運用上は。それをとにかく 

１３０㎜／日ということで、せっかく１時間雨量をもっている長野を使いながら、今のような１時間雨量持って

いないような日雨量だけでやりますというような言い方をしても、これは実体にはそぐわないし、県が先程申

し上げたように、他のところで宣伝に使っているパンフレットやなんかで、２日間の総雨量とか２４時間の連

続最大雨量で確率処理をしている。１００年確率とか２００年確率とか言っているというのと違ってきませんか。

浅川ダムではなぜそういう特別な扱いをなさるんですかということなんです。 

 

○ 石坂部会長 

では、議論が別れているということを確認致しまして、今日のところはこれ以上この問題ばかり議論できま

せんので、はい、どうぞ事務局、何かありますか。 

 

○事務局（鎌田浅川ダム建設事務所次長補佐） 

内山委員のおっしゃっていることも良く分かるんですが、計画を立てる上での話しと実績の話しの違いが

ございまして、私どものダム計画は９時９時の日雨量でやらせて頂いておりますと、こういうことです。大熊委

員のおっしゃったように確かに２４時間、北郷で出ている流量観測、実績を把握する上では、２４時間ないし、

連続雨量で考える必要がございます。実績の把握につきまして、９時９時ということでやっているということで

はなくて、今の私ども説明しておりますこの流出解析の計画は９時９時の日雨量を採用してやらして頂いて

いると、こういうことでございます。それと、では２４時間ではどのくらいかということは、前回、大熊委員から

お出し頂いたグラフの三角形のところで１４２でしょうか、図から読み取れませんが、のような１４０㎜ちょっと

くらいの数字になっていたかと思います。 
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○ 石坂部会長 

今色々ご説明があってちょっと混乱する部分もありますが、いずれにしてもダム計画時に得られたデータ

や資料は現状から見ると非常に不十分なものであったという部分とそのデータと今のデータ、観測所の設

置状況とか日雨量だけしか分からなかった時点から、今時間雨量が分かる、観測も出来るようになったとか、

色々な時代の変化もある訳ですので、そういう新しい到達点やデータで、ある意味では検証をしていくこと

も必要であるということで、細かい点の議論をこれ以上しましても、今日のところはちょっと難しいかと思いま

すので、そういう背景と到達点であるということについてご確認頂くということで、取りまとめにつきまして、第

１番から両論併記のような部会長の取りまとめには異存があるというような意見もありまして、私もちょっと困

っている部分があるんですけど、今日１３回目ですが、この部会で重ねてきた議論の到達点と経過につい

て、まとめさせて頂くしかないというのが私の立場ですので、残された時間でどこまでその中身について、

一致部分が増えるのか、また意見の分かれている部分についてどう取りまとめていくのか、というについて、

まだまだ時間ありますので、ご意見をお願したいと思います。はい、関委員どうぞ 

 

○ 関委員 

内山委員のダムはまったく必要ないと、本当に説得力があるご説明で、なるほどそうかと、一時は思うん

でございますけれども、この平成７年７月１２日、ダム地点水量５４．６m３／ｓ、ダムを造った場合は３０m３／ｓ

の、口を開けで常時流すんだと、それ以上降った場合は段々貯まっていくんだと、こういうことでございまし

て、平成７年５４．６m３／ｓ流れている訳です、ダム地点で。ダムがあった場合は３０ｍ３/ｓそこで流すけど、

後の２４．６m３／ｓは段々貯まっていく訳だ。平成７年は豊野町とかあの辺が一応内水氾濫を起こした年で

ございますが、もしかダムを造って、この時２５m３／ｓ程、そこでセーブしていたならば、下の方の越水とか

そういうのが無かったのではないかと、こういうふうに感じるんですけど、この点はどうなんですか。 

 

○ 石坂部会長 

いかがでしょうか。２５m３／ｓでも食い止めた方が被害が少ないではないか。 

 

○関委員 

平成７年のこの資料を見ると、５４．６m３／ｓ流れて、ダムを造った場合、ダムのところにどんどん流れてく

る訳だね。３０m３／ｓの穴が空いているんだから、３０m３／ｓ流れる、２４．６m３／ｓは段々ダムの中に貯まっ

ていく。もしか長時間続けば、１００万ｍ３までは上で貯まるんだということでございますけれども、２５m３／ｓ

ばか下流域に流れなかったら、豊野町の床下浸水は助かっているのではないかと、こんな想いもしますが、

どうなんですか。 

 

○ 石坂部会長 

西沢委員、関連してですか。ご意見言って頂いて、内山委員にお答え頂くことにしましょう。はい、どうぞ。 
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○ 西沢委員 

関委員のはその通りなんだけど、川を間違えてらっしゃる、あれは鳥居川の話しなんです。ですから、浅

川ではなくて鳥居川ですので。鳥居川というのはご存知のように千曲川に流下をする訳です。水門が無い

んです、落差があるもんで。平成７年はほとんど貯まりませんでした。あの晩のときは鳥居川なんです。浅

川は、隣り神田委員もお出でになるけれど。 

 

○ 石坂部会長 

浅川は溢れなかったと、平成７年は。それはそれとしまして、３０m３／ｓ流れるだけなんだから、２４m３／ｓ

止まるだけでも助かるのではないかということですので、内山委員、お答えをお願いします。 

 

○ 内山委員 

平成７年７月の梅雨前線豪雨は長野県北部、特に長野市の方では飯綱山よりはもっと北、鬼無里、或い

は小谷、白馬、こちらの方の雨量が凄く多かった訳ですね、それから信濃町、そちらで、２００年超、３００年

超、総雨量で言いますと３００㎜、小谷村辺りは４００㎜という雨が降っております。その為に小谷村は悲惨な

ことになった。ただし、この時の雨は、千曲川は上流が犀川と千曲川に別れますけれども、犀川の上流は松

本とか梓川の方でね、千曲川の方は佐久の方になりますよね、こちらのほうはそれほど雨量がなかった。で

すから、千曲川の水位が上がってきてないんです、この時は。ところが信濃町の方でかなり雨量が入ったも

のですから、７月１１日１２日の時に鳥居川が増水しまして、鳥居川から木材や土砂が洪水も入りまして、鳥

居川が決壊して、あそこで大氾濫を起こした、国道もちぎられてしまったということになりました。それはいい

んですけれども、只今のお話しの平成７年の時に確かに２００年超の確率の雨か降って、その時に最大値

で５４．６m３／ｓ、３０m３／ｓの穴があるから今の関委員のお話しでは、差し引き２４．６m３／ｓが調節できるで

はないかと、確かにダムを造れば、普段は常時満水位までの水はあるかもしれないけれども、それ以上の

水は浅川ダムの場合は常に空っぽであると、その上にちょっと水が貯まったとしても穴が空いていますから、

穴から水か流れて時間がちょっと遅れるだけで、例えば５４．６m３／ｓの、今関委員３０m３／ｓの穴があると

いいましたが、私もその辺、オリフｨスという穴の、バケツの中へ穴を空けてそこから水を出しますと、上から

入ってきたのは、一時的には３０m３／ｓ以下でもちょっと貯まる訳です、貯まるとしばらくたって、何時間か

おいて、ゆっくりと出ていくと。そうするともしですよ、浅川の増水に、僅かそれだけ貯まったにしても、増水

の方に併せて、何時間か遅れでその貯まった水がかえって内水氾濫に寄与してしまうと、こういうケースも

あり得ると思うんです。その辺が合流点の内水氾濫の問題の深刻さであると。ただし、今まで過去に実測さ

れているのは最大で５４．６m３／ｓ、３０m３／ｓ以上というのが５回、３５m３／ｓ以下ですね。それからダム地

点で４０m３／ｓ以上というのは、今の５４．６m３／ｓを入れて、２回、２時間しかない訳です。だとすると、その

浅川ダムというのは非常に姿形が変わったダムになりまして、常時満水位までは、地すべりの両側に一ノ瀬

という約１０ｈａの地すべり地がありまして、その地すべりを押さえる為に常時満水位の高さまで、押え盛土で

土を入れる訳ですね。土砂を入れて、コンクリートを入れるかもしれませんけれども。そうすると常時満水位

まで常にあるのは、押え盛土より下のところに最大６８万ｍ３の水は貯まるかもしれない。だけど、押え盛土

の土は常に見えている。それで、今先程申し上げたのは、洪水調整容量として１００万ｍ３あるんですよとい
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うふうに言う。その１００万ｍ３の水は過去の実例から言えば、先程話しが出ました異常気象とか、超過洪水と

か、こういうようなことで大雨が連続時間的に続かない限り、特別な場合でない限りは、とにかくサーチャー

ジ水位のダムを造ってもサーチャージ水位の高さ５９ｍの重力式コンクリートダムの洪水調節能力を持って

いるという、そのダムが、水か貯まることはないでしょう、常に空っぽですよ。僅かに常時満水位までの水は

あるでしょう。なんでそんな洪水調節能力を持たないダムを造るんですかというのが私の問題提起なんで

す。 

 

○ 石坂部会長 

はい、関委員どうぞ。 

 

○関委員 

私も洪水調節というんだから、ゲート式だとばかり思っていたんです。それでここへ来て始めて、常時３０

m３／ｓですか、流れる口があると。こういうことで自然流下方式だと。だけど、それ以上の水が来た時には

段々貯まっていって、１２時間だか１８時間分、ためる能力を作るダムだと、だから、堤防の決壊、うちの方恐

れているのは、内水氾濫というのはお互いに少しずつあったって、これは山岸委員が、川というのは氾濫す

るものだと、確かに人為的に作って、それ以上降雨がある場合は氾濫する訳なんですけれど、氾濫があっ

ても堤防だけは、決壊してもらっては困ると、こういうのが沿川住民なんだ。決壊ということになれば、その上

流で止めてもらうより他、手が無い訳なんだ。ずっと長い間の県の計画で、河道を広げたり、堤防の高さ、幅

も、高くしたならば、決壊ということは無くなる訳でございますけれども、それは出来ないという事情の中で計

画した中で計画したダムであるから、ダムを造ってもらわなかったら、決壊の危険性というのが常にある訳だ。

例え、３０万ｍ３、５０万ｍ３貯めて頂く、貯めてもらえれば良いんだと、こういう願いが強いんだ、下流の私ど

もは。それで私こんなところであれですけど、正直申し上げまして、最初から思っていたことなんですけど、

これは最終結論は２つに分かれて、お互いに歩み寄れないだろうと、だいたい５回まで辞表を持ってました。

だいたいこれは分かれてしまっているんだと、そんなんなら、例え一人、こんな書類どさどさもらって、頭の

無い俺が一生懸命勉強しながら、少しくらい発言したってこれはどうにもならないんだと、そういう想いで、

いつも辞表をもっていました、辞める用意で。だけど、いよいよ最後になったら、票決でやる、そうなると大

事だと、こんな想いで実は今までずるずる来てしまった。色々私お聞きして本当に皆さん方の説得力で大

変だと、本当に深く勉強していらっしゃると、この前も申し上げましたが、敵ながらあっぱれだと。ちょっとあ

れなんですが、私一番はこのことがダム直下の、上松とか三輪とか、吉田の皆さん方の不安をただ増幅させ

ただけだと、こんなような想いを強くしております。やってもらわないと困るんだけど、皆さんにすれば不安

が募っていらっしゃるのではないかと、こんな想いなんですけど、この今までの専門家の皆さん方のご意見

と技術であれば、そういう心配はない、こういうことでございますけれども、住民の皆さん方は、堤防決壊す

るのではないかと、いつも、梅雨時とか秋雨前線、台風の時、不安をいつも頭の中よぎらせて生活してきた

んですけれど、そんな想いがダム直下の皆さん方がこれからずっと続くのでは可哀相ではないかと、こん

な想いもしているところでございますけれども、ダムが洪水調節に全然ないという話しにはちょっと私は疑問

といいますか、もっている訳なんです。堤防決壊というものは、ダムがあれば助かると思っているんです。ダ
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ムがなかったら、もしか豪雨で、１３０m３／ｓは流れる、流れないは議論の差でございますけれども、もしか

流れたら破堤するに決まっているんだということは、古里から千曲川のあそこのところまでの落差があまりに

も無い。だから、あそこの間で必ずパンクしてしまう。これは必要以上、予想を超えた場合には必ずあそこ

で破堤する。しかも破堤する場合には、だいたいあそこの天井川はそんなに高くはないけれども、畑より高

いところを流れている部分は大分あるんです。そうした場合は水位が、洪水面積、浸水は非常に広範囲に

渡ると思っておりまして、あの土手も危険だと。是非なんとかどこかで、要するに上流、古里のあの上になか

ったら、ちょっとこれは心配だと。こんなことをずっと、かねがね思いながらこの場に来ている訳でございま

して、できたら今までの計画通りの形の中で造って頂ければ、長沼の皆さん方には喜ばれている訳ですか

ら、願っても無いあれだと。ここで発表するのはなんでございますけど、市長から発表してもらえばいいん

ですが、桜づつみの方は国の方から認可がありまして、ちょっと市長さんにこれからお世話になると思って

いるんですけど、長沼の住民にすれば、千曲川のあそこの堤防は切れない。終生、子々孫々まで大丈夫

だと、こういうことになりますれば、長沼の里が平和といいますか、不安の無い、住みよい地域になるのでは

ないかと私喜んでいるのですけど、これで浅川が絶対大丈夫だということになりますれば、長沼住民とすれ

ば、行政の皆さん方に心から御礼申し上げながら、これから計画していかれるのではないかと思っている訳

でございます。皆さん方のやつを見ると、低すぎるように感じてならない訳で、内山委員の５４．６m３／ｓだ

って、実際にあった流量なんですね。１００年確率で上乗せしなければならないんですね。これは２００年確

率なんですか。これは現実に流れているんですね。ただ流れたのを、実際にあった訳だ、これからこれ以

上降ったらこれ以上増える訳だ。 

 

○内山委員 

ところが過去２５年から３０年間でそれ以上の５４．６m３／ｓ以上の流量の水が流れたというのは一度も無

いんですよ。 

 

○関委員 

だけど現実にここに流れたということがある訳だ。 

 

○内山委員 

ただし、それはダムを造るのは、１００年に一遍の１００年確率の１３０㎜、１日１３０㎜という雨が降った時の

１３０m３／ｓの水が来ますよという前提です、ところが５４．６m３／ｓというのは１３０㎜ではなくて、１５４．５㎜

の雨が２００年確率を超える大雨が降った時に、それでも５４m３／ｓしか来ませんでした、そういう数字です。 

 

○関委員 

でも現実に降ったんだから、それ以上降るのもあるわね。 

 

○内山委員 

それは気象ですから。 
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○関委員 

今までが１３０㎜でそれ以上降らないんだけど、１００年確率なら１５０㎜、今まで降ったのでこれだけ。 

 

○内山委員 

ところが、これだけの雨が降れば、浅川のダム地点にこれだけの水か流れてきますよという流量を計算し

たのが基本高水ですよね。その基本高水で１３０m３／ｓ以上の水がそこへ来ますよと、そういう計算になっ

ていた訳です。影も形も見えなかった訳よ。 

 

○関委員 

県では１３０m３／ｓ以上来ると、だけど５４．６m３／ｓしか流れない。 

 

○内山委員 

たった一回。 

 

○ 関委員 

３０m３／ｓ穴から流れるのに比べれば２４m３／ｓはカット出来る。 

 

○ 内山委員 

それは残ります。もうちょっと残りますよね。だけどその後、穴が空いているから残ったやつが時間をかけ

てどんどん流れっぱなしになる訳です。 

 

○関委員 

カットできるようにゲート式にしてもらえば良い。 

 

○ 内山委員 

県は、こういうことです。１００年確率の雨が降った時に１３０m３／ｓの水か来ますよと、ダム地点。その内 

１００m３／ｓはダムでカットして、３０m３／ｓを流しますよと、こういう説明をしてきた訳です。皆さんそれを聞

いてきた訳だ、ところが１３０m３／ｓという水はきませんと、今までだって、それ以上の雨が降っているのに

来なかったではないか、それをなんで実際に来たのは１３０m３／ｓどころか、最大で５４m３／ｓしか来ていま

せん。そうすれば貯めるはずで、１００万ｍ３という大きな容量でため池を作る訳ですよね。ため池を作った

けれども、予定していた水が流れてこないんだから、ため池の空き容量に水は貯まらないでしょう。こういう

ことです。 

 

○関委員 

１００万ｍ３は貯まらないけど、１５４㎜、もしか２００㎜降った場合は１００m３／ｓになるわね。 
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○ 石坂部会長 

１３０㎜と１３０m３／ｓがたまたま同じ１３０ですけど、今１００年確率の雨、日雨量１３０㎜というのを予想して

いますので、内山委員が繰り返しおっしゃっているのは、１３０㎜、つまり１００年に一度、１００年確率と言わ

れている、１３０㎜を超えた１５４㎜の雨が降った時、１３０m３／ｓも出なかったという事実をおっしゃっている

ということで、問題はダムサイトより上で水が沢山出るのか、それより下で一杯出るのか、どうするのかという

ところで考えていくということかと思いますが。 

 

○ 関委員 

ダムの上の面積が６８� ですか。 

 

○ 内山委員 

６８� というのは合流点から浅川全部の流域面積です。 

 

○ 関委員 

それでも浅川のダムの上流の方が。 

 

○ 内山委員 

ダムの上は１５．２� です。 

 

○ 関委員 

１５．２� 、ダムの流れるのを見ると、１３０から２００になっているから、南浅川のほうが半分の流域をもっ

ているんだと私ども見ている訳です。稲田地点に来ると、また６０m３／ｓ増えるから、あそこの面積はこの位

だなと、こうやって単純に見ている訳でございますけれども、やはり本流はダムの上が一番大きな流域面積

になるのでございますので、１３０㎜ばかの雨なんていうのは、これからはやたらに降ってくるのではない

かと、こんな想いをしているのですけど。 

 

○ 石坂部会長 

１３０㎜は一応１００年確率で、毎年１００年に１度になってしまうということになると。 

 

○ 関委員 

だからそれだけ降っても、どうも数字に弱いから、数字で誤魔化される気がして、あれなんですけど、そ

れだけ降っても下では満水して、西沢委員ではないが土豪を積まなければならない。堤防に土豪を積むと

いうことは、堤防の使命が終わった時点なんだ、破堤して怒られない。専門家の皆さんあれですけど、堤防

超えた時点で堤防の使命が終わったと一緒なんです。だから上に土豪を積むということは、決壊しないでよ

かったと、神に感謝しなければならないと、私は思っております。それが今まで何回もあったんだから、１３０

ｍ３/ｓ流れないと言っても下の方では決壊の危機が何回も訪れている。だから上の方で何とかしてもらわな
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いといけない。こんなことで、よろしくお願いします。 

 

○石坂部会長 

武田委員どうぞ。 

 

○武田委員 

関委員、ダムは寿命があるんですよ。これも県の計画も１００年はもつと言っておられますけれども、今ま

でに県内の中で造られたダムを見ましても、地すべり地帯のダムというのは、計画通りにはいかなくて、堆

砂が２倍、３倍と進んでいますので、ダムの寿命というのも、予定のように１００年というふうにはとても思えな

いと思うんですよね。そういう中で確率というものがあるから、ここの地点で、２００年確率を超えるような雨が

降っても、５４m３／ｓしかでなかったという事実があって、そういうものをやはりきちんと受け止めた上で、で

はどういう流域対策が一番良いのか、それは上流に住む私達も真剣になって、下流の皆さんとそういう部分

で検討するという、そういう部会だったと思うんですよね。それで、この基本高水という部分は非常に私ども

には分かりずらいんですけど、ここの部分が一番信頼おける流域、これが浅川に流れる基本高水で妥当だ

ろうという線がきちんと示されれば、３５０ｍ３/ｓという河道改修は今現に進んでいる訳ですよ。基準点で３５０

m３／ｓというものはもう大丈夫という河道改修が今８０％完了し、利用している段階なんですよね。あと２割を

残すというところなんですよ。それはほとんど下流の方は終わっていまして、上流に残されているかと思うん

ですが、そういうところをきちんとやって頂ければ、３５０m３／ｓは大丈夫という、この河道改修になっている

訳なんですよ。ただし、千曲川にその流量が流れるかどうかという部分は、それは出来ていない訳ですよ

ね。だからそこの部分を真剣に考えないといけないんであって、この計画が成された昭和６１年とか、その

計画の時も千曲川の方には水門さえも閉められていないという、そういうもので計画がされているんですよ。

だから、私達は水門が閉められた昭和５７年とか５８年のその型で洪水パターンを使ってシミュレーションを

して欲しいということを再三お願している訳なんですよ。そうすれば流域対策とかどういうところに問題があ

るのかということをやはりきちんと明らかになるということが前提になるんです。それから平成７年の場合は

本当にかなりの大雨が上流域に降りましたけど、その時も千曲川への流量は洪水にもならずに一応流れて

いるんですよね。それから天井川になっていても、今は１０ｍも下がって、非常に立派に河道改修がされた

天井川の部分もまだ、なんというか、未改修だったんですよね。そういうことも含めれば、ただ数字とかそう

いうものに躍らされるのではなくて、やはり事実をきちんと受け止めて、それで今私達はどういうことをすれ

ば水害が防げるのかということを、それこそもっと早い時間に、関委員にはこういうことを言って頂ければ、も

う少し個人的に色々な場面でお話し出来たのではないかというふうにも思っています。 

 

○石坂部会長 

はい、藤原委員どうぞ。 

 

○ 藤原委員 

関委員の話しで、ダムを造ったらいけないというよりも、僕は今ここにダムを造ったら、危険ではないかと
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いうふうに思っているから、ダムは造らない方が良いと思っている訳です。というのは、今まで松島委員も含

めて、いろいろとここの１０何回かの部会で、浅川ダムの予定地の地質についてはいろいろな問題があると

いうことが分かってきたので、ここにダムを造らなければならないかどうか、そういう形でいうと、ここにダムを

造っても、関委員のところの内水氾濫は多分防ぐことはできないというふうなことも分かってきましたし、やは

りダムを造る場所の危険性ということだと思うんです。先程竹内委員からの質問の時に、群馬県の鬼石町と

いうところなんですが、下久保ダムというのが昭和４３年に造られた訳です。ところが、ここのところは明治の

段階で既に地すべり地だったんですけれども、これに対して、地すべり対策をして、昭和３０何年かにここ

に地すべりが止まったからといって、ダムを造る計画が出て、１億２０００万ｍ３のダムを造った訳です。そし

たら、出来たのが昭和４３年ですけれども、平成３年位になりまして、ダムの直下のところで地割れが出きて

きた。どうもまた地すべりが起きるみたいだということで、地元の人達が当時の建設省に陳情をして何とかし

て欲しいということで、建設省、今の国土交通省がここに対して直轄で地すべり対策を今やっているというこ

となんですね。ですから、そういう地すべり地に大丈夫だということで造って見て３０年経ってみたらそういう

危険が出てきた。やはり、そういうことで考えるとこのような地すべりがはっきり分かっている危険なところに

ダムを造って、そしてダム直下に住んでいる人達は非常に不安だと思いますよ。ですから、そういう時に

色 と々話しをしても、ダムが無かった場合にどうだろうという時に、私の方では、上流の森林を整備すれば、

今のダムを造らなくても、それなりの対応ができるというふうに思っていますので、そういうことを言っている

訳です。ダムを造る、造らないという前提よりも、ここにダムを造って良いかどうかということになると非常に危

険だから、ダムを造るべきでないというふうに思っているんです。以上です。 

 

○ 石坂部会長 

はい、山岸委員。 

 

○山岸委員 

同じようなことになるかと思いますけれども、結局私は１００万ｍ３は貯まらないと思っておりますが、しかし、

少しずつ貯まるということはだらだら長く流れ続けるということになるんです、３０m３／ｓの穴で。そうすると繰

り返し言っていますように、千曲川の水位の上昇とぶつかってしまうから、内水災害が拡大すると、それが一

番ポイントだと思うんですよね。そして、水位が上昇するとサイフォンの機能も止めてしまう訳ですから、これ

は先程言いましたように、千曲川の計画洪水水位まで上がってくると、そこで止めてしまうから一層拡大する

ということなんです。しかも今、関委員が心配されているように、破堤の問題、それを考えると、ダムによる堤

体の変位性、今の問題のある活断層ですけれども、そういうものと触れて、西縁部活断層地帯に関係がある

訳ですから、これは非常に危険だと、そして万が一、これをなんとか近代工法で守っても、それは長くても 

１００年、２００年もつかどうか分からない、地帯が上がってくる訳ですから、隆起している訳ですから。更に、

この押え盛土を上に築きますから、堆砂がひどくなり、堆砂が上流に登ってくる。そしてそこで水が上がった

り、下がったりすると両岸を刺激して、地すべりが起きる可能性は非常に強くなる。そうするとダム災害も  

心配しなければならないと、そういう問題がある訳です。ですから、そうかと言って、意見皆さん色々あると

思いますが、上流から降りてくる土石流だとか、それから流木なんかを止める工夫をしなければいけない。
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それはダムである必要はない訳です。それは砂防堰でもなんでも良いし、私はスリット製で、或いは格子上

のところで水を流しながら、生態系を守りながらそこで食い止める。そしてその下に沈砂池などを組み合わ

せて、砂が貯まり次第出すような工夫をすればよい。ダムが６０ｍ位のダムだと堆砂を引き出すのは余程お

金も掛かるし手間も掛かると思うんですよ。しかし、低い堰ならば我 も々っと自由に出すことができる訳です。

そういうことも含めて、ダムでなくて、もっと有効なやり方、総合的な治水対策で守っていくしかないのではな

いかということです。私も前から言っていたんですが、今日桜つづみが国土交通省認めたという話しを聞い

て、非常に私はすばらしいことだと、関委員達の願いが実って良かったと思う。千曲川に行く度に右岸に対

して、左岸はあまりに脆いと、ここにスーパー堤防なりを築いて、そこに桜なり欅なりを植えていけば、これ

は治水になると同時に観光地としてもすばらしい要素になると思うんですね。長沼、赤沼の基本的な恐怖と

いうものは千曲川の破堤だと私思っています。だからそこをしっかりと我 も々応援して、長野市、県にも支援

して頂いても早く造ること。そして我々は水を上流、中流で貯める工夫をダム無しでやるということが一番納

得できるのではないかとそう考えているのですが、いかがなものですか。 

 

○ 石坂部会長 

はい、小林委員。 

 

○ 小林委員 

私当初から申し上げているんですけど、今度のダムの計画はどの部分から見ても、百害あって一利無し

とこういう私の結論なんですよ。まず第１には、浅川の災害、洪水による災害の主要原因はどこにあるのかと

いうことを申している訳ですが、主要原因はやはりかつての天井川なんです。信越線の上を通って、長野

電鉄線と平行して川が流れ、吉田や富竹の辺りでは２階建ての屋根の上を流れているような状況なんです

ね。これをほっといて、いくら何をやっても駄目だと思うんですよ。ですから、まず天井川の改修ということを

一番真っ先言っていた訳ですけれども、それが今日では基本的には解消されまして、一部残すのみとなっ

た訳であります。それでダムは一ノ瀬にダムを造る訳ですから、ダムの上流域の集水面積からしても、それ

から森林状況から見ても、浅川の一ノ瀬から上の水が浅川の洪水の主要な原因ではないんですよ。ここの

ところをしっかりよく見ておかないと、浅川の洪水の原因は飯綱山にあるみたいな発想というものは、これは

まったく大きな間違いであります。これは先程から内山委員の出されている平成７年の雨量データや流出量

から見ても実際、それ以上どんなに雨が降ったって、過去の最大雨が降ったのでも来ていないんですよ。

ですから、その点では、１００％とは言いませんけれども、浅川の洪水の９９％はそれよりも下流による原因

なんですよ。ここのところを間違えて捉えてしまうと駄目なんですね。ですから、一ノ瀬にダムを造っても何

の役にも立たないんですよ。洪水の調節にはまったくならないと、それどころか、私も以前から申し上げて

いたんですが、千曲川との関係から見れば、あの地点で、一ノ瀬の地点で水を止めることが、かえって下流

域の内水氾濫を大きくしてしまうと、要するに浅川の現状を見れば、非常に急流なんですよね、上流部につ

いては。ですから、千曲川へ一早く水を洪水時には出してしまわなければ困る訳ですよ。千曲川に早く出し

てしまえば、それで済む訳ですけれども、地形上から見て、日本の梅雨前線や、台風の季節の状況から見

ましても、どうしても重なり易いと、そこで千曲川に逆流を止める水門が設けられた訳ですよね。ですから、
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そこで浅川の水が止まるという、ひとつの現象が起こると。昭和５６、７、８年の洪水の状況を見ましても、主

要な原因は浅川にもありますけれども、主な原因はやはり支流から来ているんですね。田子川や駒沢川、

新田川、それから三念沢、これが大きく溢れさせている、同時に長野の市街地から来る、都市部から来てい

る水なんですね。これが大きくなってすべてみんな一緒になってあそこで洪水を起こしている訳なんです

よ。ですから、如何に早く千曲川に水を出すかということが下流域の最大の問題点なんです。ダムを造るこ

とによって水が貯まる時間が長くなってしまうと。この現象をよく見て取らないと、これは豊野や赤沼、駒沢の

方々誤ってしまうと思うんですよ。私何もその地域の方々洪水にあえば良いみたいなこと決して考えており

ません。心配するからこそ、この事を声を大にして言っている訳ですよ。ですから、ダムを造るお金があるん

なら、そのお金で下流部における浅川の堤防なり、がっちり固め、それから同時に千曲川に排水する能力、

ポンプアップ能力の為に金を使い、それと併せて、最悪の事態には超過洪水の問題を考えれば、地形的

にどうしてもあそこは水が溢れる場所ですから、それに対する行政的な対応は当然考えるべきだと思うんで

すよ。そこのところが大事であって、今ダムをあそこへ造ればそれこそ大災害を起こす元になるダムです。

何でこんなもの計画したのか、私ちっとも分からないんですよ。このことをよく今日の部会で皆さん是非考え

て頂いて、ダムを造るのではなくて、そのお金で河川改修なり治水対策を行う方へ回すという治水対策案を

作って、どうしても納得いかないという委員達がおられるようでしたら、やはりそういう意見を付帯意見で付け

るというふうにして頂いたらいいと思います。基本的にはダム無し案でやって頂きたいと、ダムを造れば必

ず災害は増えます。以上です。 

 

○ 石坂部会長 

はい、内堀委員。 

 

○内堀委員 

先程内山委員からお話しがございまして、ダムサイトで平成７年に５４m３／ｓというお話しがございますが、

今までそれ以上の水は出たことが無いと、こういうことでございますが、平成７年に大町から姫川にかけて、

先程もお話しがありましたが、４００㎜の雨が降って、あの大惨事が起きた訳でございますが、信濃町も多量

の雨が降った。本当に隣り合わせでございまして、こういった雨が長野市に、我々の浅川流域に降らないと

いう保障は出来ないと思う。先程から何度も言っておりますが、異常気象ということが、絶対にそんな事はな

いと、こういう確証は出来ないと思います。そこで我々は浅川ダムに水は貯まらないというご意見に対しては、

これは１００年確率、２００年確率とおっしゃっておられますけども、すぐ隣りにああいった４００㎜の雨が降っ

ておりますので、こういったことを頭に入れて、是非我 も々そういう備えをしなければいけないと、そういうふ

うにいつも思っている訳です。それと先程浅川、天井川は解消されたと、こういうご意見でございますが、確

かに現在解消されました、しかしながら今までの長い歴史の中で、５０年、６０年確率で天井川は繰り返して

きております。今回は７年経っているだけです、古里地域で解消されて。武田委員や皆さん方、非常に浅川

改修されたから心配はないとおっしゃるけれども、信越線で１１ｍ下がりまして、今度そこまでの流れはかえ

って信越線までの勾配というのは、強くなります。信越線から古里地域の勾配というものは緩くなります。現

在、土砂の堆積というものは雨が降る度に、驚くほど溜まって、県では一生懸命土砂を取り除いております
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が、これは先程申し上げましたように、４００㎜の雨が降った場合は下駒沢地積から三才地域にかけてまだ

住宅地より河床が高い部分が何１００m かございます、まだ天井川です。ですから、実際に私ども住んでい

ますから、いつも申し上げるんですが、天井川は解消された、解消されたと、隣りの村の大火を喜んで見て

いるようなもんで、実際に我々から言いますと、天井川解消されてもう大丈夫だと、とっても思っておりませ

ん。いつまた繰り返すか分からないと、こういうこと常に心配しております。先程私どもと同じような気持ちだ

と思いますが、ダムは崩れる、ダムは崩れるとおっしゃる、これも直下の皆さんからいけば、確かにそういう

心配おありかと思いますが、申し上げては悪いかと思いますが、技術で、前々から言っておりますが、屈服

できると、こういう太鼓判を押しておりますし、私も設計図等、完成の色々な姿をこう見せて頂いて、普通の

ダムの体系とは全然違うんだと、ああいった断層があるという地すべり地帯ということでダムの構造自体が非

常に我々考えている普通のダムの形と違うと、これなら大丈夫だと思う訳で、そういう点がもうどうしても心配

なら、どういう方法でやればいいとか、そういう前向きな点を指摘して頂ければ、有り難いと、こういうふうに

思う訳です。それと話しは違いますが、この７ページの関係でございますが、浅川の流出抑制の関係で、一

番下に「長野市建設部所管の雨水調整池等は、学校校庭貯留８箇所、下水道雨水調整池３箇所」とこういう

ふうに書いてありまして、貯水量は３７，５２０m３ということでございますが、これも私、前々から出ております

が、教育の場まで使用しなくてはこういった貯留は出来ないのかと、非常に疑問に思っておりまして、戦争

当時、学校のグランド耕してサツマイモ作ったり、色 し々た、こんなことを思い出しまして、今この時代に学校

の校庭までそういうあれに使用しなければ、また莫大なお金まで掛けて、今まで、ご承知かと思いますが、

グランドというものは、雨が降っても直乾くように、環境、排水とかとても金掛けてあるんです。そこへ水を貯

めて２日も３日も子供たちが使用出来ないというのは、こういうことを今の時代に、３万ｍ３貯留の中に入れる

ということは非常に私疑問に思うんで、こういうことではなくて、ダムを安全に造ると、上流に遊水地というもの

をどうやって作れば良いかという、そういった方へ向けるべきではないかと、こんなふうに思う訳でございま

す。 

 

○ 石坂部会長 

今の内堀委員が言われました最後のことは、誤解があるようですけれども、これは今現在長野市が既に

設けている調整池について現状を書いただけで、やりなさいといっているのではなく、今もう８ヵ所あるんで

す。３７，５１０m３というのは、今現在長野市が色々ご苦労されて、これだけのものを作られている現状を書

いただけですので。 

 

○ 内堀委員 

意見として学校の校庭は、水が溜まるようにという意見もございましたし。 

 

○ 石坂部会長 

それは今後の検討ですけど、この記載がいけないということになると今長野市がやっていることを止めな

さいということになるので、そこまではちょっとこの部会で言えないかと。 
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○内堀委員 

グランドについては、校庭のグランドについては、私はこういうところへ上げるべきでないし、今までやっ

てあってもこれからは解消すべきだと思いますし、聞いたところ、東部中学ですが、あそこも見に行きました

が、そういう計画だけで、今まで水を貯めたことはないと。 

 

○ 石坂部会長 

一応この３７，５２０m３入っているんです。 

 

○ 内堀委員 

入っているけれども、貯留したことないと、見にいった時に話しを聞きましたが。 

 

○ 石坂部会長 

その評価は色々あると思いますけれども、長野市が取り組んでおられる現状ですので。 

 

○ 内堀委員 

希望とすれば、こういうことは除いて頂きたいと。 

 

○ 石坂部会長 

そうですか。そういうご意見は今初めてお伺いしました。止めるように長野市にご要望せよということです

が。大熊委員。 

 

○ 大熊委員 

今の一番最後の学校に調整池を設けるというのは、私は賛成です。それは子供に我々が自然とどう共存

していくのかということを知ってもらうという意味で大変大事な教育施設だと考えております。全ての雨を守る

ことはできない訳ですから、ある段階である程度我慢をしなければならないというところがある訳です。今の

子供たち、逆にまったく我慢ができない状況になってきておりますから、どういう状況でどういう我慢をして

いくのかという意味では大変、教育的な施設であるということで私は賛成であります。それから先程から内堀

委員や関委員のご意見を聞いていると、どこまで守って欲しいのか、無限に守って欲しいというご発言のよ

うに聞こえてならないんですね。やはり今我々が議論しているのは、１００年確率でこのくらいという議論の

中でここまでなら守れる、ここから以上は守れないという議論をやっている訳です。やはりそういうところを押

さえながらご議論頂きたい。今の話しを聞いていると、大変比喩が悪いかもしれませんけれども、子供があ

の飴欲しい、下さい、と言っているような感じを受けてしょうがないんです。やはりどういう規模でやっていく

のか、お金が掛かる訳です、やはり全国バランスで考えていって、或いは長野県内の中でも、どういうバラ

ンスで治水をやっていくのかということがやはり必要かと思うんです。そういう中で今長野が置かれている状

況でどういう線で治水をやるのか、その議論を私はしているんだと思って、その辺をもうちょっとご議論頂き

たいという感じが致します。 



 

 74 

○ 石坂部会長 

４００㎜対応にして欲しいというような凄い話しも出てきましたので、今のご意見もあるかと思いますけど、

はい、武田委員どうぞ。 

 

○武田委員 

先程の内堀委員のお話しの中で非常にぞっとしたんですけれども、浅川ダムをこういう技術専門家の方

が指摘されている中で、ダムを建設しても、その中に技術過信が無いのかということも含めて、何かあった

時に誰が責任を取って頂けるんでしょうか。これだけ県が浅川部会を設置して、検討委員会を設置して、そ

ういう中で審議をしてくる訳ですから、やはりダムを造って欲しいという人にも責任はある訳なんですよね。

その辺もきちんと踏まえて発言をして頂きたいと思います。それから内水被害が防げないという、これもまた

専門家の皆さんを交えて、こういう結論を出してきている訳なんですよね。ダムを造っても内水災害が起こる

可能性が高いんですよね。その時にその災害を誰が保障するんですか。そういうこともやはりきちんと考え

ざるを得ない訳ではないですか。同じお金を使うんだったら災害を防ぐ為にやはり使うべきだというふうに、

どうして考えられないのかということが非常に残念です。 

 

○石坂部会長 

竹内委員どうぞ。 

 

○ 竹内委員 

今の武田委員の発言にも関連するんですが、いずれにしても、誰が責任を持つのかというのは、何も逆

に言うと内堀委員だけでなくて、同じこの中にいる方がみんな背負って、論議をしているというふうに思いま

す。ですから、それは例えば、地質の問題が出たと思いますけれども、ダムが無い場合に災害が起きたら、

では誰が責任を持つのかという、裏返しの話しですから、ちょっと感情的になられているのではないかと思

いますので、その辺はちょっとお互いに考えないといけないと思います。その辺について私は冒頭、河川

管理というものに対して委員会にも県の方にも資料を作って頂いて、今の法律に基づく河川の管理責任と

いうものは一体どこにあるのか。そして何かあった時に誰が責任を負うのかということを踏まえた中で論議し

ましょうと、説明を受けただけで、あんまり論議はしませんでしたけど、配布して頂いた上で論議をしたという

ことは、これは踏まえて頂きたいと思います。問題はですね、やはり判断の材料として、例えば、お金の問

題を今言われましたけど、有効にお金を使うのであれば、どうかということ。ダムによる建設費は４００億円と

いうこともありますけれども、２００億円色々な意味で、それに対する代替案のお金というものが本来はあっ

て、そういう論議が成り立つと思うんですよ。ですから、先勇み部分のところがありまして、お金も掛かる、お

金も掛かるのなら保障も含めてどうしましょうかということを含めて、今の時点で選択出来るものというのは、

あまりにも、今までの論議は論議として蓄積があるんですけれども、私どもとしてやはり具体的にどうなのか

というと、逆に責任が重い問題があると思います。今回出されている、先程武田委員が言われた、現状が  

３５０m３／ｓの天井川の改修含めて、進めてきている。先程のお話しの既往最大でいくと３３０m３／ｓであると、

一番流末の話しですれけど、それがあって、それならそこのところのものがどうなるのかというのが資料が
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出てきたんですが、具体的に今の話しの中でいくと、自分の実生活の中で、例えば、どうなのかというのは、

現状として見えてこないということが、関委員と内堀委員お話しは、そういう背景があるんだろうと思うんです。

ここのところをやはり、例えば、４５０m３／ｓを絶対的でないと言われるものも、大熊委員が言われている、下

げることも絶対的なのかというと、科学的範疇という言葉を使っていますけれども、それは残念ながら現状の

中でまだ検証できていないということからいくと、検討委員会の中で詰めなければならない課題だろうと思う

訳です。ですから、現状の中で武田委員は代替案は、そんなことは素人であって、実際に造らなくてもいい

んだとおっしゃった訳ですけれども、そうは言っても、素人なりきに考えた時に、例えば、基本高水がそれ

で良いということがなぜ言えるのかということになる訳ですね。ですから、そういうところまで行ってしまうと、

とことんまで行っても結論は、私は出ないというふうに思いますので、ちょっとあんまり感情的になって話し

を申し上げたんですけど、この辺でやはり今日に結論、１２時までに出すのか、出さないのかということ含め

て、ちょっと進め方についても検討頂ければというふうに思います。 

 

○ 石坂部会長 

内堀委員にご発言頂きまして、私の方からまた提案させて頂きますので、どうぞ。 

 

○内堀委員 

私申し上げたいと思っていたことを竹内委員の方からおっしゃって頂いたんですが、本当に責任問題と

いうことは口にしたくなかったんですが、話しがこのようになって参りますれば、私ども今までの過程の中で、

浅川ダムを前提にして、我々流域は協力して参りました。吉田高校の東側に大排水が、浅川へ普段入って

いない北八幡へ流れる都市排水が浅川に入って来る。また北長野の駅から新水路に大排水が入りました。

これは何れも浅川ダムを前提にして、ダムが出来るんだからということで、県の方でそういった計画を作られ

たと聞いております。そこで、あのような状況で田中知事がダム中止をされた訳でございますが、もしこれか

ら被害が出た場合、その責任は誰が取るのか、私はそれを先に言いたかったんですが、本当に都市排水と

いうものは今まで自然に南の方に流れていたのを、ダムを造るからということでわざわざ無理して浅川に入

れているとこういう状況でございますが、我 、々三輪、上松、吉田の皆さん方が、床下浸水等で困っておら

れると、そういうことを耳にして、私ども今まで我慢しておりましたが、こういったことが、もしダムが出来ない

で被害が出たということになると、我 、々その責任、田中知事がどのように取るか、あんまり申し上げたくはな

いけれども、そういうことで常に頭にあった訳でございます。そういうことでございますが。 

 

○ 石坂部会長 

はい、西沢委員どうぞ。 

 

○ 西沢委員 

皆さん色々な議論をされているのでちょっと黙っていたんですが、ひとつ非常に大事なことを申し上げた

いんですよ。最下流部の内水災害は解決しないということだけは、この場で、ニュアンスの差はあるけれど、

治らないということだけは多分一致しているのではないかと思うので、少なくとも、長沼とか豊野町の内水災
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害の起こるところは、県の責任において、もう一度しっかり地元住民へ説明をして頂きたいんです。 

 

○石坂部会長 

その点に関しましては、取りまとめの中で、今日叩き台をお出ししました中にダムを造っても、造らなくて

も内水対策には力を入れなくてはいけないという事と「おわりに」の所に色々なご意見を含めまして説明責

任は行政にお願いするということを記載してありますので、是非それでご了解頂ければと思いますけれど

も。 

 

○ 西沢委員 

すいません。やってもらわなければ困るんですが、私どもの住んでいるところはダムが出来れば内水が

無くなると公聴会でもほとんどこういう意見のように私は聞き取れました。ですから、造る、造らないはこの部

会では議論していますが、私どもの住んでいるところは造っても造らなくても治らないということははっきりし

ていますので、それは造ることだけを説明してきて、今まで何１０年間、みんな頭の中、各村の役員さん始

め、みんなそういうふうになってきたんです。だから私はここに出てきてダムを造らないとは何事だということ

まで言われても、それは科学的におかしいのではないかということで、私はこの場に出席している訳ですよ。

この場合、県の責任において必ずダムを造っても内水災害は完全には解決しないということだけは、ちゃん

と説明をして頂くなり、きちんとした方法で伝達をして頂きたいと、これだけは私是非お願します。 

 

○ 石坂部会長 

「おわりに」のところで、治水対策の結論がどういう結論になろうとも説明責任はお願いしたいと書いてあり

ますので、今のご発言を含めて要望して行くということで。では、お諮りしたいと思いますけれども、開催時

間として予定しておりました５時は残念ながら回りました。色々な方から非常に最後まで合意をということで、

ご熱心なご議論を、それぞれの立場はありますけれども、頂いたというふうに思っております。しかし、残念

ながらですね、一つにまとめるべきだとかなり強いご意見、ご希望がありましたけれども、皆さん今お感じに

なっておられますように、残念ながら議論不足といいますか、現状では意見が大きく分かれていることが事

実であります。事実でありますので、３月末までに一定の目途をと知事及び委員長から要請されましたこと

に部会長としてお答えするという点では一致出来ている点は一致出来ている点、意見が分かれている点は

意見が分かれている点、こういうことで報告の一定の取りまとめを１１日の検討委員会に向けて出さざるを得

ないだろうと、残念ながら、私はそう思っております。今朝程お出し致しまして、読み上げさせて頂きました、

この叩き台については色々不十分な点について皆様から今日の部会でご議論頂きましたので、字句の修

正を含めまして、私の責任において修正、加筆をさせて頂きたいと思っております。更に、取り扱いについ

てですけれども、今日以降も、ただ１１日が検討委員会ですので、１０日とか１１日とかと言われてもちょっと

困るんですけれども、それに間に合う形で文書でご意見を頂ければ、それにつきましては出来る限り、取り

入れさせて頂きまして修正、加筆をしていきたいというふうに、そういうふうに取り扱いをさせて頂きたいと思

っております。部会の議論が先程どこまで責任を負うかという点で、代替案の具体像が浮かばないことがま

ずいんではないかというご指摘がありましたし、専門家が揃っております検討委員会にお任せせざるを得
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ない、今の時間の制約の中での部会の置かれている場所、位置というのもお分かり頂けたかと思います。

不十分さは十分承知の上ですけれども、現在までの議論の到達点、皆様から出された意見を反映させると

いう形についての報告書取りまとめさせて頂くということで、それからお任せしたり、検証して頂く部分が、そ

ういう点で多くなりますので、いずれにしても、検討委員会に対しては部会のこの意見を尊重して頂いて、

検証して頂いたものを、説明責任と言って良いのか、どういう形で表現したら良いか、日本語的に私も不正

確であってはいけないと思いますが、責任を持ってこれだけご努力を頂きました部会の皆様に然るべき形

で、納得の行く形で、お返しを頂く、そういう機会については是非持って頂きたいということで、委員長にお

願いをしていこうと、私としては思っておりますが、今のそれらの点についてご意見がありましたら、お諮りし

たいと思います。はい、内山委員。 

 

○ 内山委員 

今、今日１日の論議の結果、集約として、石坂部会長の方からそういうお話しがありましたが、私は今日の

論議の内容、それからやはりもう一歩踏み込んで、色々意見の対立もありますけれども、もうちょっと部会と

して追い込むべきだろうと思います。ですから、検討委員会の宮地委員長、或いはその上の田中知事、こち

らに対して、部会の延長を申し出るべきだろうと、今日の段階での両論併記、私はこれはどうしても認めるこ

とが出来ないです。こんな両論併記でまとめ上げるというのは、１３回の部会の集約としては納得出来ないし、

こんな程度のまとめまでまとめ上げる為にやってきたのではではないと、それから今日の中でも非常に残

念だったのは、ダムあり、ダム建設賛成という立場の、例えば、関委員、内堀委員にしてもご意見を伺いまし

たけれども、本当にこのダムがこういう訳で必要なんだ、こういう良いところがあるんだというような点が少し

も聞こえてこないというか、今までの何回の会議を重ねた中で、どうしても腑に落ちない、理解出来ないん

ですね。だとすれば、他の委員の方が理解出来るんだとすれば、私の頭が悪いんですけれども、そういう

中であくまで両論を対等の形で併記するというのは、これは部会として検討委員会へ部会の主体性を無くし

て、全部丸投げだと。検討委員会がその後どれだけ進められるかと、専門委員が、専門家が揃っておられ

ると言われますけれども、専門家ほど当てにならないものはない訳ですよ。学者、専門家というものが如何

に今まで悪かったか、浅川ダムの場合にも、浅川ダム地すべり等技術検討委員会の中でも、県の土木部が

色々まずかったというのもありますけれども、もうひとつまずいのは浅川ダム地すべり等技術検討委員会の

東大とか信州大学とかという大学教授達ですよ。やはりもう個人名を挙げても良いんですけど、そういう人達

の無責任な答申をまとめて逃げて行った。一昔前、地附山地すべりがありました、これは１６年前です。川上

さんとか斎藤さんとか出た名前の人達、これは地附山地すべりの解析検討委員なんですね。それで１０年

裁判掛かって、県の管理の過失責任が認められた。その中で、例えば、川上さんなんか地附山のバードラ

インの所に１．４㎞地点の所に沢があったと、１．５㎞地点に沢があったことは事実なんですが、１．４㎞地点

に沢があったという新説を出しまして、裁判の判決でこれは見事に否定されているんですよ。そしたら判決

の後では川上さんは完全に沈黙を守って、黙ってしまった訳ですね。こういう私に言わせれば前科ですね。

そういう学者を県の土木部は、非常に権威のある信大工学部の工学的見地から浅川ダムの結論をまとめる

為には、非常に便利な学者だというようなことで使ってきた、こういう学者の使い方に問題があったのではな

いかと。学者、専門家の、この中にも大学に籍を置いている人とか、専門家と称される人がいます、私は専
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門家でもない一人の市民です。部会としては検討委員会決して丸投げしてはいかん、部会としての主体的

判断において、ある程度の方角はここの責任において出すべきである。それが、まだまだ出せるだけの努

力を委員全員が時間を掛けてやってきたかどうか、私はそれはやってきていない。それから残念ながら非

常に早い段階から両論併記というようなことが、既に言われている。両論併記ということが当たり前のような形

になっている。報道の方に聞きますと、部会長なり委員から両論併記というようなこと言われたら、報道として

は書かざるを得ない、こういう訳ですよ。それがだいたい３月に入ってからそういうような空気があった。私

は、これは非常に憂慮すべきことだと思うし、何の為に３月に入って５回の委員会をやったのか。やはり無駄

な時間は使いたくないですし、今までやってきた結果を実らせたい。やはり浅川ダム計画というものを見て

いる県民、市民に対して、もうちょっと責任ある部会委員としての態度を取りたい、これが私の考え方です。 

 

○ 石坂部会長 

ありがとうございます。内山委員のご意見、お気持ちは良く分かりました。私の考えを申し上げまして、お

諮りしたいと思います。できればひとつに合意したいと、今朝からかなりそういうご意見がありまして、そのご

意見も良く分かります。しかし、異なった２つの大きく意見があるときに、一方の意見の方がもう一方の意見

の方にいいですよ、とこうならない限り、私とすれば多数決とかいう形でひとつまとめるということは、やるべ

きではないということは、部会を設置した時点からずっと考えてきたことです。そういう点で、現時点で内山

委員のお気持ちは分かりますけれども、決して意図した両論併記ではありませんが、ご意見が一致しない

以上、一致していない部分を併記せざるを得ないというのが私の立場です。そういう点で部会をこれで終わ

らせるのは問題があるというご意見がありますので、その点はお諮りしたいと思いますが、お諮りしたいと思

いますのは、知事及び委員長から３月末を一定の目途にと言われてきまして、私もそれにお答えするとお

約束をしておりますので、今日現段階での部会の議論の到達点はここまでであるという中身について、基本

的には今朝お出ししました叩き台に沿った報告を私は上げざるを得ないと思っておりますので、こういう形

で取りまとめを上げさせて頂くこと、そういう点で本日を一応最終部会として終わらせて頂くことはご確認を

頂きたいと思います。その上に内山委員からはまだまだ不十分な点があり、部会の委員として責任が終え

ないので、浅川部会を続行することを委員長、知事に要望したらどうかと、そういうご意見がありますので、

今後どうするかということを別に分けてお諮りしたいと思いますけれども、今日の時点で議論の到達点はここ

までであると、こういう形でのご報告を上げさせて頂きたいということはいかがでしょうか。はい、内山委員。 

 

○ 内山委員 

私、今この部会が今日で最後にするかどうか、部会としての意見なり結論の取りまとめについて意見を言

いましたが、そしてそれについては部会を、今日を最後にするのではなくて、延長してでも、やはり部会とし

ての取りまとめの為にもうちょっと時間を掛けて努力すべきであるし、論議が尽くされていないと思っており

ますので、全委員にその辺について意見を諮って頂いて、石坂部会長の意見は分かりましたけれども、一

人一人の委員にそれを諮って頂いて、その上で今日のまとめに向かうのか、或いは部会を継続するのかと

いうことを出して頂きたいと思います 

 



 

 79 

○ 石坂部会長 

はい、分かりました。それでは、いかがですか。はい、小林委員。 

 

○ 小林委員 

部会長の方でまとめてとおっしゃられて、その形なんですけれども、今日出して頂いたものを加筆したり、

色々追加したり、それは部会長の責任でということは分かるんですが、それは私どもには事前にお返しとい

うか、下さらないままに。 

 

○ 石坂部会長 

それは先程お話しましたように、今日色々ご意見頂きましたので、そのご意見を取り入れて修正、加筆し

たものを改めて皆さんにお送りしたいと思いますし、それをまた見て頂いてのご意見を文書で頂きまして、

練り上げたものを１１日の検討委員会に間に合うようにお出しをしたいという過程を経たいと思っています。

１１日の検討委員会はもう決まっていますので。 

 

○ 小林委員 

あまり日にちがないということですよね。それだとちょっと忙しすぎて、なんか。 

 

○ 石坂部会長 

今日までの議論の到達点ということはご理解頂けるのではないでしょうか。それが完全なものという意味

ではなくて、今日まで議論したことの到達点がここであるということは、そう何日も考えなければならないとい

うことではないと思いますし。 

 

○ 小林委員 

だから今日までの議論の到達点ということであれば、なんか両論が併記という言葉になんとなく拘るんで

すけれども。 

 

○ 石坂部会長 

私は併記と言っていることではなくて、意見が一致した部分は一致した部分、それから別れている部分は

別れている部分、どうして分かれているのかという中身が分かるような、そういう報告としてまとめたつもりで

すので、マスコミなどで併記、併記と言われていますけれども、五分五分とか併記とか、そういうことではなく

て、意見がこの部分が分かれています。分かれている中身はこうですよと。部会の到達点はここまででした、

という報告としてまとめたつもりです。 

 

○ 小林委員 

分かれているというのではなくて、私どもというと変ですけれども、私どもは色々数字を挙げて、こういう事

だというふうな事実に基づいて言っている訳ですけれども、それに対する明確なというか、反論というか、そ
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ういうものが無かったですよね。なんか議論が噛み合っていないという感じかあるもんで、そういったではな

んですけれども、今日の千野委員や関委員、内堀委員への質問にもなるんだろうと思いますし、私どもとし

ても、私自身ねピンぼけしている部分もあるもんで、やはりその辺がきちんとさせるべきではなかったかと思

うんで、もしそういうことで部会長の方で話して頂いて、部会長の成案が、成案というか案ができた段階で、

ちょっと一度よって頂くみたいなことも必要ではないかと、こういうふうに思いますがいかがなものでしょうか。

私永遠と長くやれということは決して主張致しませんけれども、なんとなく議論が噛み合っていないと、今日

漸く噛み合ったという感じがしますので、書かれたらその段階で例え半日でも時間を取って頂ければと思い

ますが。 

 

○ 石坂部会長 

それはそれとして噛み合っていないということを反映させるしかないかと。ちょっとお言葉を返すようです

が、到達点はあくまで反映するまとめしか一致していない以上出来ないということで、反論はないというお話

しですが、ただ OK というお話しも無い限りは意見を分かれているというふうに扱わざるを得ないというふう

に、私としては思いますけれども、はい、山岸委員。 

 

○山岸委員 

私もこの１３回やって、みんな必死に勉強したり、専門家の意見を聞いたりしてきた中で、恐らく部会長も

配慮してくれると思うけれども、丸っきり丸投げみたいにして、難しいのは検討委員会で頼みますというよう

なことになると、私どもは誠に空しくこの１３回何やってきたのか、一種、絶望感に囚われてしまいますよね。

だから、議論して共通認識になった部分は明確にする。例えば、今日一つの例だけ申し上げますが、ダム

を造っても内水災害は収まらない。しかしダムを造るともっとこの被害は拡大するというようなことについて、

県も残念ながら、資料を出してくれなかった。そしてそれについての反論も数値を示した反論というのは一

切無かった、とすれば、こういうようなものは共通認識として取り上げて頂きたいと思います。あえていえば、

単なる丸投げということで無しに、この議論のところをもう少しきちんと整理をして書いて頂いて、そしてもし

時間が取れれば、こういう案になりましたというようなのを、半日でもいいから続けてやって頂ければありが

たいと思っております。 

 

○ 石坂部会長 

集まって頂くというのは、ちょっとかなり困難かと思いますので、文書でのやり取りということにさせて頂け

れば大変有り難いと思いますけれども、勿論色々不十分な点が多いことは私も承知しておりますが、そうい

う点では取りまとめの中で、今日の記述で不十分な部分は、今後の課題、もっと解明すべき部分、そういうこ

とでご意見を頂ければ、それを修正、加筆させて頂くということで反映をさせて頂ければと思います。いず

れにしても、もうここまでで本当に議論し尽くした完全なものである良い案ができたというところまで時間的な

制約でとても及ばなかったということは、皆様共通の認識だと思いますので、ここまでで部会として出来たこ

とはここまで、これなんだと、取りまとめに反映出来れば、そこまでしか出来ないかと、現時点では。こんな

ふうに考えておりますが、はい、関委員。 
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○関委員 

大熊委員も先程の意見はどうなんだろう、どこまで注文すればいいんだと、こういうことをおっしゃられま

した。決してそんなロールスロイスに乗れるような、そんな立派なものを造ってもらう必要はございません、

本当に気楽な自動車で結構でございますから、パンクしない、事故の起き無い車なら良いんです。河道改

修とすれば、私は５割、５割広げて、堤防も５割アップすると。北信は日本の雨量の少ないところなんだと、

上田が日本一少ないということでございますけれども、上田は雪が降らないから、北信の方がその分降るか

ら、夏の雨量とすれば、北信地帯が一番少ないんだと。こんなことで、豪雨というのは少ないところではない

かと、こんなふうに思っているんですけど、飯綱山が１２０、１３０㎜くらいで、うちの方氾濫しているんだから、

今どき、１２０、１５０㎜で、心配で仕様が無いと。 

 

○ 石坂部会長 

大変発言の途中で恐れ入りますけれども、取りまとめと今後の在り方についてのみのご意見でお願いし

たいと思いますけど、中身に立ち入ってきますと、議論は切りがありませんので。 

 

○ 関委員 

ちょっと、名誉挽回しないといけないかと。 

 

○石坂部会長 

それはちょっと個別にやって頂くことにしまして。 

 

○ 関委員 

内山委員も先程ダムの必要性か感じられないと、こんなことをおっしゃられましたけど、私どもは、千曲川

と堤防と一緒なんで、２０年、３０年このままで破堤すると思っております。破堤というのを考えた場合は、上

の方でカットするしか仕方が無いと、こういう想いでいるんですが、そのカットする水が来ないというお話し

になると、これはどっちが本当かと。 

 

○ 石坂部会長 

分かりました。小田切委員。 

 

○小田切委員 

取りまとめの話しでございますけども、部会長の提案された方向でよろしいというふうに思います。公募に

よって委員が選ばれて、それぞれ大変勉強されて、長い間議論されて、今日１３回目を迎えた訳でございま

すけれども、それはそれとして、すべて公開で議論されましたし、公聴会というような方法で住民の皆さんの

意見も検討されてきた訳でございます。またこういった問題は２０年、３０年の経過の中で色々な苦労をされ

て今日まで来ておる訳でございますので、議論は議論としても、もうほとんど出尽くされているのではない

か、後やられても、今までの過程の中でそれぞれの議論の延長線上で話しをされるということになるのでは
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ないかという感じもします。そういうことで、今部会長がこういう方法でどうだという方向が提示されたんです

けれども、私はそれでやって頂ければよろしいのではないかというふうに賛成をします。 

 

○ 石坂部会長 

大熊委員どうぞ。 

 

○大熊委員 

この段階で検討委員の私が発言しない方がいいのかとずっと思っていたんですけれども、３月３１日の到

達点を報告するということで、それはそういう形で、私も了解したいというふうに思います。ただ先程から責

任は誰が取るのかという議論があります。水害が起こっても責任は誰が取るのかという問題もありますし、 

例えば、ダムが壊れてもその時責任は誰が取るのかということが両方にある訳ですよね。ですから、私はこ

こで議論されたことに関して、１回しか公聴会をやっておりません。やはり私は住民の皆さんがどう考えたの

か、この部会がこれだけ議論して、ダムありか無しかということで議論してきて、皆さん本当にどういう考えを

持たれたのか、それを是非、住民投票というのは大変でしょうから、せめてアンケートでもなんでも良いんで

すけども、ある程度地域の皆さんがどう感じたのかを、それを是非知りたい。そういう中で、我々 の部会の議

論がどう認識されてきたのか、それによって判断して、そこでひとつの方向性が導けるのではないかという

ふうに考えますので、この我々がこの到達点に関して、地域住民の方がどう評価するのか、その評価のこと

をお考え頂ければ有り難いと思います。後これ造る中で、１１ページのところで、「ダムを造れば川の水生動

植物等の生息環境の保全が図られる」と書かれているんですが、これだけは私納得出来ませんので、後で

修正文書を送りますので、基本的には川の自然の生息環境というのは、洪水があったり、渇水があったり、

土砂が流れてきたりという中で自然の生息環境がある中で、ダムが出来ると逆にそれはなくなるということを、

理解して頂きたいと思います。 

 

○ 石坂部会長 

神田委員、どうぞ。 

 

○ 神田委員 

私も部会長のご意見で結構です。やはり住む場所によって全然利害関係がかなり違うと思うんですね。

そういう意味では、一つにまとめるのは大変難しいのではないかと思います。それともうひとつ、８ページな

んですけど、７番の千曲川の件なんですけど、この部分にうちの町長もいつも千曲川工事事務所にお願に

行っているということなんですけど、この前のところ意見出されていましたけれども、ここの部分で「早急に改

修を」という字句を入れて欲しいということと、改修を国に働きかけていくという部分で、国に県行政、流域住

民というものも入れて頂いた方がなんか良いような気が致しましたので、できればお願したいと思います。 

 

○ 石坂部会長 

千曲川に関しましては、公聴会で公述をされました中沢勇さんという方から今日参考資料が配布されて
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おりますので、それも是非参考にして頂きまして、また神田委員からあったご意見も含めて、取りまとめには

反映させて頂きたいと思います。はい、竹内委員。 

 

○ 竹内委員 

今後のことですけど、これを両論併記の形で良いのかどうかあれですが、現状のままを、私も補強させて

頂きますけど、文章で出したいというふうに思っています。検討委員会に報告する前にファックスなりで皆さ

んに周知して頂ければいいのではないかというふうに思います。いずれにしても、先程大熊委員からも管

理責任のお話し、ここの皆さんには管理責任はないと思いますけれども、最終的には県が、知事が、知事と

言っても、地方自治法が改正になって、個人ではなくて、県そのものが負っていくということになると思うん

ですけど、そういう意味でいきますと、出来ればここのところで一つになった結論が出れば良いと思います

が、ただどちらの結論が出ても、その辺の洗い直しというものは当然出て来るのではないかという考え方を

持っています。ですから、やはりここに出された意見をやはり率直に上げていって、それを検証して頂くと

いうことが県の立場で大事だと思います。ただし、その前に検討委員会も頭がこれからどうやっていくのかこ

とも、基本高水等々大変なことだと思うのですが、いずれにしても、そういう前提に立ちますと、今回ひとつ

の手法として、住民の皆さんの意見を聞いて、なにも河川法自体は聞かなくてはいけないということは書い

てない訳ですけれども、対応して、しかも公聴会を開いてきたということについて、手法としてはこういう中に

持ち込んでやられたということについて、その声が上がっていくんだというふうに捉えて頂いて、解釈して頂

けるのではないかと思います。ですから、やはりこれから例えば、費用対効果の問題、実際に国土交通省と

の絡みの中で、県が事業するときにどうなるのかということも、当然ある訳ですよね。それと知事との判断と

の問題もあると思います。そういうことは検証していかなければならない課題でもございますので、この中で

全部議論しろといっても、これは出来ない部分も当然出てきますので、私は今回まで皆さん方にご苦労して、

お互い論議したということを率直に持ち上げていくということで、良いのではないかというふうに思います。

以上です。 

 

○ 石坂部会長 

それでは今日までの議論の到達点、大変不十分さを残した部分もあって、残念ではありますが、それを

確認させて頂く形で取りまとめをさせて頂きたいと、それから今後につきましては、内山委員からは部会が

引き続き議論出来るように、継続を知事や委員長に要請すべきだというご意見もありますし、小林委員は取

りまとめについても時間を取って集まったらどうかと、それはちょっと不可能かと思いますが、検討委員会に

要請した部分について、意見交換の機会を取って頂くと、これは私が提案させて頂きました。いずれにして

も、今後について、これで全て終わりで、もう関係ないということではなく、何らかの形で、この間の議論に加

わった部会の委員に検討委員会からも返して欲しいし、また検討委員会へも要請していきたいと、強い意見

が多数の皆さんからあったということも、終わりにといいますか、この報告の中に盛り込ませて頂きまして、扱

わせて頂ければと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では色々ご議論、はい、内山

委員どうぞ。 
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○内山委員 

先程何人かの委員の方はこれで良いだろうと、この段階で、部会長の取りまとめで良いだろうと、それか

ら部会をむしろ継続すべきだという趣旨の２色あると思うんですけれども、そこら辺についてだけ、全員の意

見を聞いて、その上で決めて頂きたいということを先程申し上げた。 

 

○ 石坂部会長 

それでは時間も大分過ぎておりますので、あまり挙手とかやりたくはないんですけど、ご意見は出尽くし

ているかと思いますので、それでは私の提案致しました現時点のまでの部会の議論の到達点を反映した形

で取りまとめを作り、報告書を作り、検討委員会に上げていくということで、よろしいかどうか。それから今後

の部会の運営につきまして、今日を最終にしないで、継続を要請していくというご意見も出ておりますし、そ

こまでは出来なくても何らかの形で検討委員会との意見交換や説明の機会をもって頂くという、どちらかが

いいかだとか、そういうことで、賛否につきまして、それでは挙手をして頂ければと思います。それぞれに

ついてやりたいと思います。最初に取りまとめの仕方についてですが、今日までの不十分さを残したままと

いうことは承知の上で、部会の議論の到達点を反映した形で取りまとめ報告を作らせて頂くということでよろ

しい方、挙手をお願します。もうひとつは今後の部会の在り方です、運営の仕方、セットの方が良いですか。

だから取りまとめ案を今日の段階で出すということについても異論がありますので、今日の段階で部会の取

りまとめ案を不十分であるけれども、今日まではここまでですということで出すということに賛成の方、挙手を

お願い致します。取りまとめ案を上げさせて頂くということはよろしいですね。今日までの到達点と前提を置

いた上です。今後部会をこれで終わりにしないで続けるべきであるということについて要請をしていくと、続

けるべきだということについて賛成の方、挙手をお願い致します。部会を続けるべきだということに賛成の方。

はい、では部会を続けるべきだという方、５人今、手を挙げて頂きました。部会は残念ながら今日で終わっ

て良いのではないかという方は挙手をお願します。勿論、全て終わりにするということではありません。あり

がとうございました。９人の方が、残念ながら部会としてはこれで終わりにして、後何らかの形で検討委員会

からご説明を聞く、意見交換の場所をもっていくというという形で良いのではないかというご意見です。しか

し、全部シャットアウトというのはちょっと私もあんまりやりたくはありませんので、５人の方が部会の継続を強

く望んだということは取りまとめ報告には反映していきたいと思いますので、そんなように取り計らわせて頂

きたいと思います。また、要望があったことは事実ですので、委員長、知事に対しまして、継続を要望してい

くということは、そういう意見があったということで、５人の方からご要望があったということで、要望していきた

いと思います。他にご意見ありますでしょうか。９人の反対した方は、いかがでしょうか。委員長の了解が頂

けた場合、ご協力頂けるでしょうか。はい、鷲澤委員。 

 

○ 鷲澤委員 

部会の意見ははっきり今日までで出尽くしていると私は思います。他の全然違う形のものが考えられるこ

と、それは私知りませんけれども、少なくともこの部会を維持するということは、私は意味が無いと思います。 
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○ 石坂部会長 

そういう色々なご意見があったということを含めまして、反映させて頂きたいと思います。他にご意見あり

ますか。では、以上をもちまして、本日の第１３回の部会を終わらせて頂きたいと思いますが、皆様の色々

なご意見もお聞き致しました中で、非常に不十分ではありますが、とりあえず今日が最終部会ということにな

りましたので、私の方から一言御礼のご挨拶を申し上げたいと思います。公募で、本当に情熱をもって参加

して頂きました住民代表の公募委員の皆様、それから検討委員会の専門家の皆様、お忙しいにも関わらず、

スケジュール併せて頂きました長野市長さん、豊野町の町長さん、小布施の助役さんなど、本当に部会の

委員の皆様には、１１月２３日の第１回部会から今日まで、過密なスケジュールを無理強いする形でのご協

力でしたけれども、熱心なご協力と、ご熱心な討論を頂きまして、私としては心から感謝しております。また

県、市町村の関係の職員の方、事務局、幹事として、大変ご苦労頂きましたことにも、心から御礼申し上げた

いと思います。残念ながら３月末までを一定の目途にという時間的な制約の中で、また私の不手際や、力不

足から部会を合意、一つの方向にまとめることができなかったことや、また今日もこんなに議論になりました

ように不十分な点や一致出来ない点を残したまま、部会をとりあえず閉めなければならないということは、大

変申し訳なく思っておりまして、お詫びをしたいと思います。それだけにこの１３回の部会の中で、また公聴

会の中で皆様から頂きましたご意見がより多く反映できる、納得できる浅川流域の治水・利水対策案ができ

ますように改めて私からも委員長、知事に要請していきたいと思いますので、その辺、お汲み取り頂きまし

て、今日までのご協力に心から御礼申し上げまして、ご挨拶にしたいと思います。本当にありがとうございま

した。 

 

 

                     以上の議事録を確認し署名します。 
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